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第31回全国医師会共同利用施設総会 

              開催要領 

 

目  的：医師会共同利用施設は地域医師会活動の拠点として、医療、保健、介護・福祉の重要な

役割を担い、かかりつけ医と連携しつつ地域に貢献してきた。しかしながら、超高齢社

会における医師会共同利用施設の将来を見据えれば、地域における医療・介護の連携・

充実がさらに求められるところである。 

そこで、今回の総会では「地域に根ざした医師会共同利用施設のあり方～2040年問題が 

及ぼす影響と対策」をメインテーマに掲げ、現場での取り組みについてご報告いただく 

とともに、今後の医師会共同利用施設の役割・方向性等多面的に討議を行い、併せて現 

地施設の見学を行う。 

 

名  称：第31回全国医師会共同利用施設総会 

 

主  催：日本医師会（担当：地域医療課） 

     〒113-8621 東京都文京区本駒込２－２８－１６   

         TEL 03-3946-2121(代)  FAX 03-3946-6295(代) 

     TEL 03-3942-6137(地) FAX 03-3946-2140(地) 

 

担  当：群馬県医師会（担当：業務一課） 

     〒371-0022 前橋市千代田町１－７－４   

TEL 027-231-5311(代) FAX 027-231-7667(代) 

 

期  日：令和７年８月30日(土)、31日(日)の２日間    

 

開催方法：現地開催 

      

プログラム：裏面参照 

 

会   場：【１日目】＜総 会＞高崎芸術劇場（※JR 高崎駅東口より徒歩５分） 
〒370-0841 高崎市栄町９－１  TEL 027-321-7300(代)                                                        

＜懇親会＞ホテルメトロポリタン高崎 （※JR高崎駅直結） 

〒370-0849 高崎市八島町２２２ TEL 027-325-3311(代) 

【２日目】＜総 会＞ホテルメトロポリタン高崎 （※JR高崎駅直結） 

     

見学施設：(１) 第１コース「伊勢崎佐波医師会病院」(8/31) 

（＊訪問看護ステーション、成人病検診センター他の見学も含む） 

(２) 第２コース「高崎・地域医療センター」(8/31) 

          (３) 第３コース「高崎・地域医療センター（観光付）」（8/31） 

(４) 第４コース「群馬リハビリテーション病院」(8/31～9/1)  

           （＊8/31移動・宿泊、9/1見学・昼食） 

 

参 加 者：(１) 日本医師会会員 

         (２) 都道府県医師会、郡市区医師会役職員 

         (３) 医師会共同利用施設関係者 

         （４）日本医師会医師会共同利用施設検討委員会委員                                   

 

参加登録費：無料（従来通り交通費・宿泊費等は自己負担） 

 

申込方法：「総会参加・施設見学・宿泊の申し込み等のご案内」をご参照の上、下記WEBサイ

トにてお申し込みください。WEBサイトからのお申込みができない場合は、同案内

に添付しております専用の申込書で下記申込先にFAXにてお申込みください。 

いずれも、お申込み期間は令和７年６月２日（月）～７月18日（金）17:30です。 

 

申 込 先：「第31回全国医師会共同利用施設総会申込み専用WEBサイト」 

      https://va.apollon.nta.co.jp/kyodosoukai31/ 

     株式会社日本旅行 高崎支店 担当：布田・柴山 

     TEL 027-322-3611 FAX 027-323-2316 

Eメール hiroyuki_fuda@nta.co.jp 

営業時間 9：30～17：30（土・日・祝日は休業） 

           

    留意事項：新型コロナウイルス感染症陽性者や発熱・咳・咽頭痛などの症状がある方は、 

参加をご遠慮ください。 

また、マスクの着用は個人の判断に委ねますが、会場内での大声での会話はご遠 

慮ください。 

なお、高崎芸術劇場の会場内は飲食が禁止となっておりますので、ペットボトル 

等の飲料や食べ物の持ち込みはご遠慮ください。見かけた場合はスタッフがお声

がけさせていただく場合がありますので、ご了知願います。 
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第31回全国医師会共同利用施設総会 
プログラム 

メインテーマ「地域に根ざした医師会共同利用施設のあり方 

～2040年問題が及ぼす影響と対策」 
 

日 時：令和７年８月30日(土)、31日(日)              

場 所：高崎芸術劇場、ホテルメトロポリタン高崎                               

第１日 令和７年８月30日(土)  於：高崎芸術劇場 ２F「大劇場」  

[総 会] 

13:00～     受  付 

（ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ演奏 ｶﾒﾗｰﾀ慈音）              総合司会：群馬県医師会 

  14:00～14:20   開  会  群馬県医師会副会長 西松輝高 

          挨  拶  日本医師会長 松本吉郎    

                 群馬県医師会長 須藤英仁   

          来賓挨拶  群馬県知事 山本一太           

                 高崎市長 富岡賢治 

               参議院議員 釜萢 敏        

 14:20～15:20   特別講演 

           座長：群馬県医師会長 須藤英仁 

           演者：日本医師会長 松本吉郎 

               「日本医師会の医療政策」     

 15:20～15:30   令和６・７年度全国医師会共同利用施設施設長検査健診管理者連絡協議会報告 

  同連絡協議会長/赤磐医師会長 滝澤貴昭 

15:30～16:00    ＜休憩・移動＞ 

 16:00～18:00  分科会   

  第１分科会(医師会病院関係)   於：２F「大劇場」                  

                           司会：群馬県医師会理事 鶴谷英樹 

座長：鹿児島県医師会常任理事/日医医師会共同利用施設検討委員会副委員長 黒木康文  

     シンポジウム １．伊勢崎佐波医師会病院（群馬県） 

              伊勢崎佐波医師会副会長 都丸浩一 

           ２．鳥取県中部医師会立三朝温泉病院（鳥取県） 

              鳥取県中部医師会理事/鳥取県中部医師会立三朝温泉病院長 深田 悟 

                  ３．大分市医師会立アルメイダ病院（大分県） 

              大分県医師会副会長/大分市医師会副会長/ 

大分市医師会立アルメイダ病院副総院長 石和 俊 

           ４．霧島市立医師会医療センター（鹿児島県） 

              霧島市立医師会医療センター病院長 河野嘉文 

   質疑・応答 

  第２分科会(検査・健診センター関係)   於：４Ｆ「音楽ホール」            

                            司会：群馬県医師会理事 佐藤雄一 

座長：日本医師会常任理事 黒瀨 巌 

     シンポジウム １．高崎・地域医療センター（群馬県） 

              高崎市医師会副会長/高崎・地域医療センター業務執行理事 田村 仁 

２．石川県医師会臨床検査センター（石川県） 

     石川県医師会理事 齊藤典才 

３．静岡市静岡医師会健診センターMEDIO（静岡県） 

     静岡市静岡医師会副会長/静岡市静岡医師会健診センター所長 

 水谷暢秀 

              ４．広島市医師会臨床検査センター（広島県） 

                 広島市医師会長/広島市医師会臨床検査センター所長/ 

広島県医師会理事 山本 匡 

        質疑・応答 

    第３分科会(介護保険関連施設関係)  於：１Ｆ「スタジオシアター」        

                            司会：群馬県医師会理事 小中俊太郎 

座長：岩手県医師会長/日医医師会共同利用施設検討委員会委員長 本間 博  

          シンポジウム １．由利本荘医師会病院介護医療院（秋田県） 

                 秋田県医師会理事/由利本荘医師会理事/ 

由利本荘医師会病院副院長 土田昌一 

               ２．水戸市医師会訪問看護ステーションみと（茨城県） 

                 水戸市医師会長 細田弥太郎 

３．「東京都在宅医療推進強化事業におけるMCS機能強化の共同開発に   

ついて」（東京都） 

東京都医師会理事 佐々木 聡 

東京都医師会理事/全国医療介護連携ネットワーク研究会会長 

 土屋淳郎 

              ４．神戸市医師会（兵庫県）   

                 神戸市医師会副会長 久次米健市 

神戸市医師会理事/神戸市医師会在宅医療・介護連携推進会議 

委員長                      松尾玲子 

        質疑・応答  

18:30～20:00 ＜懇親会＞ 於：ホテルメトロポリタン高崎 ６F「丹頂」 

     （ｱﾄﾗｸｼｮﾝ:ﾀｹｵ･ﾘｱﾙ&ﾀｶｻｷｼﾃｨﾊﾞﾝﾄﾞ）       司会：群馬県医師会理事 小中俊太郎 

第２日 令和７年８月31日(日)  於：ホテルメトロポリタン高崎 ６Ｆ「丹頂」   

       9:00～     受  付（１日目に受付をしていない方のみ） 

総合司会：群馬県医師会 

9:30～10:00    群馬県内共同利用施設紹介  紹介者：群馬県医師会理事 鶴谷英樹 

        （主に群馬県医師会群馬リハビリテーション病院）             

10:00～10:20   分科会報告 各分科会座長    

       10:20～11:00  全体討議  座長：日本医師会常任理事 黒瀨 巌             

      11:00～11:05  総  括  日本医師会副会長 角田 徹     

      11:05～11:10   次期（令和９年度）担当県医師会長挨拶  宮崎県医師会長 河野雅行 

       11:10       閉  会  群馬県医師会理事 長坂資夫 

     ［施設見学に参加されない方］ 

11:10～12:10  昼   食  ホテルメトロポリタン高崎 ６F「丹頂」 

[施設見学に参加される方] 

11:10～12:00  昼   食  ホテルメトロポリタン高崎 ６F「丹頂」 

12:15施設見学集合・12:20出発 第１・第４コース（高崎駅東口/ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷLABI 1前） 

                第２・第３コース（高崎駅西口/高崎ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ前） 

第１コース「伊勢崎佐波医師会病院」→高崎駅東口15:40着・解散予定 

第２コース「高崎・地域医療センター」→高崎駅西口14:10着・解散予定 

第３コース「高崎・地域医療センター（観光付）」→高崎駅西口16:15着・解散予定 

第４コース「群馬リハビリテーション病院」（２日間コース） 

※８月31日（日）草津温泉15:00着予定・宿泊 

９月１日（月）見学・昼食→高崎駅東口15:00着・解散予定 
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第31回全国医師会共同利用施設総会 
プログラム 

メインテーマ「地域に根ざした医師会共同利用施設のあり方 

～2040年問題が及ぼす影響と対策」 
 

日 時：令和７年８月30日(土)、31日(日)              

場 所：高崎芸術劇場、ホテルメトロポリタン高崎                               

第１日 令和７年８月30日(土)  於：高崎芸術劇場 ２F「大劇場」  

[総 会] 

13:00～     受  付 

（ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ演奏 ｶﾒﾗｰﾀ慈音）              総合司会：群馬県医師会 

  14:00～14:20   開  会  群馬県医師会副会長 西松輝高 

          挨  拶  日本医師会長 松本吉郎    

                 群馬県医師会長 須藤英仁   

          来賓挨拶  群馬県知事 山本一太           

                 高崎市長 富岡賢治 

               参議院議員 釜萢 敏        

 14:20～15:20   特別講演 

           座長：群馬県医師会長 須藤英仁 

           演者：日本医師会長 松本吉郎 

               「日本医師会の医療政策」     

 15:20～15:30   令和６・７年度全国医師会共同利用施設施設長検査健診管理者連絡協議会報告 

  同連絡協議会長/赤磐医師会長 滝澤貴昭 

15:30～16:00    ＜休憩・移動＞ 

 16:00～18:00  分科会   

  第１分科会(医師会病院関係)   於：２F「大劇場」                  

                           司会：群馬県医師会理事 鶴谷英樹 

座長：鹿児島県医師会常任理事/日医医師会共同利用施設検討委員会副委員長 黒木康文  

     シンポジウム １．伊勢崎佐波医師会病院（群馬県） 

              伊勢崎佐波医師会副会長 都丸浩一 

           ２．鳥取県中部医師会立三朝温泉病院（鳥取県） 

              鳥取県中部医師会理事/鳥取県中部医師会立三朝温泉病院長 深田 悟 

                  ３．大分市医師会立アルメイダ病院（大分県） 

              大分県医師会副会長/大分市医師会副会長/ 

大分市医師会立アルメイダ病院副総院長 石和 俊 

           ４．霧島市立医師会医療センター（鹿児島県） 

              霧島市立医師会医療センター病院長 河野嘉文 

   質疑・応答 

  第２分科会(検査・健診センター関係)   於：４Ｆ「音楽ホール」            

                            司会：群馬県医師会理事 佐藤雄一 

座長：日本医師会常任理事 黒瀨 巌 

     シンポジウム １．高崎・地域医療センター（群馬県） 

              高崎市医師会副会長/高崎・地域医療センター業務執行理事 田村 仁 

２．石川県医師会臨床検査センター（石川県） 

     石川県医師会理事 齊藤典才 

３．静岡市静岡医師会健診センターMEDIO（静岡県） 

     静岡市静岡医師会副会長/静岡市静岡医師会健診センター所長 

 水谷暢秀 

              ４．広島市医師会臨床検査センター（広島県） 

                 広島市医師会長/広島市医師会臨床検査センター所長/ 

広島県医師会理事 山本 匡 

        質疑・応答 

    第３分科会(介護保険関連施設関係)  於：１Ｆ「スタジオシアター」        

                            司会：群馬県医師会理事 小中俊太郎 

座長：岩手県医師会長/日医医師会共同利用施設検討委員会委員長 本間 博  

          シンポジウム １．由利本荘医師会病院介護医療院（秋田県） 

                 秋田県医師会理事/由利本荘医師会理事/ 

由利本荘医師会病院副院長 土田昌一 

               ２．水戸市医師会訪問看護ステーションみと（茨城県） 

                 水戸市医師会長 細田弥太郎 

３．「東京都在宅医療推進強化事業におけるMCS機能強化の共同開発に   

ついて」（東京都） 

東京都医師会理事 佐々木 聡 

東京都医師会理事/全国医療介護連携ネットワーク研究会会長 

 土屋淳郎 

              ４．神戸市医師会（兵庫県）   

                 神戸市医師会副会長 久次米健市 

神戸市医師会理事/神戸市医師会在宅医療・介護連携推進会議 

委員長                      松尾玲子 

        質疑・応答  

18:30～20:00 ＜懇親会＞ 於：ホテルメトロポリタン高崎 ６F「丹頂」 

     （ｱﾄﾗｸｼｮﾝ:ﾀｹｵ･ﾘｱﾙ&ﾀｶｻｷｼﾃｨﾊﾞﾝﾄﾞ）       司会：群馬県医師会理事 小中俊太郎 

第２日 令和７年８月31日(日)  於：ホテルメトロポリタン高崎 ６Ｆ「丹頂」   

       9:00～     受  付（１日目に受付をしていない方のみ） 

総合司会：群馬県医師会 

9:30～10:00    群馬県内共同利用施設紹介  紹介者：群馬県医師会理事 鶴谷英樹 

        （主に群馬県医師会群馬リハビリテーション病院）             

10:00～10:20   分科会報告 各分科会座長    

       10:20～11:00  全体討議  座長：日本医師会常任理事 黒瀨 巌             

      11:00～11:05  総  括  日本医師会副会長 角田 徹     

      11:05～11:10   次期（令和９年度）担当県医師会長挨拶  宮崎県医師会長 河野雅行 

       11:10       閉  会  群馬県医師会理事 長坂資夫 

     ［施設見学に参加されない方］ 

11:10～12:10  昼   食  ホテルメトロポリタン高崎 ６F「丹頂」 

[施設見学に参加される方] 

11:10～12:00  昼   食  ホテルメトロポリタン高崎 ６F「丹頂」 

12:15施設見学集合・12:20出発 第１・第４コース（高崎駅東口/ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷLABI 1前） 

                第２・第３コース（高崎駅西口/高崎ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ前） 

第１コース「伊勢崎佐波医師会病院」→高崎駅東口15:40着・解散予定 

第２コース「高崎・地域医療センター」→高崎駅西口14:10着・解散予定 

第３コース「高崎・地域医療センター（観光付）」→高崎駅西口16:15着・解散予定 

第４コース「群馬リハビリテーション病院」（２日間コース） 

※８月31日（日）草津温泉15:00着予定・宿泊 

９月１日（月）見学・昼食→高崎駅東口15:00着・解散予定 
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ただいまより，第 31 回全国医師会共同利用施設
総会が「地域に根ざした医師会共同利用施設のあり
方～ 2040 年問題が及ぼす影響と対策」をメインテ

ーマに開会いたします．皆様，2 日間，どうぞよろ
しくお願いいたします．

第 31回全国医師会共同利用施設総会

群馬県医師会副会長

西　松　輝　高

開 会
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本日は大変お暑い中，全国各地から大勢の方々に
ご参加いただき，まことにありがとうございます．

第 31 回の日本医師会として非常に力を入れてお
ります全国医師会共同利用施設総会を開催するに当
たりまして，主催者を代表して一言ご挨拶を申し上
げます．

まずは，本総会の開催に向けまして，企画段階か
らご尽力いただきました日本医師会医師会共同利用
施設検討委員会本間博委員長，黒木康文副委員長を
はじめとした委員の先生方，並びに 2 年間にわたり
ご準備いただきました群馬県医師会須藤英仁会長，
西松輝高副会長，川島崇副会長，日本医師会の医師
会共同利用施設検討委員会委員でもあられます鶴谷
英樹理事をはじめ，群馬県医師会役職員の皆様方，
そして関係郡市医師会の皆様方，さらにご多忙の中，
ご講演をお引き受けくださいました講師の方々に対
しまして，厚く御礼申し上げます．

また，本日は，群馬県の山本一太知事，それから
高崎市の曽根光広副市長，新しく参議院議員になら
れました釜萢敏参議院議員にもご出席いただいてお
ります．全国の先生方のご尽力により，日本医師会
の釜萢敏副会長を参議院議員に当選させていただい
たことに深く感謝申し上げます．特に，ここ群馬県
は全国でもトップの得票数で，本当に大きな力にな
りました．

本日，ご参加の皆様には日ごろから医師会活動を
通じて地域の医療・保健・福祉の向上に多大なるご
尽力を賜り感謝いたしますとともに，心から敬意を
表します．

さて，いわゆる「骨太の方針 2025」が 6 月に閣

議決定いたしました．これが大変大きなハードルで
したが，皆様方のご対応・ご支援のおかげで，医療
機関経営，物価高騰，賃金上昇等に対する対応につ
いて，「加算する」という，足し算の論理になった
ことが非常に重要なポイントであります．

また，第 2 のハードルである参議院議員選挙も，
医師会の代表としての席は医療・福祉系でトップと
いうことで確保できましたが，3 番目のハードルが
なかなか厳しい戦いになっています．

ご存じの通り，自民党が非常に逆風の中で，いわ
ゆる自公維の 3 党協議がまた再開するという話を伺
っております．次の補正予算，医療法の改正も迫っ
ており，年末の予算編成における診療報酬改定に向
けての議論は，非常に厳しい状況で迎えるかもしれ
ません．したがいまして，さらに私ども一致団結し
て事に当たってまいる所存です．

本日から 2 日間，「地域に根ざした医師会共同利
用施設のあり方～ 2040 年問題が及ぼす影響と対策」
をメインテーマに，この後，分科会などいろいろな
取り組み事例がご報告されると思います．活発な議
論が行われて，2040 年に向けての建設的な方策が
示されることを大いに期待しておりますし，医師会
共同利用施設はやはり医師会活動の本当に原点だと
思っております．ぜひ患者さんや住民の生命と健康
を守るべく，医療から介護まで多方面にわたってご
貢献いただく，あるいはご努力を続けていただくこ
とが肝要かと思っております．

結びに当たりまして，本日ご参集の皆様方のなお
一層のご健勝，ご活躍を祈念し，挨拶といたします．
本日はどうぞよろしくお願いいたします．

第 31回全国医師会共同利用施設総会

日本医師会長

松　本　吉　郎

挨 拶
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本日は，お暑い中，全国から多くの先生方にお集
まりいただきまして，本当にありがとうございます．
ついに群馬県が日本一暑い県になりました．

明日，医療施設見学に行かれる伊勢崎市が 41.8℃
です．自慢になるかならないかわかりませんけれど
も．

群馬県で自慢するべきことが 3 つあります．
温泉．後ほど山本知事が温泉についてお話しされ

ると思います．
それから，群馬県に移住したいという人が日本一

になったということ．これも非常にありがたいこと
で，こちらも山本知事からお話があると思います．

それから，山本知事のブログに対してのアクセス
数が政治家の中で日本一ということ．これも後ほど
山本知事の方からお話があると思います．

続きまして，高崎市にまいります．
高崎市で誇れるものも 3 つございます．この会場

の芸術劇場．どうですか，皆さん．すばらしいでし
ょう．本当に世界中の名演奏家が来てもらえる会場
でございます．

それから山手に見える白衣観音．群馬県民のソウ
ルアイテム上毛カルタでは “白衣観音慈悲の御手”
です．明日時間があったら，ぜひご覧になっていた
だきたいです．

もう 1 つ，これは最も大事でございまして，釜萢
敏でございます．全国の皆様，本当にありがとうご
ざいました．

ということで前奏が終わりまして，これから第
31 回全国医師会共同利用施設総会のことですけれ
ども，先ほど松本会長がおっしゃいましたように，
私，共同利用施設という，その活動自体が医師会の
一番メインの評価されるべきところだと思っており
ます．医師会館の中に医師がずっと閉じこもってい
ても，一般の県民，国民の方から，評価なんかされ
ません．私たちは，やはりこの県，またこの地域に
どのような施設を運営し，一般県民にとってどのよ
うな医療活動が必要であるかを把握し行動する．ま
たしっかり継続する，そのような活動が医師会の評
価になるのではないでしょうか．

現在，医療費の削減が続き，医療そのものにパワ
ーがなくなっておりますけれども，ぜひ皆様の力を
結集し，原点と言うべき医師会共同利用施設の活動
を継続していきたいと思っております．

今回の群馬大会がその一助となれば，私たちの思
いが通じたということになります．

暑い中ではございますけれども，この 2 日間，ど
うぞ皆様よろしくお願いいたします．どうもありが
とうございます．

第 31回全国医師会共同利用施設総会

群馬県医師会長

須　藤　英　仁

挨 拶
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本日は，第 31 回全国医師会共同利用施設総会が
こうして盛大に行われますことを心からお喜び申し
上げます．

先ほど，ご挨拶をされた日本医師会の松本会長を
はじめ，きょう，全国からご参集の各医師会の皆様
には，日ごろから地域医療の充実，あるいは国民の
健康づくりに大変ご尽力をいただいており，この点，
県民を代表して心から感謝と歓迎の意を表したいと
思います．

群馬県の宣伝は，もう私の敬愛する須藤会長のほ
うからございましたので，あまり長い話をしてもい
けないので省きたいと思いますが，私の方からも皆
さんにお礼を申し上げなければいけません．今回，
日本医師連盟推薦の釜萢先生，群馬県高崎市ご出身
ですが，皆さんのおかげで，見事，参議院議員に当
選していただきました．

きょう，お集まりいただいた医師の皆さん，医療
関係者の皆さんの力がなければ．あの未曾有のコロ
ナのパンデミック，みんな忘れかけていますけれど，
知事にとっては死に物狂いの毎日だったのです．こ
れは当然，我々克服できなかったわけですが，特に
群馬県出身の釜萢先生は専門部会のメンバーとして
本当に助けていただいて，知事にとっては群馬県の
恩人みたいな方になったのです．きょう，お集まり
いただいた松本会長が先頭に立っておられました
が，皆さんのお力で，釜萢先生を参議院に見事当選
させていただいた．これは，医師会の皆さんにおめ
でとうと申し上げるより，群馬県知事として，心か
ら御礼を申し上げたいと思います．釜萢先生は，も
ちろん群馬県のこともいろいろ考えていただけると
思いますが，全国の医療・介護・福祉関係のために

大変ご活躍されるということを確信しております．
また，きょう，開催に当たり，準備にご尽力をい

ただいた群馬県医師会須藤会長，実は安中市の私の
後援会長でもあるのですが，関係者の皆様に深く敬
意を表したいと思います．

少子高齢化，医療ニーズの多様化への対応，先ほ
どいろいろ須藤会長の方からありましたが，地域包
括ケアシステムの構築といった地域の医療活動にお
いて，医師会の共同利用施設は，予防・診療・介護
の連携を支える上で極めて重要な役割を担っている
と思います．特に，生活習慣病の予防やがん検診の
受診率の向上，在宅医療の推進など，これはもう本
当に医師会の皆様のご協力なくしては成し得ない課
題だというふうに思います．

先ほども申し上げた通り，とにかくコロナ禍で医
療関係者の皆さんにご尽力をいただいたということ
には，知事として，これは全国の知事も同じだと思
いますが，本当に感謝していることを改めて皆さん
にお伝えしたいと思います．

今回の総会が，全国の先進的な取り組みを共有し
ていただいて，今後の医師会共同利用施設の更なる
発展につながるような有意義な場所となりますこと
を心からご祈念申し上げます．

最後に，皆様の今後の益々のご健勝，そしてご活
躍をお祈り申し上げ，群馬県知事としても，地域の
医療を考える上で，しっかりとこの地域の，群馬県
の医師会と連携していく．その中で，皆さんの活動
をしっかりと応援させていただくということをお約
束させていただきまして，群馬県知事としてのご挨
拶に代えたいと思います．きょうはお招きありがと
うございました．

第 31回全国医師会共同利用施設総会

群馬県知事

山　本　一　太

来 賓 挨 拶
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第 31 回全国医師会共同利用施設総会が全国各地
から多くの皆様をお迎えし，ここ高崎市で盛大に開
催されますことをお慶び申し上げますとともに，高
崎市民を代表して心から歓迎を申し上げます．

また，地域医療の更なる充実に向け，日ごろより
多大なご尽力をいただいております皆様方に心から
深く敬意を表し，感謝とお礼を申し上げる次第でご
ざいます．

さて，僭越ながら，この機会に高崎市のご紹介を
させていただければと思います．

高崎市は，交通の要衝として栄え，豊かな自然，
歴史と文化が息づく魅力ある町です．中でも「音楽
のある街」として広く知られており，本日の会場で
ある高崎芸術劇場は，令和元年の開館以来，国内外
の一流アーティストによる公演が開催されるなど，
本市の音楽と芸術文化の一大拠点として全国的にも
注目を集めております．

また，この度，令和 9 年の NHK 大河ドラマにお
いて，本市ゆかりの小栗上野介忠順公が主人公とし
て描かれることが決定されました．小栗公終焉の地

であります倉渕地域では盛り上がりを見せており，
これを機に地域の歴史や文化の魅力を全国に発信し
てまいりたいと考えております．

さらに，市の北西に位置する榛名山は，四季折々
の自然美が堪能できる観光地として知られておりま
す．榛名山ヒルクライムや榛名湖リゾート・トライ
アスロン，榛名湖マラソンなど，様々なイベントを
実施しており，毎年全国から多くの方々に参加をい
ただいております．

また，農産物においては，榛名地域をはじめとす
る果樹栽培が盛んで，梨，桃，プラムは群馬県内屈
指の産地であり，特に梅は東日本一の生産量を誇っ
ております．この他高崎の名産品や農産物は，高崎
駅西口に隣接する高崎オーパ 1 階の 「高崎じまん」
というお店で各種取りそろえておりますので，ぜひ
お立ち寄りいただければ幸いと存じます．

結びになりますが，本総会のご成功とご参会の皆
様方のご健勝，ご活躍を心からご祈念申し上げまし
て，挨拶とさせていただきます．

第 31回全国医師会共同利用施設総会

高崎市長

冨　岡　賢　治
（代読　高崎市副市長　曽根光広）

来 賓 挨 拶
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皆様，こんにちは．皆様のおかげで参議院議員に
押し上げていただきました釜萢敏でございます．

今日ご出席の皆様，また全国の皆様の大変なご支
援をいただき，厳しい選挙でありましたけれども，
何とか押し上げていただくことができましたことに
心から御礼を申し上げたいと思います．この上は皆
様のために全力で取り組み，我が国の医療・介護・
福祉が何とか持続可能になるために力を尽くしたい
と思っております．どうぞ引き続きよろしくお願い
申し上げます．

本日，また明日，第 31 回全国医師会共同利用施
設総会が私の生まれ育った高崎の地で開催され，大
変嬉しく存じます．担当である群馬県医師会須藤会
長のもとに全国から皆様にお越しいただく準備をし
っかり整えて，皆様にとりましてこの会が実り多い
会になりますように願っております．

せっかく機会を頂戴いたしましたので，今年の 8 月
1 日に初めて，国会議事堂に登院いたしましたが，
それから 1 か月のことについて，少しご報告をさせ
ていただきたいと思います．

現状の政治の状況は非常に不透明であります．須
藤会長，また松本会長からもお話がありましたが，
今後の政治状況がどうなっていくのかというところ

がよくわからないわけですけれども，昨年の，衆議
院選挙，また，その後の東京都議会議員選挙，それ
から参議院選挙において，非常に厳しい国民の皆様
の審判を受けました．その結果をしっかり踏まえて，
けじめをつけて，政治の状況が安定することが今求
められていると思います．

特に，医療・介護・福祉の分野では非常に厳しい
現状でありまして，時間的な余裕がございません．
その中で何とか早く補正予算が成立し，そしてまた
診療報酬の改定は来年に向けて粛々と進めていかな
ければなりませんし，介護の分野では，令和 8 年度
の予算の中で処遇改善加算をしっかり決めるという
ことが合意されているわけですけれども，それがし
っかり良い結果につながるかどうかということは非
常に大きな問題であります．

骨太に書かれたその方針が，現実にしっかり目に
見えて良い方向に向かわなければ，医療・介護・福
祉の領域の持続可能性が益々厳しくなってしまいま
すので，全力で取り組んでまいりたいと思います．

皆様の更なるご支援・ご指導を賜りますように，
この場をお借りしてお願い申し上げ，本日のお祝い
とさせていただきます．本日はまことにおめでとう
ございます．

第 31回全国医師会共同利用施設総会

参議院議員

釜　萢　　　敏

来 賓 挨 拶
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Ⅰ．はじめに

本日は，新たな地域医療構想を中心に，「これか
らの医療の需要と供給はどうなっていくか」，「日本
医師会として新たな地域医療構想の議論にどのよう
に臨んでいたか」，「現在新たな地域医療構想と医療
計画について検討されていること」，そして「2040
年の前にすべきこと～現在の医療機関の危機的な状
況に向けて」という内容で話をさせていただく．

Ⅱ．これからの医療の需要と供給

世界的に少子高齢化が進んでいるが，とりわけ日
本は世界に先駆けて少子高齢化を経験し，人口ピラ
ミッドは世界のほとんどの国が「ピラミッド型」か
ら「寸胴の釣り鐘型」に変わってきている．もちろ
ん，インドのようなところはまだこれから増えてい
くだろうが，全く変わってきている．

平均寿命の推計も，男女別に相当伸びてきており，
75 歳以上・85 歳以上人口の伸び率で見ると，日本
は世界よりも早く急速に高齢化が進んでいる．日本
と韓国は OECD 諸国の中でも高齢化が最も進んで
おり，その傾向が似ている．

一方，急速に少子高齢化が進む中で，今高い評価
を得ている医療提供体制を守り抜くことができるの
かということが課題である．世界から見た日本の医
療への評価は平均余命，回避可能な死亡率，いずれ
も高評価を得ており，認知症患者の多さが指摘され
ているが，WHO は日本の認知症対策を高く評価し
ている．また，糖尿病や脳卒中のアウトカムも高い
実績を得ている．ただ，病床数の多さをよく指摘さ
れる．しかし，病床というのは国によって定義が異
なり，例えば回復期や慢性期の病床をどうするか，
特に精神科病床をどうカウントするか，退院した後

の医療提供体制がどうなっているか，ということに
よっても全く異なってくる．病院病床に長期療養施
設のベッド数を加えた場合，日本の病床数はドイツ
などと比べても多過ぎるとは言えない．単なる病床
数だけで比較することは留意しなければならない．

65 歳時点平均余命の国際比較では，日本は最長で，
かつ 2000 年に比べて大きく伸びている．OECD 諸
国の死亡者数と主な死因では，特に新型コロナウイ
ルス感染症による死亡が OECD 諸国全体で 7％で
あった．予防により死亡を回避できた死因の 22％
を，新型コロナを含む感染症が占めており，日本は
コロナに限らず，予防により回避可能だった死亡率
が非常に低い．つまり，予防によって死を回避する
ことができていると言える．そういった意味でも，
医師会病院を含め，医師会臨床検査センターや健診
センターは大いに貢献している．

自分の住む地域で質の高い医療を受けられること
に満足している人の数は，日本ではコロナ前よりも
高くなっており，医療に対する信用が高まったと言
える．日本の医療へのアクセスの良さは，外来受診
回数で見てもうまくいっていると思う．某省は逆の
意味で，ここの数を非難しているが，国民が受けた
いときに受けられる医療をきちんと提供するという
意味では，私はすばらしいことではないかと思って
いる．糖尿病患者は特にプライマリケアで治療を受
けており，諸外国では悪化して入院してしまうケー
スが多い中で，日本ではうまくコントロールができ
ている．

日本は，保健医療支出の額と比べて比較的平均余
命が長く，回避可能な死亡率が低い．本来は救えた
はずなのに死亡したケースが比較的少ない．つまり，
多くの死を防ぐことができたと言える．一人当たり
の医療費は OECD 諸国平均よりも少し高いが，高

日本医師会長

松　本　吉　郎

第 31回全国医師会共同利用施設総会

特 別 講 演
座長　松山　正春（岡山県医師会長）

「日本医師会の医療政策」
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齢化を鑑みると医療費支出はかなり抑えられてお
り，国民の社会保障の負担に関しても，日本は高い
と一方的に言われているが，実は OECD 諸国の中
では決して高い方には入らない．いわゆる中負担・
中福祉と言ってもよいのではないかと思う．

日本の少子高齢化への取り組みは，世界の先駆け
となり得るかということで，新たな地域医療構想が
語られている．いつでもどこでも誰でもが最善の医
療を受けられる体制の堅持，かかりつけ医機能の推
進，地域に根ざした医師の活動，地域連携，医療と
介護の連携，地域包括ケアシステムの構築・充実，
健康寿命の延伸，健康寿命と平均寿命の差の縮小．
この健康寿命が延伸している国というのは，実は非
常に少なく，本当に日本ぐらいしかないと言っても
過言ではない．少子高齢化への取り組みの 1 つが新
たな地域医療構想で，地域の医師会活動とかかりつ
け医を支える医師会共同利用施設の役割は非常に大
きい．

少子化の急激な進行や受療行動の変化により，入
院患者は少しずつ減少している．病床数のダウンサ
イジングが語られる時代になり，医師や看護職員等
の確保も困難で，本当に今，医療機関は苦労してい
る．また，医療機関の建物・設備が老朽化し，建て
替えの費用が高騰しており，統合といっても非常に
厳しい状況である．兵庫県の某病院では，統合して
新しい病院をつくる前に閉院に追い込まれたと聞い
ている．

これからの医療の課題として，入院・外来・在宅
の医療ニーズや 85 歳以上人口の増大と高齢者救急
は非常に大きい．医療と介護の連携，医師・医療従
事者の偏在・不足，医療の供給にも地域差がさらに
拡大している中で，どうやって乗り切っていくかと
いうことが課題だろう．地域によって大きく人口変
動，医療・介護のニーズが変化しているが，将来的
には東京都も減少することもあるだろう．外来患者
はピークを既に過ぎて，ほとんどの地域で少しずつ
減少している．入院患者も全体的にはまだ微増して
いるが，入院日数や病床利用率は低下している．こ
の 1，2 年，何とか病院の努力によって支えられて
いるが，全体的な数としては非常に厳しい状況であ
る．在宅患者だけは，2040 年を過ぎてもおそらく
増加していくだろう．「治す医療」から「治し支え
る医療」を担う医療機関単位の機能分化，地域に密
着した医療提供は，在宅医療や医療・介護連携が益々

重要となり，高齢者救急の増大は新たな地域医療構
想の重要事項であり，人材の確保はさらに重要であ
る．地方や診療科の医師偏在もこれからどう考えて
いくかということである．

激変する医療の需要と供給への対応については，
日本では医療と福祉の従事者が今 922 万人と言わ
れ，総雇用数の 13 ～ 14％を占めており，高齢化の
影響が非常に厳しいが，高齢化が進んでいる割には
介護従事者の数も少ない．

将来推計人口では，ほとんどの都道府県で 75 歳
以上人口の割合が増加していくと予測されている．

都道府県単位で見た将来の人口変動では，2050
年において 75 歳以上人口割合で秋田県が最も高く
なっている．東京都は一番若く，沖縄県も比較的若
い．北関東の県は大体中央に位置している．多くの
地方で，能登半島北部のような急激な高齢化が進展
しており，平時から孤立したアクセスの困難な地域
がさらに増大していく．ライフラインの老朽化，公
共交通機関の削減，耐震化の整備も遅れており，在
留外国人の増加も非常に大きな影響があると思う．

都道府県別人口の増減予測では，群馬県は，65
歳以上の場合 2020 年を 1 とした数で 1.08 ぐらい，
15 ～ 64 歳人口では 0.8 ぐらいということで，日本
の平均的な像を示している．

石川県医師会安田会長のインタビュー記事では，
地震で急激に医療過疎が悪化し，患者が減ったうえ
にスタッフも戻らない状況で，診療所が立ち行かな
くなっている，20 年先の未来にタイムスリップし
た感じと，厳しい状況を伝えている．もちろん，地
元の先生方と当該医療機関の努力によってほとんど
の診療所は再開しているが，やはり人口減という中
で経営していくには相当厳しいものがあると思う．

入院患者数は全体としては増加傾向であるが，高
齢者の割合が増大しており，最大となる年を見ると，
すでにピークを迎えている県もある．また，2035
年までに 236 の医療圏がピークを迎えることが予測
されており，あと数年で多くの医療圏が減少に向か
うことになる．外来患者の数は既にほとんどの県で
ピークを過ぎ，逆に在宅患者の数は多くの地域で今
後も増加していくだろう．

2040 年の救急搬送，在宅医療需要では，特に 85
歳以上の高齢救急搬送の増加と在宅医療の需要増加
が推計されている．首都圏などでは高齢者が特に増
加していくということで，今回の地域医療構想では
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在宅医療も大きなテーマとなっているが，在宅医療
を中心に担うような在支病，あるいは在支診も，都
道府県によってとても差がある．例えば，兵庫県や
福岡県は在支診が非常に多い．それから埼玉県も割
と多いが，在支診があまりないところもある．在支
病も同じである．強化型を含む在支病も病院として
かなり取り組んでこられたが，北関東ではかなり在
支病も増えており，九州でも在支病が増えたが，ど
こが担っているかは都道府県によって全く異なり，
在支病，在支診以外が主役になっているところもか
なりある．

群馬県全体の医療・介護ニーズについてであるが，
医療ニーズは 2035 年以降に全国平均を下回り，介
護ニーズは全国平均と同程度に推移していく．しか
しながら，医療圏によっても大きく異なる．高崎市
を含む高崎・安中医療圏と群馬県全体を比べた場合，
高崎・安中医療圏は群馬県全体に比べて医療・介護
の需要は上回り，これからも推移していく．しかし，
高崎市と安中市では将来の医療ニーズも介護ニーズ
も中身が対照的になっている．

関東各都県の人口変動については，2040 年の 75
歳以上人口の倍率は，栃木県などで非常に高くなっ
ており，また群馬県では高崎市を中心とした県南部
で高くなっている．

日本に生活の拠点を置く外国人も非常に増加して
おり，医療ニーズへの対応として，特に外国人住民
のかかりつけ医機能や医療通訳が課題となってい
る．医療通訳は日本医師会でも非常に力を入れてお
り，Ａ①会員には無料の電話医療通訳サービスが付
いている．それから，健康保険の問題も非常に大き
く，特に国保の方で保険料の支払いが大きな問題と
なっている．インバウンドで訪れる方々には民間の
いわゆる旅行保険をきちんと付けてもらわないと非
常にトラブルが多いということで，この辺も大きな
課題だろう．コミュニケーションの支障や低所得者
における未収金問題も発生しているが，いずれは高
齢化も問題になるだろう．

在留外国人を国別に見ると，中国，ベトナム，韓
国，フィリピン，ブラジル，ネパール，インドネシ
アが多く，都道府県別では群馬県が約 2％の 7 万人，
東京都が一番多くて 66 万人，その他神奈川県，愛
知県，大阪府，千葉県，埼玉県が非常に多くなって
いる．

年齢 3 区分別人口の推移については，外国人が増

加することを見越して，15 ～ 64 歳の人口は前回よ
りも増加している．既に将来推計人口に大きな影響
を与えているということだろう．

地域医療への影響例としては，在留外国人の大幅
な増加による問題が挙げられるが，実際どの程度か
ということは，もう少し吟味していく必要があるか
と思う．

Ⅲ．日本医師会としてどのように「新たな地域医療
構想」の議論に臨んだか

日本の医療の良さは，何といっても国民皆保険，
現物給付，フリーアクセスによっていつでもどこで
も誰でもが最善の医療を受けることができることで
ある．日本医師会として，ここのところはしっかり
と守っていくべきと考える．社会保険料を下げたり，
あるいは税金，特に消費税を下げたりすることは，
医療の方に直接影響するため，しっかりと社会保障
を守るという立場を貫いていきたい．人口当たりの
病床数，CT 等の多さも言われるが，コロナ禍を考
えると，CT の多さが患者の命を救ったということ
もあると思う．諸外国では CT をするのに何か月も
待たなければいけない状況であり，そういう国に比
べればアクセスの良さは明らかで，高度な医療技術
と全国各地への普及により多くの国民がしっかりと
医療を享受していること，フレイルや認知症対策な
ど各地域の重症化予防，健康増進活動がしっかりと
なされているということである．また，介護保険制
度の創設・充実によるまちづくりの実現，かかりつ
け医機能を推進する各地での医師会活動も挙げられ
る．さらに進む人口変動と医療の需給変化に対して
は，持続可能な公的医療保険と地域における医療機
能の分化と連携で対応していくことになるだろう．
我が国の良さである国民皆保険をいかに持続可能な
ものにしていくかということは，本当に大きな課題
となるだろうし，釜萢新参議院議員もここをしっか
りと守るために一生懸命やりたいと発言されてい
る．

さらに進む人口変動と医療の需要変化に対し，地
域における医療機能の分化と連携で対応するとお話
ししたが，これは新たな地域医療構想の中でしっか
りと検討していく．2011 年から始まった地域医療
構想に至る経緯では，2012 年，2013 年に病床機能
報告や地域医療構想の基礎となる提案がなされ，
2014 年に医療法の改正が行われ，病床機能報告と
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地域医療構想が導入されている．最近は，外来機能
報告とかかりつけ医機能報告と，3 つの報告が重な
って進行している．

新たな地域医療構想へ向けて，これまでの病棟・
病床の機能を「病棟機能」としてはどうか，あるい
は医療機関全体としての役割はどうか，というとこ
ろに議論が移りつつあり，「回復期」を「包括期」
に見直すこと，特に構想区域をどうするかというこ
とは非常に大きな課題である．335 医療圏区域の中
で，20 万人未満のところは 161 である．ただ，2040
年には半分以上が 20 万人未満となってしまい，さ
らに 10 万人にも満たない区域が 100 を超えてくる
ので，「分割」あるいは「合併」，これからは特に「合
併」が非常に大きな要素になってくると思っている．

日本医師会からの提案通り，「回復期」は「包括期」
に名称と定義が変更され，特にリハビリテーション
の充実と，栄養・口腔管理の一体的取り組みを推進
して，早期の在宅復帰を包括的に提供する機能とい
うことになった．

日本医師会では，「地域医療構想」から「地域医
療介護構想」という表現を用いて，医療と介護の連
携への取り組み強化を提唱した．実際「介護」とい
う言葉はまだ入っていないが，内容的には「地域医
療介護構想」という形で進んでいくことになる．

医師会組織は全国あまねく設立され，地道な医師
会活動が日本の医療の成果につながってきている．
今後も，平時だけでなく，有事も国民の生命と健康
を守る体制を充実させていきたい．

マンパワーの高齢化の進展は，非常に大きな課題
である．既に診療所医師の平均年齢は 60 歳を超え，
53％が 60 歳以上となっている．病院の勤務医も
18％が 60 歳以上ということで，医師の高齢化はこ
れからも非常に大きな課題である．

また，医師偏在も非常に大きな課題である．市区
町村における診療所数は大幅に減少し，2040 年に
は診療所がない市区町村数が 170 程度増加する見込
みで，75 歳で引退すると仮定した場合は 270 程度
増加する見込みである．

関東地方における診療所の医師数は，2022 年に
は 3 万 7,000 人余りが，2040 年には 2 万 2,000 人余
りになるだろうと予測されており，いろいろなとこ
ろで地域医師会の解散，統合が起きてきている．

これまでの国への予算要望活動については，医師
偏在対策関係でいろいろな要望をしている．日本医

師会はこれまで長年医師偏在対策に取り組んできた
が，昨年 8 月に「医師偏在に対する日本医師会の考
え方」を公表した．例えば，若い医師だけでなく，
シニアも含めた医師全体で医師偏在対策は考えるべ
きとか，医師になって最初の 5 年間は基幹病院でし
っかり研修をするというようなことを主張してい
る．このようなことを医療法に入れてほしいと思っ
ているが，少数与党であり，48 ぐらいあった法案
のうち医療法関連 1 本だけが先送りになっているた
め，何とか再開して医療法の議論もしていただきた
いと思っている．また，これから全国レベルのマッ
チング支援も実施したいということで，日本医師会
ドクターバンクを，角田副会長を中心に取り組んで
いるところである．これらの施策を推進するために
は，例えば医師の少ないへき地で働いている医師，
あるいはそこで開業したい，継承したいという人に
対してある程度のインセンティブが必要であり，ま
た基幹病院からへき地へ医師を派遣するときには，
その医師に対しても，派遣元の病院に対しても，そ
れなりの手当が必要である．5 年から 10 年で 1,000
億円程度の基金を国において創設することを要望し
ている．

NHK の不適切な番組内容に対する抗議文も送付
した．非常に一方的な，あたかも全国各地の医療機
関において医師不足のため医療事故，いわゆるヒヤ
リハット事例を頻回に起こす医師を雇用せざるを得
ない状況にあるとの印象を与えかねない内容であ
り，法的には資質や機能が担保されていない「診療
看護師」などの主張ばかり取り上げ，私ども医療現
場の声を全然聞いていない中での番組制作であった
ため，私と黒瀨常任理事と連名で抗議を行った．も
う 1 本不適切な内容があったが，それは私の名前で
抗議文を出している．

これからの医療提供体制では，地域に根付いた看
護職の確保が大きな課題である．都道府県別の看護
職員の従事者数は西高東低で，特に近畿，中部，東
北，関東が少なくなってる．看護の人材育成という
面では，医師会立の看護師・准看護師の養成は非常
に厳しい状況を迎えている．

地方創生 2.0 基本構想が，骨太の方針 2025 等と
ともに閣議決定された．地域におけるエッセンシャ
ルワーカー等の養成や，地域医療体制の維持・確保
におけるオンライン診療の適切な使用の推進につい
ても触れている．
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今年は，中国・四国・九州地方で毎年開催してい
る医師会立看護師等養成所の会議を，日本医師会に
おいて全国規模で開催した．会議では厳しい現状が
共有される一方，新たな取り組み例も紹介され，今
後横展開されることを期待している．

群馬県の准看護師養成所の現況については，現在
養成を継続しているのは 6 校で，この数年で 3 校減
少している．このような学校がなくなれば，地域へ
の 30 ～ 40％の看護職員の供給がストップされ，特
に山間部を中心に医療過疎区域では看護職員がいな
くなるという非常に厳しい状況になることから，更
なる行政への働きかけが必要である．2040 年を前
に地域医療介護が崩壊してしまう．
「公益的なオンライン診療」は，郵便局を利用し

ての事業で，参議院議員の自見はなこ先生が頑張っ
ておられ，情報共有会や協議会なども開催している．
岩国市医療センター医師会病院における来院型のオ
ンライン診療体制は D To P with N の形で，患者
は来院して看護師が付き添い，小児科医がオンライ
ンで対応する仕組みである．また，熊本市医師会熊
本地域医療センターでは，オープンシステムを用い
た小児外科手術と休日夜間救急オープンシステムが
好評とのことである．

Ⅳ．現在，新たな地域医療構想と地域医療計画につ
いて検討されていること

新たな地域医療構想については，しっかりと 4 つ
の病床機能（高度急性期，急性期，包括期，慢性期）
を考えていかなければならないが，地域によって考
え方や成り立ちが異なるため，本当に難しい課題で
ある．

医療機関機能については，高齢者救急，在宅医療，
救急医療等の急性期医療を広く提供する機能という
ことでイメージはしているが，医療機関単位の報告
も行うことになったため，病床から病棟，そして医
療機関単位ということで考えていく流れになってい
る．

医師の派遣機能，医育機能，広域な観点で診療を
担う機能の 3 つを合わせ持つのは，大学病院の本院
である．場合によっては，医師だけでなく，他のエ
ッセンシャルワーカーの派遣機能なども考えていか
なければいけない．大学病院は，いわゆる急性期の，
あるいは基幹病院に医師を派遣するが，その病院は
さらに地域の高齢者救急や地域急性期の病院に派遣

する形になっていく．地域の実情に応じた幅を持っ
た報告のあり方を設定するということが書かれてお
り，例えば専門等機能では，特に集中的なリハビリ
テーションが言われている．全国老人保健施設協会
の東憲太郎会長は，老健が急性期病院からのトリア
ージの役目を果たすともおっしゃっているので，こ
の辺の議論がさらに進んでいくだろう．

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会が設
置され，日本医師会からは今村常任理事と坂本常任
理事が参画しているが，その下に 4 つのワーキング
が設けられ，それぞれに本会担当役員が参画してい
る．医療法の改正を前提としないものと医療法の改
正が必要なものということで，特に精神病床の問題
が追加されたため，大きな議論になるのではないか
と思う．救急医療等，小児医療及び周産期医療，災
害医療・新興感染症，在宅医療及び医療・介護連携
についてそれぞれ議論が進んでいる．

同検討会では，日本医師会より，病院経営が非常
に厳しい現状を踏まえ，再編ばかり考えても医療機
関が経営できなければ意味がないので，医療機関の
現状をチェックし，定期的に見直しを図るとともに，
健全経営のための財政支援の強化について主張して
いる．

地域医療構想区域の設定については，例えば人口
40 万人と 10 万人の地域があった場合，基幹病院や
急性期の病院がたくさんあるのではなく，圏域を広
域化した 50 万人規模であれば急性期の病院は拠点
病院を 1 つないし 2 つにして，少ないところでは高
齢者救急や地域急性期機能を持った病院にするとい
うような考え方である．あるいは，圏域を越えての
考え方ということで，隣の大きな医療圏と統合した
り，人口の少ない医療圏であれば隣県と考え方を共
有するというような，一体的に考えることも必要に
なると思う．

病床数の必要量については，必要病床数と言って
きたが，足下の状況を加味したより精緻な推計が求
められると主張している．患者に対して行われた診
療行為を，診療報酬の出来高点数で換算した値（医
療資源投入量）の多寡により区分しており，医療機
能区分ごとに医療需要を算出していくという考え方
である．

急性期拠点機能は，人口の少ない地域では 1 つと
いうのが厚生労働省の提案である．高齢者救急や地
域急性期機能をしっかりと役割分担していくという
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ことで提案されているが，そう簡単に進むものでは
ない．大都市型は人口 100 万人ぐらいの規模を目安
とし，地方都市型は 50 万人程度，人口の少ない地
域は 20 万人から 30 万人ぐらいで，その中でもそれ
ぞれのあり方が考えられている．例えば「地方都市
型」「人口の少ない地域」では，「手術等が必要な症
例については（地域の医療資源に応じて），急性期
拠点機能を有する医療機関へ搬送」と提案されてい
るが，手術等が必要な症例にもいろいろあり，胆嚢
摘出術や虫垂切除手術といった手術は，高齢者救急
や地域急性期機能を有する医療機関で対応可能であ
れば，急性期拠点機能への搬送は必ずしも必要ない
と，日本医師会では考えている．これも地域の実情
によって違うということで，地域ごとに考えていく
という基本は変わらないだろう．数値基準のみで判
断すると非常にゆがんだことになるため，実態に即
して考えていかなければいけないと主張している．

Ⅴ．2040 年の前にすべきこと～現在の医療機関の
危機的状況に向けて

いつでも，どこでも，誰でも最善の医療を受ける
ことができる体制を堅持するためには，1 人の医師，
1 つの医療機関に依存するのではなく，多くの関係
者が参画する地域連携により，地域を面として提供
していくということである．全国知事会とも 1 年に
2 回ぐらい会議を行い，今の経営危機を共有して，
国に対応改善を求めていくことを確認している．

高齢者人口，要介護認定者数，推計入院患者数の
推移については，2005 年から 2020 年にかけて年間
入院患者数が約 25 万人減少していくとされている．
近年の入院需要の推移で，病床利用率も低下しつつ
あり，医療機関の建て替えも建築費が 1.5 倍から 2
倍ぐらいに高騰しており，新しい病院を建てるのは
本当に可能なのか，ペイできないのではないかとい
う感じがする．

大規模災害への備えも喫緊の課題である．今回の
病床数適正化支援事業では，手挙げした医療機関が
かなり多かった．第 1 次内示の条件は，一般会計の
繰り入れ等がない，赤字額の平均の半分を目安とす
る，50 床上限などであったが，第 1 次だけでは足
りなかったため，第 2 次内示を行った．1 病床当た
りの配分は同じ金額になっている．約 5 万 3,000 床
ほど手挙げがあったが，合わせて 1 万 1,000 床余り
ということで，第 1 次，第 2 次の内示がほぼ決まっ

ている．
3 党合意の話も先ほどしたが，日本維新の会は約

11 万床削減せよと言っている．一般病床と療養病
床の必要病床数を超える約 5 万 6,000 床と，精神病
床の基準病床数を超える約 5 万 3,000 床を合算して
10 万 9,000 床のため 11 万床と言っており，これに
よって日本維新の会は 1 兆円の医療費の削減が見込
まれるとしているが，そんなに単純なものではない．
この後また 3 党協議が始まるということであり，
OTC 類似医薬品の取り扱いについてもまた協議が
再開されるとのことで，どうなるか予断を許さない．
病床削減ありきではなく，地域で必要な医療機能が
なくならないよう勘案して進めること，あくまで手
挙げによって決まるということで，無理やりに行う
話ではないと日本医師会は主張している．

最低賃金が約 6％上がり，春闘も 5.26％，人事院
勧告もプラス 3.62％で，片や医療機関の処遇改善は
2％からせいぜい 3％弱であり，非常に厳しい数値
となっている．かなり大きな病院でも 3. 数％が限
度という数字だったので，政府が目指す 2.5 ＋ 2％
の 4.5 はとても高い数字でクリアできていないと思
われる．世の中押し並べて 5 ～ 6％は賃上げがなさ
れており，診療報酬でしっかりと引き上げていただ
くのが基本だろうと思う．公定価格でしっかりと上
げていただく．もちろん補正予算はあるが，それで
とりあえず来年 6 月までつなぎ，物価・賃金分の上
昇をどのように反映してもらえるのか，ここのとこ
ろもしっかりと要求していかなければいけないと思
っている．

また，最低賃金，人事院勧告の引き上げ等を受け，
改めて期中改定の必要性を主張していく．診療報酬
は公定価格であり，賃上げに対応する状況ではなく，
ベースアップ評価料も職種が決まっていて，事務職
は対象になっていないため，ベースアップ評価料の
単なる上乗せの評価というのでは対応できないと，
記者会見でも明確に述べさせていただいた．これま
でのベースアップ評価料で上がった分はきちんと維
持させていただき，更なる上乗せは基本診療料であ
る初・再診料や入院基本料で手当てしてもらうとい
うのが基本だろう．物価や賃金が上がった分を合算
し，医療の高度化の部分も合算して，それをどのよ
うに数値化していくかは，さらに厚生労働省と協議
していかなければいけない．

上半期の倒産した医療機関は 35 件と過去最大ペ
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ースで，大きな病院もかなり減ってきており，地方
では医療機関の継承もままならない状況である．当
然，患者が減り，人口が減っていく中で，そのよう
な地域を引き受けたくないというのはその通りで，
さらに倒産が続くだろうと見ている．

入院・外来医療等の調査・評価分科会というのが
中医協の下にあり，そこでいろいろな問題が提起さ
れている．検討するというよりは，データを出して
それを基に中医協で議論を行う．現在，同分科会に
は今村常任理事が，中医協には茂松副会長，江澤常
任理事，長島常任理事が参画しているが，来月から
長島常任理事に代わって黒瀨常任理事が入ることに
なっている．

急性期入院医療については，特に救急医療を評価
すべきとし，救急搬送件数，手術件数，総合性の観
点から検討し，地域で果たす役割をきちんと踏まえ
ていくということになっている．特に高度急性期入
院医療については，救急部門の設置や救急患者受入
件数，全身麻酔手術の実施件数などの実績がある病
院の治療室とそれ以外の病院における重症度の違
い，専任医師の違い，特定集中治療室の配置要件の
緩和などについて，医師の働き方と関連して分析を
進める．人員配置，あるいはその負担を減らせば，
点数も減らそうとするため，なかなか厳しい話であ
る．例えば人員配置で，看護配置が 1 か月でも滞れ
ば点数を減らすみたいなことを言ってくるため，そ
こを緩和してほしいと考えている．

回復期リハビリテーション病棟入院料について
も，非常に大きな課題である．疾患別リハビリテー
ションの評価のあり方をさらに検討するということ
であるが，支払い側はメリハリのある改定と言って
いるが，今の状況である部分を下げるというのは，
医療機関の経営状況から考えれば非現実的な案であ
る．ベースは下げずに，プラス部分だけのメリハリ
であれば構わないと思う．

療養病床入院基本料や救急医療のところも，いろ
いろ問題が出てきている．特に救急医療管理加算や
救急医療体制の点数は，働き方改革にも関連する部
分のため，大きな議論になるだろうし，入退院支援
もいろいろなところで加算がついているが，これを
取るためには人を配置しなければいけない，人を配

置するためにどれだけお金がかかるのか，そもそも
人がいない，そういう中で点数をつけられても，あ
る意味，絵に描いた餅になるか，人を配置して逆に
マイナスになるかもしれないので，非常に厳しいと
いうことを声を大にして言っている．

衛生検査所からの集荷料等の請求に係る調査につ
いては，明日黒瀨常任理事から報告があるので，本
日はご回答いただいた御礼だけ申し上げる．

最後に，職業紹介に対する取り組みについても，
先の代議員会で非常に大きな問題になり，喫緊の課
題として検討を重ねてきた．四病院団体協議会とも
ワーキンググループを設けて議論を行っている．今
の有料職業紹介所に法的な規制をかけていくだけの
観点では難しいため，私どものできる取り組みとし
て何があるのか，何が有効なのかを，もう少し考え
ていきたい．10 月 21 日の都道府県医師会長会議で
この問題について提案させていただき，協議するこ
とになっている．本当に課題は沢山あるが，先生方
とともに諸問題についてこれからもしっかりと対応
して頑張ってまいりたい．ご清聴に感謝申し上げる．

＜質疑応答＞
○須藤座長（群馬県医師会長）

一番の問題は人で，1 つにはパラメディカル，そ
れから看護師，もっと深刻なのは受付の事務もいな
いというような診療所が出てきており，今後人の取
り合いが熾烈になってくると思う．それから，若手
医師は 5 年か 10 年間は地域なり基幹病院で修行し，
その後配置というようなことを述べてられていた
が，人の交流はどうしたらうまくいくか，お考えを
お聞きしたい．
○松本吉郎（日本医師会長）

やはり医療や介護の仕事の魅力をどの程度アピー
ルできるかということに尽きると思う．5 年間の修
行後，どこに配置されてもよいと思うが，まずは保
険診療をきちんと学ぶことを基本とし，5 年間腕を
磨いてもらう．それが，私ども医療者にとっての信
頼を担保することになるということは，訴えていく
ことも大事かと思う．難題ではあるが，共に考えて
いきたい．
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Ⅰ．はじめに

この連絡協議会は，医師会共同利用施設の病院，
検査センター，健診センターに携わる施設長や管理
者で構成されており，施設数は会員施設 75 施設と
都道府県医師会の賛助会員が 6 施設である．

今回は令和 6・7 年度の，職員研修，各施設の取
り組みに関する意見交換（分科会や情報交換会），
アンケート調査の活動を報告する．

Ⅱ．令和 6年度年次大会　　‌
テーマ「早期発見は検査から」

会期：7 月 19・20 日
担当：中四国地区　（協力：江戸川区医師会）
企画：‌�〇地域医療支援病院オープンシステム徳山

市医師会病院〇岡山市医師会総合メディカ
ルセンター〇三次地区医師会臨床検査セン
ター〇益田地区地域医療センター医師会病
院〇福山市医師会健康支援センター

会場：タワーホール船堀（東京都江戸川区）
〈講演〉
①「地域医療構想の取り組みについて」
　前厚生労働省医政局地域医療課課長補佐　
� 松本千寿先生
②「軽度認知障害の診断を目的とした質量分析法に

よる血漿蛋白質の同時多項目測定」
　地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病

院長　中村和行先生
〈特別講演〉
「これからの医療と医師会共同利用施設」
　日本医師会会長　松本吉郎先生

〈分科会〉
1 ．検査関連：臨床へのアプローチ  

　新規項目の導入，勉強会，追加検査のアプロー
チ．

2 ．健診関連：受診率の向上  
　Web 予約システム，システム部門，PHR．

3 ．人事・管理関連：経営状況と組織管理 
　経営改善，労務管理，人材育成

〈共同利用施設からの発信〉
1 ．「iPad を用いたオーダリングの紹介」

江戸川区医師会医療センター　山崎貴之先生
2 ．「受診率向上に向けた取り組み」

東松山医師会病院健診センター　北堀浩也先生
3 ．「医科歯科連携による歯周病検診の試み」

西宮市医師会診療所　　横井敏孝先生

Ⅲ．令和 7年度年次大会　‌
テーマ「サスティナビリティ持続可能性」

会期：7 月 11・12 日
担当：近畿地区
企画：‌�〇奈良市総合医療検査センター〇姫路市医

師会〇西宮市医師会診療所
会場：姫路商工会議所

〈講演〉
①「共同利用施設を含む医療施設の災害医療施策に

ついて」
　厚生労働省医政局地域医療計画課　救急・周産期

医療等対策室　
　新興感染症等医療対策室室長　近藤　裕史先生
②「我々が MASLD/MASH の予防・改善のために

できること」
　天理よろづ相談所病院・西宮市医師会診療所顧問　

� 松尾収二先生
〈特別講演〉
　「地域医療における共同利用施設の役割～災害時

全国医師会共同利用施設施設長検査健診管理者連絡協議会長　赤磐医師会長

滝　澤　貴　昭

第 31回全国医師会共同利用施設総会

令和 6・7年度全国医師会共同利用施設
施設長検査健診管理者連絡協議会報告



15

の対応や支援～」
　日本医師会会長　松本吉郎先生

〈分科会〉‌�「面白い事への挑戦」　 
ワールドカフェ方式による意見交換

1 ．検査関連：施設間における共有の可能性，新規
獲得（アピールの方法），集配体制（正社員の割
合，シフト，人件費・ガソリン代高騰への対応），
容器の有償化状況や機器の保守費用について

2 ．健診関連：行政の委託事業（入札案件，特定保
健指導），新規獲得（オプション検査，外国人
や富裕層向けの健診），ＰＨＲ（地域連携，受
診者への結果報告）について

3 ．人事・管理関連：経営改善に向けたチーム作り
（リーダーの選任方法，委員会・会合のあり方），
利用促進（ポイント還元や懸賞の紹介），人材
確保の工夫（働きやすい職場作り・給料・休み・
正社員の割合），人材育成（現場か医師会全体か，
講習の方法）について

〈新しい企画の紹介〉
1 ．共同利用施設で共有できるシステムの開発につ

いて
　広島市医師会臨床検査センター　藤本　誠先生

2 ．電カル連携における PDF 連携ソフト（ビューワ）
の開発について

　姫路市医師会　内川　太郎先生
3 ．利用したい・働きたいと思える臨床検査センタ

ーを目指して
　三次地区医師会臨床検査センター　
� 金本　実先生

〈電子カルテに関する医療情報システムの現状〉
1 ．標準型電子カルテ関連の現状について　

　日本医師会 ORCA 管理機構株式会社　　
2 ．臨床検査基盤を活用した医療 DX への対応　

　株式会社ケーアイエス　　
〈�共同利用施設における医療情報システムの共同開

発の現状〉
「アンケート調査報告」

姫路市医師会　藤田裕介先生
　　会員施設の事業形態は以下の通りである．（図１）

　　アンケートの結果，開発については積極的な回
答が得られたが，共同購入は，既に課題報告があ
り，検討が必要との報告であった．

〈情報交換会〉
　　松本吉郎日本医師会会長にもご臨席賜り，大変

有意義な情報交換であった．

Ⅳ．二年間の会長としての考察

設立・経営母体は郡市地区医師会であり，経営環
境に恵まれていない中で，多職種の皆さんがそれぞ
れの立場から知恵を出し合い，大変前向きに取り組
まれていることを実感した．

特に，臨床検査センターにおいては，利用してい
た開業医が高齢化で廃業も増える中，新規獲得では，
民間からの強力な勧誘があり苦労しているようであ
る．さらに民間検査会社の中には，集配手数料の請
求や撤退するところが増えている．競合という課題
のある中で，合理化や新規システム導入などの表面
的なことにとらわれず，医師会立であるという原点
から，民間が引き受けたがらない不採算地域の集配
などのサービス継続の事例報告があった．このよう
な姿勢は継続してほしい．

また，物価や人件費の高騰などに加え，IT 関連
のベンダー企業が撤退する事態が全国的に起きてお
り，連絡協議会を核とした各種のシステム開発によ
り，コストを低減し，持続可能性を高める努力が必
要であるが，各施設の末端機種の対応困難事例など
も予想され，柔軟な対応が期待されている．

本連絡協議会の開催に際し，日本医師会をはじめ
各施設の皆様方のご協力に感謝申し上げる．

★アンケート報告

アンケート期間：R7.4.40～6.14
回答施設数：42施設（５０％）

＜事業内容＞

病院+
検査+
健診

検査+
健診

病院+
健診

病院+
検査

健診セ
ンター

検査セ
ンター

病院

615024123

病院, 
3

検査センター, 
12

健診センター,
4

病院+検査, 2

検査+健診,
15

病院+検査+健診, 
6

図 1　連絡協議会会員施設の事業形態
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Ⅰ．はじめに

伊勢崎佐波医師会病院は，群馬県伊勢崎市（人口
21 万人）と玉村町（人口 3 万 5,000 人）を主に診療
地域としている（図１）．地域の医療連携の状況と
して，当院と伊勢崎市民病院，他に 9 施設の病院，
127 の診療所があり，304 名の医師会員が在籍して
いる．今回，少子化・超高齢化社会，そして今まで
経験のない人口減少が起こる 2040 年を迎えるにあ
たり，共同利用施設である当院がどうあるべきか，
何を目指して行くべきかを検討した．

Ⅱ．当院の歴史

1974 年 5 月 3 日，当院は開設し，医師会員の協
力のもと伊勢崎市及び佐波郡の中核病院として，と
りわけ救急医療，休日診療，夜間診療に支障を来さ

ぬように開院以来，24 時間 365 日オープンを合言
葉に，地域医療を支えてきた（図２）．

開設時は，財団法人伊勢崎総合医療センター附属
病院として 66 床で運営を開始，1984 年には 255 床
まで増床した．2008年には療養病棟に50床，その後，
地域包括ケア病棟に 52 床設けた．2020 年には入退
院支援センター，新外来検査センター（新型コロナ
ウイルス感染対応）を開設した．

また，1978 年に成人病検診センターを開設し，
住民健診，職場健診，市町村健診を通じて生活習慣
病の発見・予防の向上を図ってきた．医師会運営に
よる地域医療支援病院ということで，病院運営に医
師会員も携わって，各種委員会に属して会議等に参
加協力している．また，地域医療支援病院の役割と
して新外来検査センター運営とワクチン接種，災害
訓練，院内医学会（年 1 回），臨床症例検討会（年

第 31回全国医師会共同利用施設総会

　　メインテーマ「地域に根ざした医師会共同利用施設のあり方
～ 2040 年問題が及ぼす影響と対策」　　

第 1分科会（医師会病院関係）

司会　鶴谷　英樹（群馬県医師会理事）

座長　黒木　康文（鹿児島県医師会常任理事／日医医師会共同利用施設検討委員会副委員長）

シンポジウム
1．伊勢崎佐波医師会病院（群馬県）

「当院の今後のあるべき姿を考える～地域の中で目指すべきもの～」

伊勢崎佐波医師会副会長

都　丸　浩　一

伊勢崎佐波医師会病院 概要
設置主体︓⼀般社団法⼈ 伊勢崎佐波医師会
所在地︓群馬県伊勢崎市
開院日︓1974年（昭和49年）5月3日
許可病床数︓255床 ⼀般病床 153床 地域包括
ケア病床 52床 療養病床 50床 従業員385名

標榜科︓内科 循環器科 胃腸科 消化器内科
糖尿病内科 呼吸器内科 小児科 外科 整形外科
脳神経外科 リハビリテーション科 放射線科、
病理診断科 眼科 ⽿⿐咽喉科 婦⼈科
地域災害医療センター 災害派遣医療チーム
救急医療告⽰病院 開放型病院 地域医療⽀援病院

（DMAT指定病院）

図２

伊勢崎佐波
医師会病院

伊勢崎市
⾯積︓139.4km²
⼈⼝︓約21万⼈
県内では、高崎市、前橋市、
太田市に次いで第4の都市

玉村町
⾯積︓25.7km²
⼈⼝︓約3万5000⼈

図１
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1 回），医療安全委員会等を開催している（図 3，4）．

Ⅲ．当院の現状と課題

当院は，病床 255 床（一般病床 153 床，地域包括
ケア病床 52 床，療養病床 50 床）の病院である．
その特徴は「地域医療支援病院」としての要素，す
なわち紹介患者に対する医療提供，医療機器等の共
同利用の実施といった，“かかりつけ医” を介在し
た患者様の利便性をまず挙げることができる．近年，
医療は専門性を求め，当圏域でも高度先進医療を行
う施設が充実してきている．しかし地域の中での役
割分担という意味からも，当院はそれにただ追随す
るのではなく，地域の人達に寄り添い，その利便性
を高めることも視野に入れてきた．一方で，常勤医

（内科医 5 名，外科医 5 名，脳外科 2 名，小児科 1 名）
13 名体制で診療を行っているが，多くの地域医療
を担う病院がそうであるように，常勤医師の安定し
た確保が喫緊の課題であると言える．

地域医療支援病院である当院の未来の姿を，過去
10 年間のデータから以下の 2 点について考察した．

1）患者紹介に対する医療提供
過去 10 年間の 1 日平均患者数（図５）は，入院

患者数は変化なく経過しているが，2020 年に新型
コロナウイルス感染症の拡大のため，外来患者数は
120 ～ 130 名 / 日と減少し，現在まで回復していな
い．しかし，患者紹介件数（図６）は，2020 年の
新型コロナウイルス感染症拡大で減少した外来患者
紹介数が，年間 6,000 人以上と回復してきている状
況を確認できた．このことは当地域医師会員と病院
との連携が密になってきていることを推測させた．
救急搬送件数（図７）については，2018 年救急救
命科が撤退した後減少したが，脳神経外科・外科・
内科である程度救急対応を行っていた．手術件数（図
８）についても同様で，救急科が撤退した後も約

災害訓練

院内医学会
臨床症例検討会 各種研修会

図４

患者紹介件数（外来・入院別）
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新外来検査センター
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図３

救急搬送件数（診療科別）

468 503
678

790
1029

872 777
613 689 602

14 11

18

51

23

17
19

24
4

4
144 139

125

144

189

162
132

140
161

134165 33

86

60

48

4
14

1
1

180
166

191

304

286

347 535

480
440

455

833

745

866

889

3120

27

2

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400

2015/H27 2016/H28 2017/H29 2018/H30 2019/R1 2020/R2 2021/R3 2022/R4 2023/R5 2024/R6

内科（循環器科含） 小児科 外科 整形外科 脳外科 救急医療科 その他

（単位︓⼈）

図７
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500 件の手術件数を，脳外科，外科，眼科等で対応
していた．

2）受託検査の利用状況
過去 10 年間の経過中，2020 年から受託検査件数

は減少傾向である（図９）．これは血液検査検体数
を含んでいるが，新型コロナウイルス感染症の影響
以外に，血液検体の集配人員不足を理由に，病院検
査室の血液検査の検体数が減少した．

CT 検査はほぼ変化なく，3 年間紹介率は 15 ～
16％，MRI 検査は 35～37％で推移した．MRI 検査
は 4,000 件ほど増加した．CT 検査は自院での導入
例もあるため大きな変化なく推移したと考えられ
た．10 年間の撮影件数では，2020 年に一旦減少し
た MRI 撮影数が徐々に増加している（図10）．一方，
医療機関での共通課題は，常勤医師の確保であるが，
当院においても 2018 年救急医療科が撤退した後，
常勤医師数は少なくなっている（図 11）．しかし，
救急救命科の常勤医師が減ったことで，薬剤費・材
料費・人件費等が減少して，8,000 万円ほど病院収
支が好転する現象を経験した．開院以来，当院は “か
かりつけ医” と紹介患者の利便性を第一に考えてき
たが，近年，医療は専門性や高度先進医療の方向に

どうしても向いてしまうが，将来の病院の方向性で
は困難な部分となる可能性が高いと考えられた．

紹介患者の生活環境・経過や救急搬送の件数，あ
るいは手術件数の内容などを見た時に，必ずしも高
度救急を目指すのではなく，総合診療的な医療を目
指して，利用する医師会員や患者の利便性をさらに
高めることが，我々の病院を持続可能なものにする
ため必要と考えられた．

Ⅳ．成人病検診センターの現状と課題

成人病検診センターは，病院開院と同時に検診業
務を開始した．その後，1991 年に現在地に検診セ
ンターを開設した（図 12）．

成人病検診センターの業務は，人間ドック，協会
けんぽ生活習慣病予防検診，来院健診，特定保健指
導等であり，業績は，2020 年に新型コロナウイル
ス感染症の拡大により，一旦落ち込むが，それ以降，
右肩上がりで伸びており，売上高にして 14 億円強
に達した（図 13） ．

部門別では事業所健診が非常に伸びており，10
年前と比較して受診者数が 120.5％，売上で 153.6％
増加，日帰りドックは，受診者数が 105％，売上で
106.9％増加している．一泊ドックと住民健診は減
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少している（図 14）．
施設外健診による事業所健診の事業所数は約 600

社，伊勢崎市内から県内全域，一部埼玉・栃木県を
含む地域まで出かけている．集団住民健診は，伊勢
崎，玉村町ともに各種がん検診を行っている．また
特定保健指導は契約企業に出向いて実施している．

1）施設内での健診（現状と課題）
2024 年には WEB での事前問診や施設内タブレッ

トを利用した検査誘導システムを導入し，スムーズ
な健診実施と待ち時間短縮等，受診者の満足度の向
上を図っている．

病院併設機関としてのメリットを最大限に活かし
て，当日直ぐに結果がわかる検査については，人間
ドック当日の医師による説明を実施している．増加
傾向にある胃内視鏡検査は，2016 年より専門医 2
名による検査体制で対応している．現在，人間ドッ
クの申し込み希望者が多く，その需要を満たしきれ
ていない．建物の増改築や建て替え等による新たな
受診者受け入れ体制の検討が必要である．

2）巡回健診
2024 年から情報収集システムを導入して，セン

ターと巡回先を専用回線で接続し，WEB による事
前問診の開始，QR コードを利用した情報把握，オ
ンライン化など，業務の効率化を図っている．検診
車は，胃部Ｘ線検診車 1 台，胃胸部Ｘ線検診車 3 台，
胸部Ｘ線検診車 4 台，心電図車 6 台，マンモ検診車
1 台の計 15 台を保有し，1 日最大で 6 班（1 班の構
成は，医師，看護師，技師等 9 ～ 13 名程度）で巡
回健診を実施している．繁忙期と閑散期の検診車の
稼働の差が大きく，繁忙期の 4 月から 12 月は検診
件数が多くて，対応できないというような状況が起
こっている．今後は事業所のニーズを分析すること
で，設備（検診車等）や人員についての検討が必要
である．

Ⅴ．これからの目指すべきこと

1）労働力の確保　
職員が健康で働きやすい職場となること．定年年

齢の引き上げ，医師業務負担軽減目的のため，メデ
ィカルクラークの積極的な採用，また AI の活用を
目指す．

2）紹介しやすい病院づくり　
入退院支援センターを拡充して，顔の見える，困

った時に頼りになる病院であること．これまでの看
護師・医療事務・社会福祉士等の働きを集約・効率
化して地域連携の要とする．患者サービス向上，病
床コントロールの調整の役割を強化する必要があ
る．

3）切れ目のない医療・介護の提供
高齢化が進む中で，介護と連携した医療の提供に

ついては，需要が増すと想定される．2017 年度か
ら伊勢崎市および玉村町の在宅医療連携拠点事業と

成人病検診センターの部門別業績推移
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成人病検診センターの業績推移
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成人病検診センターの沿革
昭和49年 伊勢崎総合保健センター 付属病院)が開院
 ⼈間ドック検診課創設 検診業務開始
昭和50年 胸部検診⾞(1号⾞)
昭和53年 胸部検診⾞(2号⾞)購入
昭和60年 胃部検診⾞(3号⾞)購入 胃部集団検診開始
昭和63年 循環器⾞(6号⾞)購入
 ⽼⼈保健法による基本健診開始
平成3年 現在地に伊勢崎佐波医師会附属成⼈病
 検診センターを竣工開設
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図 12
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して，『在宅医療介護連携センター　いせさき・た
まむら』を医師会として受託した．これにより医療
と介護を必要とする高齢者が，住み慣れた地域で自
分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができ
るよう，病院と在宅をつなぐ切れ目のない医療・介
護を目指すことである．

4）経営安定化
健診部門は，安定した数字を確保できており，病

院収益の約 25％を占める．病院附属機関のため，
高い信頼感，安定した経営の確保等が顧客に対して
実現できている．設備面や人員面等で課題もあるが，

柔軟な対応を行うことで，今後も病院全体の全事業
経営を安定させていく可能性が高い．

Ⅵ．おわりに

少子高齢化を伴う人口減少の影響は非常に大きな
ものと予測され，過去と同じような考え方では，そ
の対応は非常に困難であると考えられる．地域社会
に貢献するためには，そこで果たすべき役割を認識
し，「選ばれる施設作り」を目指して，地域医療構
想を踏まえて病院の立ち位置を明確にしていく必要
がある．
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Ⅰ．はじめに

鳥取県中部医師会立三朝温泉病院は，鳥取県のほ
ぼ中央に位置する三朝町に立地する．三朝町は人口
約 5,800 人の小規模自治体であり，人口減少と高齢
化が進行する地域である．当院は，三朝温泉街にほ
ど近い自然豊かな環境の中で，地域医療を担う中核
病院としての役割を果たしてきた．

当院は，昭和 14 年に軍事保養院傷痍軍人三朝温
泉療養所として開設され，その後，国立病院を経て，
平成 12 年に鳥取県中部医師会へ経営移譲された歴
史を有する．現在は，整形外科を中心に内科，神経
内科，外科，麻酔科，リウマチ科，リハビリテーシ
ョン科の 7 診療科を標榜し，一般病床 46 床，回復
期リハビリテーション病床 60 床，地域包括ケア病
床 37 床，計 143 床で運営している．

Ⅱ．温泉資源を活用した医療の特徴

当院の最大の特徴は，三朝温泉の源泉を活用した
医療である．三朝温泉はラドン含有ラジウム塩化物
泉であり，いわゆるホルミシス効果により新陳代謝
の促進や免疫機能の活性化が期待されている．この
特性は，古くから湯治文化として地域に根付いてき
たものであり，現在においても医療的観点から注目
を集めている．

当院では 5 本の源泉を保有し，季節や気候によっ
て温度の異なる温泉を適切に組み合わせながら，医

療・療養の両面で活用している．患者用の一般浴室
および介助浴室は，入院患者が日常的に利用できる
環境を整えており，温泉に浸かること自体が治療の
一環として位置付けられている．朝早くから入浴を
楽しみにしている患者も多く，温泉が患者の生活リ
ズムや精神的安定に寄与していることを実感してい
る．

特に特徴的なのが，県内唯一の運動浴プールであ
る．温泉を利用した水中運動療法は，浮力を活用す
ることで関節や筋肉への負担を軽減しつつ，効果的
なリハビリテーションを可能とする．

当院では，整形外科手術後の患者を中心に，水中
での歩行訓練や可動域訓練を実施しており，陸上で
は困難な動作も安全に行える点が大きな利点であ
る．

また，鉱泥湿布は，温泉と蒸気を利用して高温に
温めた鉱泥を患部に当てる療法で，腰痛や関節痛，
肩こりなどに対して高い保温効果が得られる．一般
的なホットパックに比べて効果の持続時間が長く，
患者からの評価も高い．さらに，足湯や飲泉といっ
た取り組みも行っており，温泉成分を多角的に活用
することで，身体機能のみならず心身両面への効果
を目指している．

このように，当院の医療は三朝温泉という地域資
源と密接に結びついており，単なる治療の場にとど
まらず，療養環境そのものが医療の質を高める要素
となっている．

第 31回全国医師会共同利用施設総会

　　メインテーマ「地域に根ざした医師会共同利用施設のあり方
～ 2040 年問題が及ぼす影響と対策」　　

第 1分科会（医師会病院関係）

司会　鶴谷　英樹（群馬県医師会理事）

座長　黒木　康文（鹿児島県医師会常任理事／日医医師会共同利用施設検討委員会副委員長）

シンポジウム
2．鳥取県中部医師会立三朝温泉病院（鳥取県）

「三朝温泉病院のクラウドファンディングの挑戦と成果－温泉施設の改修を目指して－」

鳥取県中部医師会理事　鳥取県中部医師会立三朝温泉病院長

深　田　　　悟
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Ⅲ．老朽化する温泉施設と課題

一方で，これらの温泉関連施設は長年使用されて
きたことにより，老朽化が進行していた．患者浴室
では，蛇口やシャワーへの温泉成分の付着や錆，タ
イルの汚れが目立ち，運動浴室では床面の滑りやす
さやマットの劣化が問題となっていた．運動浴プー
ルでは，水圧によるタイルの剥離や壁面のカビ，車
いす患者用リフトの老朽化など，安全面でも看過で
きない状況であった．

これらの修繕については，職員や患者から毎年要
望が寄せられていたものの，限られた財政状況の中
では優先順位の問題から，抜本的な改修は先送りさ
れてきたのが実情である．

Ⅳ．クラウドファンディング導入の背景

こうした特色ある医療を支えてきた温泉関連施設
であるが，長年にわたる使用により老朽化が顕在化
していた．患者浴室では，温泉成分の付着による蛇
口や配管の劣化，タイルの変色や錆が目立ち，利用
環境として十分とは言い難い状況であった．運動浴
室においても，床面の滑りやすさやマットの劣化が
安全面での課題となり，職員・患者双方から改善要
望が寄せられていた．

運動浴プールでは，水圧の影響によりタイルが剥
離し，患者にけがを負わせる危険性が懸念されてい
た他，湿度の高い環境特有のカビが壁面に発生して
いた．また，車いす患者用リフトは修理を重ねなが
ら使用していたものの，部品供給の問題から更新が
急務となっていた．

これらの修繕は毎年検討課題として挙がっていた
が，医療機器更新や人件費確保など，より優先度の
高い支出が存在する中で，抜本的な改修には踏み切
れず，結果として先送りが続いていた．このような
状況は，医療の安全性や患者満足度の観点からも，
看過できない問題であった．

そのような中，2021 年春にクラウドファンディ
ング運営会社からの提案を受け，新たな資金調達手
法としてクラウドファンディングの活用を検討する
こととなった．当時，医療機関によるクラウドファ
ンディングはまだ一般的ではなく，院内外からは否
定的な意見や慎重論も多く聞かれた．しかし検討を
重ねる中で，クラウドファンディングは単なる資金
集めにとどまらず，病院の取り組みを広く発信し，

社会とのつながりを可視化する手段であるとの認識
に至った．

本事業では，目標金額に到達しなかった場合には
資金を受け取らない「All or Nothing 型」を採用し，
病院側の財政的リスクを最小限に抑えた形での挑戦
とした．この仕組みにより，病院としても比較的取
り組みやすい形での実施が可能となった．

Ⅴ．実施内容と成果

クラウドファンディングは，2021 年 12 月 6 日か
ら 2022 年 1 月 31 日までの 56 日間実施し，第 1 目
標を 500 万円と設定した．資金使途は，患者浴室の
一部改修，運動浴プール床面の滑り止め改修，車い
す患者用リフトの更新である．広報活動として，テ
レビ・新聞等の報道，ホームページや SNS での情
報発信，チラシ配布を行い，特に職員が主体的に関
与する体制づくりに注力した（図１）．

その結果，開始 24 日目には目標金額を達成し（図
２），患者浴室の追加改修やリハビリ関連備品の整
備を目的として，第 2 目標 800 万円を設定した．最
終的には 454 人から支援を受け，支援総額は 942 万
8,000 円となり，当初目標の 188.56％を達成した．

集まった資金は，温泉施設の改修工事，リフト更
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新，リハビリ機器の購入等に充てられ，老朽化して
いた施設は安全性と快適性を大きく向上させること
ができた（図 3，4，5，6，7）．

Ⅵ．クラウドファンディングを通じて得られたもの

本事業を通じて得られた最大の成果は，資金以上
に，地域内外から寄せられた数多くの応援の声であ
る．支援者からのメッセージは，職員にとって大き
な励みとなり，地域に支えられている病院であるこ
とを改めて実感する機会となった．

人口減少や医療従事者不足，施設老朽化など，医
療機関を取り巻く環境は今後益々厳しさを増すと予

想される．その中で，クラウドファンディングは，
地域や全国とつながりながら医療を支える新たな選
択肢の一つとなり得る．

今回の取り組みは，地域医療の未来を切り拓くた
めには，従来の枠組みにとらわれない工夫と，多く
の人々の共感と協力が不可欠であることを示した．
今後も当院は，地域と共に歩みながら，持続可能な
医療提供体制の構築に努めていく所存である．

Ⅶ．医療機関を取り巻く環境と今後の展望

我が国の医療機関は，2040 年を見据えた大きな
転換期に直面している．人口減少と少子高齢化の進
行は，医療需要の質と量の変化をもたらし，同時に
医療従事者不足という深刻な課題を生んでいる．加
えて，診療報酬改定や物価高騰などによる財政的制
約，さらには施設老朽化や新しい医療技術への対応
など，医療機関が抱える課題は多岐にわたる．

とりわけ地方の中小規模病院においては，限られ
た経営資源の中で，安全性と質を確保した医療を継
続的に提供していくことが求められている．当院に
おいても，温泉を活用した医療という独自性を維持・
発展させるためには，施設整備を含めた不断の投資
が不可欠であるが，従来の公的補助や自己資金のみ

図５ 図７

●収入
クラウドファンディング支援総額  9,428,000円

●支出  9,428,000円
（内 訳）

・Readyfor事務局手数料（17％） 1,763,036円

・男女浴室および運動浴プール改修工事 5,268,745円

・運動浴室昇降用リフト 1,254,100円

・診療備品購入他諸経費 1,142,119円

令和7年8月30日全国医師会共同利用施設総会in群馬

図４ 図６

実績報告

・実施期間：2021年12月6日～
2022年1月31日 （56日間）

・ホームページ訪問者数：6,660件

・支援者数：454人

・支援金額：9,428,000円
（目標の188.56％達成）

全国医師会共同利用施設総会in群馬

図３
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では十分な対応が困難になりつつあるのが現状であ
る．

Ⅷ．クラウドファンディングの意義と波及効果

今回実施したクラウドファンディングは，温泉施
設改修という具体的な目的を掲げたものであった
が，その意義は資金調達にとどまらないものであっ
た．全国から寄せられた支援や応援メッセージは，
当院の取り組みや存在意義が地域内外に広く共有さ
れていることを示すものであり，病院職員一人ひと
りにとって大きな励みとなった．

また，職員が主体的に関わることで，病院全体と
して「自分たちの病院を自分たちで支え，発信して
いく」という意識が醸成された点も重要である．日
常業務に追われる中では見えにくい「地域からの期
待」や「応援の力」を実感できたことは，職員のモ
チベーション向上や組織の一体感の醸成につながっ
たと考えている．

さらに，クラウドファンディングを通じて得られ
た全国規模での反応は，地方に立地する医師会病院
であっても，情報発信の工夫次第で広く共感を得ら

れる可能性を示した．これは，今後の地域医療のあ
り方を考える上で，大きな示唆を与えるものである．

Ⅸ．地域と共に歩む病院として

医療の現場を支えるのは，医療従事者だけではな
い．患者やその家族，地域住民，そして全国各地か
ら寄せられる応援の一つひとつが，病院を支える力
となっている．今回の取り組みを通じて，「共に病
院を支えていく」という意識が形となって表れたこ
とは，当院にとってかけがえのない財産である．

今後も人口減少や財政制約といった厳しい環境は
続くと予想されるが，地域に根ざした医師会病院と
して，創意工夫を重ねながら持続可能な医療提供体
制を構築していく必要がある．そのためには，従来
の枠組みにとらわれず，新しい手法や考え方を柔軟
に取り入れていく姿勢が重要である．

今回のクラウドファンディングの経験は，その第
一歩であり，地域医療の未来を切り拓くための貴重
な実践例となった．今後も当院は，三朝温泉という
地域資源を最大限に活かし，地域と共に歩む病院と
しての役割を果たしていく所存である．
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大分市医師会立アルメイダ病院のある中部医療圏
の今後の人口予想と医療圏内の他の急性期病院との
現状を比較検討し，2040 年に向けてアルメイダ病
院が地域医療においてどのような役割が求められて
くるのか，検討を行った．

Ⅰ．大分県の人口減少と高齢化（図１）

2025 年現在の大分県の人口は 108 万人で，県内
には 18 市町村が存在する．県庁所在地の大分市は
人口 47 万人の中核市で，県人口の 44％が集中し，
人口減少が進む中で大分市への一極集中が徐々に進
展している．

1999 年（平成 11 年）から死亡数が出生数を上回
る（自然減）状況となり，2023 年（令和 5 年）か
ら自然減が 1 万人を超えるようになり，人口減少が
加速している．県人口は 2040 年には 95 万人（大分

市 44 万人），2050 年には 84 万人（大分市 41.5 万人）
と予想され，県内全ての市町村で人口減少が進展す
る．人口の半減が予想される市町村もある一方，大
分市の人口減少は緩徐で，人口減少のスピードの地
域差が大きい．

現在の県の高齢化率は 34％（大分市 29％）で，
2050 年には 40％（大分市 36％）と増加し，10 市町
村は 50％を超える．また，高齢化率は増加するも
のの，老年人口は多くの市町村で既に減少局面にあ
り，大分市と日出町は 2050 年まで増加することが
予想されている．

大分県の生産年齢人口は，現在の 60 万人から
2050 年には 48 万人へ減少することが予想され，医
療分野でも人材確保が今後益々困難となることが懸
念される．

Ⅱ．大分市の人口増加とアルメイダ病院の歩み（図２）

1950 年代の大分市人口は 10 万人台で，大きな基
幹産業がなかったため，大都市圏への人口流出によ
る社会減が 1 万人から 2 万人近くにのぼっていた．
そのため，新産業都市指定の人口要件を満たすべく，
1963 年（昭和 38 年）に 6 市町村合併を行い，人口
22 万人の新たな大分市が誕生した．その 6 年後の
1969 年（昭和 44 年）に内科 100 床のアルメイダ病
院が開院した．1976 年（昭和 51 年）には一県一医
大構想によって大分医科大学の設置が決定され，
1981 年（昭和 56 年）に附属病院が開院した．

第 31回全国医師会共同利用施設総会

　　メインテーマ「地域に根ざした医師会共同利用施設のあり方
～ 2040 年問題が及ぼす影響と対策」　　

第 1分科会（医師会病院関係）

司会　鶴谷　英樹（群馬県医師会理事）

座長　黒木　康文（鹿児島県医師会常任理事／日医医師会共同利用施設検討委員会副委員長）
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3．大分市医師会立アルメイダ病院（大分県）

「大分市医師会立アルメイダ病院の現況と今後いかに “治し支える医療”を展開するか」
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第二次ベビーブームと高度経済成長期を経て人口
は増加し，1997 年（平成 9 年）には中核市に指定
され，2016 年（平成 28 年）には 47 万 9 千人のピ
ークを迎えた．このような人口増加を背景に，アル
メイダ病院もベッド数・診療科も増え，地域の急性
期医療を担う基幹病院の一つに成長した．

Ⅲ．アルメイダ病院の現況（表１）

現在開院 56 年目で，開院 39 年後の 2008 年（平
成 20 年）に新病院の建て替えを行った．許可病床
数 406 床（ICU 6 床，一般病棟 335 床，地域包括ケ
ア病棟 44 床，緩和ケア病棟 21 床），標榜診療科 23
科で，3 次救命救急センター・地域医療支援病院・
大分県がん診療連携協力病院・災害拠点病院・臨床
研修指定病院等に指定されている．2020 年に地域
周産期母子医療センターを閉鎖，2024 年に新型コ
ロナウイルス感染症重点医療機関指定病床を閉鎖し
た．看護師不足のため現在は 78 床を休床し，328
床で運用している．

令和 6 年度の新入院患者数は 6,955 人，年間延入
院患者数は 95,521 人，年間延外来患者数は 48,889 人，
救急車搬入は 2,261 件（応需率 90％）であった．　

令和 6 年 4 月の常勤職員数は 693 名で，内訳は①
常勤医師 67 名（非常勤医師 63 名），②看護師 325 名・
准看護師 20 名，③救急救命士 7 名，④介護福祉士
25 名，⑤看護助手 3 名，⑥薬剤師 30 名，⑦臨床検
査技師 58 名，⑧診療放射線技師 18 名，⑨理学療法
士等 23 名，⑩管理栄養士 7 名，⑪社会福祉士 9 名，
⑫事務 57 名等で，このうち嘱託 66 名・パート 21 名．
他に委託・派遣職員 161 名が勤務している．

Ⅳ．看護師不足

現在の看護師の年齢構成は 20 代 33％，30 代
26％，40 代 23％，50 代 15％，60 代 2％で，平均勤
務年数は 11 年 7 か月であった．

この 10 年間の看護師の退職者数は 32 ～ 55 名（平
均 42.7 人 / 年）で，年間離職率は 8.6 ～ 14.3％（平
均 9.9％）であったが，特に 2019（令和元）年度（54
名 /13.7％）と 2023（令和 5）年度（55 名 /14.3％）
の離職者が多く，20 ～ 30 代で勤務年数 5 年以内が
70％を占めていた．一方，この 3 年間に採用できた
看護師数は 20 名前後と離職者数を補填できない状
況が続き，10 年間に看護師数は 78 名（19％）減少し，
看護師不足から許可病床数406床のうち78床（19％）
を休床せざるを得ない状況となった．

看護師離職者を対象に個別面談を行い，退職理由
の把握調査を行ったところ半数は自己都合であった
が，次いで看護部を含めた職場環境への不満が多か
った．急性期病院として多忙な勤務の中で有給休暇
が取れない，上司の看護師に相談しづらい等，若い
看護師の離職理由の一部が判明した．今後は魅力あ
る職場環境づくりを進め，選ばれる病院へ変容する
ことが求められている．

Ⅴ．大分市の急性期医療の現状（図３）（表２）

県内には 6 つの医療圏が設定され，大分市は他の
3 市とともに中部医療圏を構成し，県人口の 50％を
占める．隣接する南部医療圏・豊肥医療圏から大分
市への患者流入も多い．また中部医療圏の大分市周
辺には大分大学医学部附属病院，大分県立病院，大
分赤十字病院，大分医療センター等の救急医療・急
性期医療の中核的な役割を担う公的病院が多く存在
し，県内で外来・入院ともに最も充実した医療体制
が構築された地域である．大分県地域医療構想会議

（2025）では中部医療圏の高度急性期・急性期病床
の過剰，回復期・慢性期病床の不足が指摘されてい
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図２ アルメイダ病院の半世紀の歩み
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標榜診療科23科
病床数406床 (ICU 地域包括ケア病床 緩和ケア病床)
3次救命救急センター
地域医療支援病院
大分県がん診療連携協力病院
災害拠点病院
臨床研修指定病院
*地域周産期⺟⼦医療センター：閉鎖
*新型コロナウイルス感染症重点医療機関：閉鎖

令和6年度
新規入院患者数； 6,955人
外来患者数 ；48,889人
救急車搬入 ； 2,261件(応需率90％)

表１ 大分市医師会立アルメイダ病院

常勤職員数：693名 (嘱託66名、パート21名)
常勤医師：67名 (非常勤医師:63名)
看護師：325名
准看護師：20名
救命救急士：7名
介護福祉士：25名
看護助手：3名
薬剤師：30名
臨床検査技師：58名
放射線科技師：18名
理学療法士：23名
管理栄養士：7名
社会福祉士：9名
事務:57名

委託・派遣職員：161名
(令和6年4月現在)

表１
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るが，今後は人口減少が著しい隣接医療圏と連携し
たより広域な医療圏域を想定した医療体制を検討す
る必要がある．

Ⅵ．今後のアルメイダ病院の課題

逼迫した経営状況を改善するためには経費のマネ
ジメントを徹底し，休床病床を速やかに復活させる
べく，看護師はじめ医療スタッフに選ばれる魅力あ
る職場環境を整えていく必要がある．大分市医師会
も准看護学校と看護専門学校の 2 校を運用し，看護
学生のアルメイダ病院での実習も受けながら，両校
卒業生のアルメイダ病院への入職者が極めて少ない
ことも改善すべき点である．

2050 年の県内の二次医療圏の人口予想では，6 医
療圏全てで人口減少が進み，特に南部医療圏・豊肥
医療圏は人口半減が予想され，2050 年の人口はそ
れぞれ 3 万 5 千人と 2 万 7 千人と予想されている．
この両医療圏から整備された高速道路を使うと，ア
ルメイダ病院のある中部医療圏まで車で 1 時間以内
の距離で，現在でも地域完結率は南部医療圏が約

70％，豊肥医療圏が約 46％で，入院・外来ともに
中部医療圏への患者流入は大きく，今後益々中部医
療圏への医療依存度は増加するものと予想される．

一方，中部医療圏の大分市周辺には救急医療・急
性期医療の中核的な役割を担う公的病院と民間病院
が多く存在する（表２）．大分県地域医療構想会議
では高度急性期・急性期の必要病床数は過剰，回復
期・慢性期は不足と判断されている．表３に 4 つの
基幹病院の 2024（令和 6）年度の概要をまとめたが，
大分大学附属病院は特定機能病院入院基本料・DPC
特定病院群，大分県立病院は急性期充実加算・DPC
特定病院群を算定している．アルメイダ病院は総合
入院体制加算 3 を算定してきたが，悪性腫瘍の手術
件数の減少からコロナ禍後に算定できなくなった．
中部医療圏の人口規模は約 50 万人で地方都市型に
該当し，アルメイダ病院は急性期医療の中で 3 次救
急医療を担ってきたが，今後は大分大学附属病院・
大分県立病院との病病連携を行う一方，医師会会員
医療機関との病診連携をさらに進め，そのハブ病院
としての役割が医師会病院に求められてくるものと
考える．

また，アルメイダ病院には地域包括ケア病棟と緩
和ケア病棟があり，大分市医師会では訪問看護ステ
ーション，介護保険支援センター，地域包括支援セ
ンターを運営しており，これらの医療資源をもとに
中部医療圏で不足する回復期病床や在宅医療を支援
する体制を整備し，地域の医師会会員施設とともに

「治し支える医療」を強化することも求められてく
るものと考える．

図３ 大分県二次医療圏と人口(2022年）

図３

表２ 大分県中部医療圏

総病床数回復期急性期高度急性期2023年病床機能報告

588588大分大学医学部附属病院1
509392117大分県立病院2
340189151大分赤十字病院3
28560225大分医療センター4
40636421アルメイダ病院5
203大分リハビリテーション病院

1201976大分岡病院6
2601101288大分中村病院7
190721126大分三愛メデイカルセンター8

27813621607897合計

急性期100床以上の病院

表２

診療報酬加算
救急車
搬入件数

1日あたりの
外来患者数

1日あたりの
入院患者看護師数医師数診療科病床数開院

特定機能病院
入院基本料1,8471016479736346181981年

(昭和56年)
大分大学医学部

附属病院

急性期充実加算１2,639817421607154345571880年
(明治13年)大分県立病院

総合入院体制加算
３1,39739325132467283401952年

(昭和27年)大分赤十字病院

総合入院体制加算3
取り下げ2,26113528134567234061969年

(昭和44年)アルメイダ病院

表３ 2024年度中部医療圏基幹病院の体制と実績

表３
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Ⅰ．はじめに

当院は鹿児島空港があり県内 2 番目の人口を擁す
る霧島市の市立病院である．霧島市と姶良地区医師
会との間の管理委託契約にしたがって，経営責任者
は霧島市長に，運営責任者は医師会長にある公設民
営病院である．2025 年 2 月 1 日に新築移転し，コ
ロナ禍や円安による予想外の建設コストの上昇に，
人件費増の影響も加わり，今後の債務返済が非常に
苦しい時期になり，当地区の医療需要が減少傾向に
なる 2040 年までに返済しないと運営が困難になる
と予測される．今回は計画・移転と，まだ時間は短
いもののその後の運営状況を報告する．

Ⅱ．当院の特徴

指定管理者制度を利用した公設民営病院は全国に
30 以上あるが，鹿児島県には地元医師会と契約し
ている病院が 2 つある．契約内容はそれぞれである
が，当院は現行の地方公営企業法の一部適用による
指定管理者制度を取っている．このように，霧島市
と姶良地区医師会は非常に緊密な連携をしている
が，相互理解は完全ではなく，霧島市の公式文書に

「民間の医療法人である姶良地区医師会」と書いて
あるのを見ると，医師会は医療法人ではないだろう
と突っ込んだものである．

当院の資金の流れは次のようになる．毎年病院が
次年度はこれだけ必要だという積算額を，事業計画

とともに医師会理事会に起案し，承認後に市の担当
課が市議会に諮り，病院事業会計として認められて
決定される．運営経費はその会計から支出されるが，
病院には病院会計があり，これは毎年プラスマイナ
スゼロで決算される．赤字になっても黒字になって
も霧島市病院事業会計のマイナスあるいはプラスで
あって，医師会や病院としては運営上非常に都合が
よい形式をとっていた．ただ，診療報酬も支払基金
から霧島市の病院事業会計に入るため，診療報酬の
配分を当てにした計画を年度途中で実行することは
できない．国からの各種補助金も病院事業会計に入
り，病院会計に直接入るものはない．他の公立医療
機関のような事業管理者という役職はないが，医師
会長にその義務と責任が付託されている．院長も含
めて全ての病院職員は姶良地区医師会の職員であ
り，制度上職員定数はないため，必要だと判断した
ら定数の増減は医師会理事会の権限で可能である．
もっとも，予算権限は市長にあるので，自ずと制限
はあることになる．地方公営企業法の一部適用で指
定管理者制度を取っていることは，資金の心配をせ
ずに病院運営に関与できるということであり，世俗
的な言い方をすれば，医師会のいいとこ取りとも思
われる．

Ⅲ．新病院の建設

新病院建設過程を図１に示した．2000 年 7 月に
当時の国立霧島病院が当時の霧島市隼人町に移譲さ

第 31回全国医師会共同利用施設総会

　　メインテーマ「地域に根ざした医師会共同利用施設のあり方
～ 2040 年問題が及ぼす影響と対策」　　

第 1分科会（医師会病院関係）

司会　鶴谷　英樹（群馬県医師会理事）

座長　黒木　康文（鹿児島県医師会常任理事／日医医師会共同利用施設検討委員会副委員長）

シンポジウム
4．霧島市立医師会医療センター（鹿児島県）

「公設民営医師会病院の新築移転　滑り込みセーフ？アウト？」

霧島市立医師会医療センター病院長

河　野　嘉　文
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れ，町立隼人医療センターとなり，合併後の霧島市
に引き継がれている．国立病院時代はもちろん大赤
字で国が手放したが，公設民営化後は医業収支単独
で黒字の時代がずっと続いたようである．なぜ黒字
だったかというのはいろいろな要因があるが，民営
化後に採用した職員が若く，人件費率が一気に低下
したことが最も大きかったようだ．職員の頑張りで
順調な経営ができ，その中で昭和 40 年代に建築さ
れた病院の新築計画が開始された．2018 年に新基
本構想を策定して，およそ 100 億円で建物を建てよ
うという計画になった．2019 年に霧島市が設置し
た新病院施設整備委員会の最終決定を議会が承認
し，2021 年 7 月に競争入札で久米設計，大成建設
との組み合わせで 108 億円で落札された．ところが，
その後，ロシアのウクライナ侵略や極度の円安の進
行で，人件費を含む物価高騰の時代になり，2022
年 9 月の着工時には約 145 億円必要ということにな
り，起工式を延期して再交渉があり，2022 年 12 月
末に 121 億円から 125 億円で契約が締結された．
2023 年 1 月に着工し，予定通り 1 年 10 か月で竣工
でき，3 か月後の 2025 年 2 月 1 日に移転オープン
した．その後の社会情勢から考えると，表題通りの
滑り込みであった．

この途中の 2023 年頃から，コロナによる患者数
の激減などの事情で，霧島市で今後の赤字のことが
問題になった．新病院が目に見える頃には医療収益
の減少も相まって，深刻な現実問題になりつつあっ
た．移転オープンは 2025 年 1 月 4 日として，年末
年始で移転すべきだと提案したが，準備を優先する
コンサル会社の言い分で，2025 年 2 月 1 日になっ
た経緯がある．結局，年末年始だけでなく，1 月中

旬から 2 月中旬は移転のために診療を抑制せざるを
得ず，新病院で本格的に診療ができるようになった
のは 2025 年 3 月からであった．最終的に建築移転
および機器更新などで，合計 164 億円必要となった．
図２に，2019 年 3 月にでき発表した新病院の設

計コンセプト，デザインコンセプトを示した．これ
が市議会を通った計画だが，その中で最初は「患者
への看護が行き届く全室個室型病院」，つまり全室
個室で「無料」という表現で記載されていた．その
病院の希望も踏まえて議会で承認され，計画にそっ
て建築は開始された．病床数は変わらず 254 床，急
性期が 200 床である．診療科は計画開始時の 2016
年は 13 科であったが，最終的に 24 科となった．当
医療圏には高度急性期病床がないため，10 床ＨＣ
Ｕを計画に組み入れた．全室無料個室は少し改定さ
れ，11 床の有料個室が設置された．

Ⅳ．地方都市における公立病院運営

当地域の医療ニーズとして，まずは救急医療の充
実があった．次に，がん医療，脳血管疾患への対応，
循環器疾患（含 CCU）への対応があり，加えて政
策医療の小児，災害医療，へき地医療等へ対応を担
っている．これら多彩な機能を備えるには医療人材
の確保が最重要課題になる．県庁所在地でなく，人
口減少地を周辺に抱えた状況も踏まえ，継続的な医
療者確保の目的もあり，PET － CT と da Vinci を
導入した．

当院は鹿児島空港から車で約 10 分のところにあ
り，鹿児島県の離島地域からの定期便による受診行
動もある程度は期待できる．これまでも，羽田発那
覇行きの飛行機の中で具合が悪くなって鹿児島空港

新病院建設過程

• 2012年 基本構想
• 2016年 霧島市立医師会医療センター在り方等検討委員会再開
• 2018年 新基本構想策定(100億円を想定）
• 2021年7月競争入札 （落札価格 約108億円）
• 2022年9月起工式延期
• 2022年12月末 契約締結 （契約金額 約121~125億円）
• 2023年1月 起工式
• 2024年10月末竣工
• 2025年2月1日オープン （建築・移転に164億円）

2000年7月 国から移譲

図１

1.患者への看護が行き届く全室個室型病院
2.患者・家族等利用者の視点にたった、快適な療養環境の提供
3.地域医療支援病院として、診療機能を効率的に発揮できる機能的な病院
4.地域災害拠点病院として、安心・安全で災害に強い病院
5.工事中の既存病院の診療継続に配慮した建て替え計画と、将来増築への対応
6.末永く市民に親しまれ、安心の拠点となる建築デザイン

設計コンセプト

新病院は先進的な医療施設としての佇まいに「霧島らしさ」を「和える」ことで、
先進性と地域性の双方の魅力を引き出し、悠久の歴史を引き継ぎ、次世代へとつ
なぐ新たなデザインを目指す

延べ面積 27,182 m2 階数 地上６階、地下なし
病床数 254床 診療科 24科

（霧島市立医師会医療センター施設整備基本計画 2019年3月）

デザインコンセプト

（抄録集に掲載）

図２
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に臨時着陸する場合，患者は当院に救急車で搬送さ
れたり，韓国や中国との国際便も発着しており，医
療通訳のシステムも確立している．地域に求められ
る病院機能を強化するべく進めてきたが，いざでき
あがる段階には膨らんだ工事費，移転費，それから
新規購入費，少なく見積もっても 44 億円は予算オ
ーバーしていた．全室個室に建築コストがかかった
のか，十字型の病棟配置で建築費が増したのか，原
因はいろいろ考えられた．実際には，ほぼ全ての資
材や一部の建設労働力も外国に依存しており，ウク
ライナ紛争で流通がうまくいかなくなり，円安で資
材が高くなったことが大きな要因だと思われた．こ
れまで，黒字で 20 年過ごしてきた職員は，急に赤
字に変わったということで，戸惑っている面もある．

振り返って，2019 年に松阪市民病院の総合企画
室が，図３のような発表をしていた．自治体病院が
赤字になる原因を的確に示している．当院も自治体
病院だが，公設民営なので全てが当てはまるわけで
はないが，職員の危機意識の欠如，病院新築の際の
高額な建設費，隠れた人件費としての委託費などは
全く同じであり，思わず笑ってしまった．特に，病
院新築の際の高額な建設費については，自治体病院
の場合には最初に「建設ありき」で計画をし，医業
収益以上に豪華な病院を建設する傾向にある．2019
年の段階で公立病院の平均の 1 床当たりの単価が
3,300 万円というデータがあったらしい．民間病院
では 1,600 万円と言われていたのが，当院は最終的
に 4,921 万円となった．しかし，設計・建設会社に
言わせると，2025 年の状況では 5,000 万円 / 床では
絶対に建たないと言われているらしい．この面でも，
アウトかセーフかは別にして「滑り込み」であった

ことは事実のようである．2025 年 7 月 21 日の『週
刊現代』に，全国公立病院「赤字ランキング 100」
が掲載された．事実かどうかは不明であるが，当県
で最大の公立病院が 28 位の 33 億円の赤字と指摘さ
れている．あの場所で，あの機能で，県内全域から
患者を集める公立病院が赤字なら，いったいどの公
立病院が黒字なのかと考えてしまった．また，なぜ
当院の財政事情はマスコミ報道されないのか，影響
力がない病院だからか，などと僻んだ考えにもなっ
た．

救急をはじめとして，従来この地区で十分ではな
かった医療を提供するという趣旨で整備してきた
が，今後はどのような方向で進むべきか悩みどころ
である．新築移転費用の元本返済は 2030 年からで，
自治体病院の病院建設費負担は 50％と言われてい
る．25％は国が負担し，25％は自治体が負担するこ
とになるらしい．民間病院よりはずっと楽な話だが，
不採算部門を担当すべき公立病院であり，収益効率
だけを考えた病院運営は難しい．

難しい課題は他にもある．医療者の確保である．
当院医療圏の病院はほとんど外科手術を縮小してき
た．整形外科と脳外科の単科病院はあるが，腹部や
胸部の手術は実施していない．これは鹿児島県全体
の麻酔科医不足と，収益効率の悪さが問題だと考え
ている．当院は，麻酔科医が常勤 1 名しか確保でき
ていないが，非常勤医師の協力で全麻手術は年間
1,500 件実施している．しかし，働き方改革の影響
で時間外手術はできない．

Ⅴ．新病院効果

夢のある新病院計画は，総じて拡大路線であった．
この間に，看護師がやっと 54 名増加，医師は 27 名
増員できた．新病院効果は既に現れており，看護師
の募集に対する応募者が多くなり，即戦力である経
験者も増えている．何より，職員が楽しく前向きに
働けている．全室個室で感染症のアウトブレイクも
なく，診療科ごとの病床数は目安であるとし，空い
ている限り疾患，性別，年齢の区別なく入院しても
らうことができるようになった．

Ⅵ．今後の課題

当地区の医療ニーズは 2040 年まで減少しないこ
とになっているが，このような国の予測は前倒しに
なると考えるべきである．全国の出生数を見ても，

(一般分析）自治体病院が赤字になる原因
（１）職員の危機意識の欠如

全職員が危機意識を持たなければ、経営改善の達成は難しい（コッター ハーバード大学教授）
（２）病院新築の際の高額な建設費

自治体病院の場合には最初に「建設ありき」で計画し、医業収益以上に豪華な建設をする傾向

建設費 公立 3,300万円/床、⺠間 1,600万円/床 当院 4,921万円/床

（松阪市⺠病院総合企画室）

（３）事務職員の定期的な異動
（４）新人職員に対する医療に関する教育体制の不足
（５）隠れた人件費としての委託費 (消費税がかかる）

（６）病院職員の定員の問題とコメディカル職員の重要性の認識不足

（７）正しい人事評価制度の導入

2019年

図３
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5 〜 10 年は前倒しになっているので，2035 年ぐら
いには医療ニーズは激減すると予測する．そうであ
れば，建設移転費用の償還を 30 年で計画すること
は不可能である．それから，設置者である霧島市は
当病院の収益増が市の国庫財政を圧迫するというこ
とを想定しておらず，現在は収益増が最優先事項に
なっている．当病院が収益増を実現すればするほど，
受診の3分の2を占める国保患者の医療費が増加し，
結果として市の国保財政を圧迫する状況になる．こ
の 2 点について，適切な対応策はあるのだろうか．

霧島市と姶良地区医師会は既述の如く指定管理者
制度で協定書を取り交わしている．これまでは黒字
運営で問題になることはなかったが，今後の契約更
新時には，誰が借金を払うのかということを正確に
決めて契約することが重要である．当然のことであ
るが，その詳細がわかりにくい表現の契約書で更新
されてきたと推測する．公式文書に「経営に関する
責任は設置者である霧島市長にあり」と，「運営者
である姶良地区医師会の責任は，医療センター職員
の綱紀粛正に関することと医療事故に関すること」
と記載されてきたが，今になって医師会は資金的な

責任を果たすべきではないかという雰囲気が感じら
れる．私見ではあるが，公設民営の利点と欠点を図
４に記載した．

いずれにしても，公設民営の契約は仔細にわたっ
て相互理解と合意が必要である．ここには，「民の
ノウハウを用いて」効率的に運営するという公設民
営の本来の趣旨が，医療に関して成立するのかとい
う根本的な議論の必要性を感じる．

• コンサル会社による甘めの事業シミュレーション
• 市⺠の要望を⼊れ膨らむ病院計画

• 誰が払うかの責任の所在のあいまいさ
• 自治体病院経営の問題整理が不十分

公設⺠営の欠点

公設⺠営の利点（医師会の立場）

• 管理者として姶良地区医師会は土地建物に関する責任はない
• 病院職員は姶良地区医師会職員（定員なし）
• 地域医療計画を医師会中心に展開できる

私見

in my opinion
persönliche Meinung
opinion personnelle

図４
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○黒木座長（鹿児島県医師会常任理事／日医医師会
共同利用施設検討委員会副委員長）
それでは，ただいまより各先生方へのご質問をお

受けしたいと思います．ご質問される先生は，ご面
倒でもお近くのマイクまでご移動いただき，ご所属
とお名前をおっしゃってからご発言をお願いいたし
ます．それでは，どうぞ．
○増田幹生（東京都医師会理事）

今までのように診療報酬も担保され，医療需要も
十分あった時代はよかったですが，これから行政と
どのように交渉したらよいのか，ビジネススクール
の後輩などに聞くと，市場原理という話が必ず出ま
す．医療業界ほど市場原理が成り立たない世界はな
いと思います．赤字の病院は潰れてよい，医療需要
の少ない地域には病院はなくてよい，ということは
あり得ないと思いますが，人材に関しては完全に市
場原理で流れていきますので，それが医師偏在に拍
車をかけているわけです．各都道府県で非常に状況
が違う中，全国一律の診療報酬で対応するのは，も
はや無理ではないかと感じております．警察や消防
は地域の安全を守るために必要なものであり，赤字
でも関係ありません．医療機関も同じ考えだとすれ
ば，医療需要がある東京都で，公立病院の赤字のト
ップが東京というのは恥ずかしい話ですが，地方は
もっと大変で，県や市区町村と交渉して助成金で地
域の医療インフラをいかに確保するかが重大な問題
だと思いますが，現在そういう枠組一つないと思い
ます．休日診療などは患者さんの少ない時期はやら
なくてよいのか尋ねると，市区町村は否定し，赤字
でもその分を補てんしてくれますが，これからは医
師会病院のそういう目線が大事ではないかと思いま
す．河野先生のお話を伺い，本当に大変だったと思
いますが，その辺に関して公的資金，要するに市区
町村や県からの資金をある程度担保して，地域の医
療インフラを守ることについて，どのようなお考え
かお聞きしたいと思います．

○黒木座長（鹿児島県医師会常任理事／日医医師会
共同利用施設検討委員会副委員長）　
河野先生，お願いいたします．
○河野嘉文（霧島市立医師会医療センター病院長）

私どもの病院は，黒字の時代に，国からの補助金
を 40％しか当院に入れてなかったという特殊な事
情があります．100％入れてくれていたら内部留保
がかなりできていたということで，今回の赤字に関
しては霧島市が全面的に面倒を見てくれると思って
おります．ただ，鹿児島県内でも霧島市は人口 12
万人ぐらいと 2 番目に大きい都市で，空港や京セラ，
ソニーという大きな工場もあり，鹿児島市以外の市
町村の中では裕福な方だと見られております．大変
ではありますが，2040 年までには何とかしたいと
思っております．
○黒木座長（鹿児島県医師会常任理事／日医医師会
共同利用施設検討委員会副委員長）　
他の先生方で，自治体等の補助金やいわゆる運営

費の交渉等などについていかがでしょうか．
○増田幹生（東京都医師会理事）

赤字分を医師会が負担している病院もたくさんあ
ると思います．東京都医師会では，医師会病院が赤
字で経営を圧迫していることが問題になっていま
す．
○石和俊（大分県医師会副会長／大分市医師会副会
長／大分市医師会立アルメイダ病院副総院長）
大分市医師会では 1 人当たり 200 万円出資金を募

り，それが 3 億円から 4 億円くらいになっておりま
す．それを医師会から病院に貸し付けていますが，
赤字を医師会が補てんすることは今までありません
でした．ただ，経営は非常に逼迫しているため，こ
れからどうなるか心配しております．市からは救急
医療や看護教育関係で，年間約 1 億円の補助が入っ
ている程度です．
○都丸浩一（伊勢崎佐波医師会副会長）

伊勢崎佐波医師会では，入会時に病院運営費とい
う名目で 100 万円単位のお金を集めますが，それで
赤字を補てんするということはありません．市から
の補助金約 1 億 5,000 万円で補てんしており，現在，
幸運にも黒字になっています．
○深田悟（鳥取県中部医師会理事／鳥取県中部医師
会立三朝温泉病院長）
鳥取県中部医師会でも赤字補てんはありません．

今のところは内部留保があり，一昨年は赤字でした

第 1分科会（医師会病院関係）　質疑応答

司会　鶴　谷　英　樹
（群馬県医師会理事）
座長　黒　木　康　文

（鹿児島県医師会常任理事／日医医師会共同利用施設検討委員会副委員長）
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が，昨年は黒字でした．県や町からの補助金は，コ
ロナ禍以降ありますが，赤字を補てんするほどの金
額ではないため，何とか自分たちで頑張っていると
いうのが現状です．ただ，今後を考えた場合に，単
独での運営はどうなのか，周りの病院との地域医療
構想も兼ねた話し合い等を進めていくことになると
思います．
○増田幹生（東京都医師会理事）

ありがとうございました．東京の方が多分，経営
が厳しいです．民間病院は公立病院以上に赤字が酷
く，かなり厳しい状況です．東京都と折衝して，昨
年は補助金が民間病院全体で 300 億円ありました
が，それでも厳しく，これからは各都道府県で，地
方分権でやっていく必然性が出てくるかと感じてお
ります．
○黒木座長（鹿児島県医師会常任理事／日医医師会
共同利用施設検討委員会副委員長）
医師会病院は，市議会の議決によりますが，各自

治体から準公的な病院として約 1 億 5,000 万円から
1 億 6,000 万円の補助金は手立てできると思います．
地元は鹿児島県の田舎ですが，そこの医師会病院も
年間約 1 億 3,000 万円の補助金をもらっております．
医師会の設立時に私も連帯保証人としてハンコを押
していますので，つぶれないよう頑張ってほしいと
思っております．他にいかがですか．どうぞ．
○田口利文（都城市北諸県郡医師会長）

河野先生のところの医師会病院は，新築したこと
で医師や看護師がたくさん集まったということは，
非常によかったと思います．私のところは隣町で，
同じ規模の医師会病院を運営していますが，そうい
うお金を入れて少しでも魅力ある施設にしたいと頑
張っています．先生のところは稼働率が 90％です
が，我々が一番苦労しているのは，県庁所在地では
ない地方都市で救急をやめるわけにはいかないとい
うことです．年間三千何百台の救急車を受け入れて
いますが，後方の受け入れ病院がどんどん少なくな
り，苦労しています．先生のところは出口の方はう
まく連携ができていますか．
○河野嘉文（霧島市立医師会医療センター病院長）

医師会による運営のため，とてもうまく連携でき
ていると自負しております．ただ，受け入れてもら
う関連病院の理事長や院長は承諾してくれても，実
際，循環作動薬がもっと減らないと受け入れないな
ど，現場との調整は難渋することが多いです．会員

医療機関と当院との関係は大変よく，90％というの
は全室個室になってから達成できたことで，4 人部
屋や 6 人部屋の時代は難しかったです．救急車は去
年 3,600 台か 3,700 台ぐらい受け入れていますが，
入院率は 50％ぐらいで，軽症も救急車で運ばれて
くるため，効率的ではないと思います．
○黒木座長（鹿児島県医師会常任理事／日医医師会
共同利用施設検討委員会副委員長）
他の先生方のところでは，下り搬送に関する受け

入れはどのような状況ですか．石和先生，お願いし
ます．
○石和俊（大分県医師会副会長／大分市医師会副会
長／大分市医師会立アルメイダ病院副総院長）
幾つかの回復期や慢性期の病院と医療連携室が連

携をとって，下り搬送しております．特段，困って
いるという声は聞いておりません．
○黒木座長（鹿児島県医師会常任理事／日医医師会
共同利用施設検討委員会副委員長）
私の地元の医師会病院も，介護施設で下り搬送を

受けている状況です．地域に有床診療所が 1 つしか
なく，病院はほぼフル回転で，在宅を行おうかと言
っていますが，独居老人が多く，訪問看護師もなか
なか 24 時間受けてくれないということで，いわゆ
る末期の方々をどうするか，地域医師会としても非
常に頭が痛いところです．
○市来能成（宮崎県医師会常任理事）

河野先生に 1 つお伺いいたします．公設民営とい
うことで，給与表は人事院勧告で変わりますが，医
師会独自で給与表を決められているのか，地方公務
員の立場に準じて給与を上げているのか，いかがで
しょうか．
○河野嘉文（霧島市立医師会医療センター病院長）

本院は人事院勧告には従わなくてよいらしく，姶
良地区医師会で勝手に決めて構わないということな
ので，職員の不満は当然あるかと思います．
○市来能成（宮崎県医師会常任理事）

私どもも同じ考えで対応しております．また，全
室個室にしてから稼働率がとてもよくなったという
お話ですが，うちの病院は背に腹は代えられないた
め，今年は個室料金を値上げしたいところですが，
先生のところは無料でしょうか．
○河野嘉文（霧島市立医師会医療センター病院長）

基本無料ですが，見晴らしのよい桜島が見える部
屋 11 床だけ 5,500 円の有料個室で，そこの稼働率
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は 50％行くか行かないかです．田舎のため，5,500
円でも入ってもらえません．職員としてはここも無
料にしてほしいと思っていますが，条例で有料個室
5,500 円と決まっております．何年間かの実績をも
って議会にかけ合おうと思っていますが，まだ半年
しか経っていないため，何とか頑張ってほしいとい
う思いです．
○市来能成（宮崎県医師会常任理事）

ありがとうございます．次に，石和先生にお伺い
いたします．私どもの医師会では，医師会病院は急
性期をやっています．医師会病院が地域包括ケア病
床をつくることに対して，会員の先生方から，それ
は自分たちがやるので医師会病院は急性期だけでや
ってほしいと言われます．そのため，稼働率があま
り上がらず経営が厳しい状況ですが，先生のところ
は医師会全体で話し合って地域包括ケア病床をつく
られたのですか．
○石和俊（大分県医師会副会長／大分市医師会副会
長／大分市医師会立アルメイダ病院副総院長）
地域包括ケア病床は私の先輩方がつくられ 44 床

ありますが，現在は看護師不足で 25 床で運用して
います．国が悪性腫瘍の手術件数など縛りをつけて
きて，梯子を外された感じです．地域包括ケア病床
を持っていると総合入院体制加算 3 は取れないとい
うことで，問題になっています．ただ，地域包括ケ
ア病床をつくるときに会員から反対があったという
話は，特に聞いていません．
○市来能成（宮崎県医師会常任理事）

ありがとうございました．次に，救急の応需率が
86％と言われましたが，私どもの医師会病院は 80
はなかなか行きません．上げるための工夫などあり
ましたら教えてください．
○石和俊（大分県医師会副会長／大分市医師会副会
長／大分市医師会立アルメイダ病院副総院長）
最近は 90％ぐらいまで上がっています．三次救

急をやっているため，夜間など手術対象になる患者
さんも来られますが，麻酔科医が少し減ったため夜
間は手術ができないなど縛りがあります．また，脳
外科医が今 1 人しかいないため，なかなか対応でき
ないこともあり，ある程度フィルターをかけるよう
な状態になっています．ただ，大分市の中部医療圏
では，大分県立病院が年間 2,800 台ぐらい受け入れ，
次がアルメイダ病院ということで，救急部はかなり
頑張っています．救急部長が各診療科部長になるべ

く断らないよう指導しており，それで 90 ぐらいに
上がってきたという状況です．
○市来能成（宮崎県医師会常任理事）

ありがとうございました．
○黒木座長（鹿児島県医師会常任理事／日医医師会
共同利用施設検討委員会副委員長）
他にどなたかいらっしゃいますか．
○大迫政彦（鹿児島市医師会病院長）

医師会病院に管理者として勤務しておりますが，
開設者は鹿児島市医師会長で，多分に漏れず，かな
り経営が厳しい状況です．設立時に，先生方がおっ
しゃったように，会員からある程度の資金を集めて
建設し，借金は返し終わっております．その後の余
剰金がありましたが，10 年ぐらい赤字が続いてお
ります．先ほど黒木座長がおっしゃったような連帯
保証人はおりませんが，病院の資金が尽きたら閉め
るという医師会の方針を会長からも伝え聞いており
ますので，できるだけそうならないようにと考えて
おりますが，今後どこの医師会病院でも似たような
状況が起こるのではないかと想像します．壇上の先
生方を含め，それぞれの医師会の今後の運営のスタ
ンス，経営が危機に陥った時はどういう対応をする
のか，各病院でご相談されていることがあれば，参
考に聞かせていただければと思います．
○都丸浩一（伊勢崎佐波医師会副会長）　

当院では，今，補助金等を入れて何とか黒字とい
う状況です．内部留保も比較的ありますが，やはり
医師，看護師を中心として人材が集まらない点が大
きい問題であると考えています．今後，当院の地域
での立ち位置を模索しながら，高齢者救急あるいは
慢性期医療，そして健診の方に力を入れてやってい
くことで，何とか今の状況を保っていきたいと考え
ております．
○深田悟（鳥取県中部医師会理事／鳥取県中部医師
会立三朝温泉病院長）
鳥取県中部医師会はまだ内部留保がありますが，

ゼロになった時にどうするかということは，今後医
師会の先生方と考えていかなければいけない問題だ
と思っています．そうならないよう何とか収益を上
げられるように頑張るというところと，周辺の地域
の病院と連携を取ってワンチームとなれるように働
きかけていきたいと思っています．
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○石和俊（大分県医師会副会長／大分市医師会副会
長／大分市医師会立アルメイダ病院副総院長）
アルメイダ病院は，会員の先生方を集めた運営委

員会を毎月 1 回開催しており，そこで病院の経営状
況を必ず報告しています．病院長はじめ幹部はみな
出席するため，今の状態がどれほど大変かというこ
とは情報共有しようと思います．医師会総会にアル
メイダ病院の財務諸表を出すため，キャッシュフロ
ーが減っているではないかと指摘される先生もいら
っしゃいますので，大変だと言われると内部も頑張
り，会員の先生方の紹介も増えると思っています．
○河野嘉文（霧島市立医師会医療センター病院長）

当院は 10 年以上前から，当院の主治医と地域の
会員による 2 人主治医制ということを広報してきま
した．100％うまくいっているわけではありません
が，今のところ地域の会員の先生方が当院を頼りに
しているという状況があるため，いろいろな工夫が
できるのではないかと思っております．しかし，当
院を頼らなくてもよいような状況になった場合は，
難しいと思います．鹿児島市医師会病院の周囲には
たくさんの大規模な病院があるため，会員の先生方
がどれだけ本院を盛り上げる意欲があるかというと
ころにかかっているのではないかと思います，
○黒木座長（鹿児島県医師会常任理事／日医医師会
共同利用施設検討委員会副委員長）
県都にある病院と地方にある医師会病院とでは，

設立趣旨が全く異なると思います．私の地元は小さ
な地域ですが，会員の基幹病院，いわゆる後方支援
病院として医師会病院はしっかり役割を果たしてい

ますが，赤字はどうにもできない状況で，今後の方
向性として公設民営化を医師会で話し合っていると
ころです．ただ，設立時の先生方が文句を言わない
のであればというのが話を進める前提です．他にご
質問はありませんか．先生方のところで，看護補助
者について外国人材の雇用，または人材派遣会社か
ら職員を雇用している事例はありますか．
○石和俊（大分県医師会副会長／大分市医師会副会
長／大分市医師会立アルメイダ病院副総院長）
アルメイダ病院はそういう事例はありませんが，

看護補助者はどこの病院も奪い合いになっているの
が実情だと思います．
○黒木座長（鹿児島県医師会常任理事／日医医師会
共同利用施設検討委員会副委員長）
医師会病院が地域で売り上げを伸ばして黒字にな

ると，周辺の会員の先生方の足を引っ張るというこ
とで，会員から在宅を行ったら困るとか，訪問看護
ステーションをつくってもらっては困るという意見
もありましたが，医師会病院が赤字になってくると
会員もだんだん黙ってきて，在宅にシフトしないと
難しいのではないかという感じにはなっているよう
です．それでは，そろそろ時間になりましたので，
司会の鶴谷先生にお返しします．
○鶴谷英樹（群馬県医師会理事）　
　皆様，お疲れ様でございました．座長の黒木先生，
シンポジストの都丸先生，深田先生，石和先生，河
野先生，どうもありがとうございました．以上をも
ちまして第 1 分科会を終了させていただきます．
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Ⅰ．はじめに

鶴舞う形の群馬県の中で，高崎市は南西部に位置
して東西に長く，人口は 37 万人余りで県内最多と
なっている．南東部は主に平地で市街地の中心があ
り，北西部は里山と森林が広がっている，ごく普通
の地方都市であるが，新幹線をはじめとする鉄道と，
高速道路の交通インフラが整っているのが特徴であ
る（図１）．

平成の大合併により，高崎市の行政区域が旧群馬
群の群馬町，榛名町，倉渕村，箕郷町，および多野
郡であった吉井町，新町に広がった．しかし，市内
の医療機関が所属する郡市医師会としては，合併前
の旧高崎地域は高崎市医師会，旧群馬群は群馬郡医
師会，吉井町，新町は藤岡多野医師会，と 3 つの組
織の併存状態が現在も続いている．自治体の保健医

療・健康増進事業をスムーズに進めるためには，こ
の 3 医師会間での協力・調整が不可欠となっている．

Ⅱ．高崎・地域医療センターについて

高崎・地域医療センターは，高崎市医師会の外郭
団体として，4 階建ての建物を新築して昭和 50 年
に設立された．その中に事務室，診察室，検査室，
会議室，イベントホールなどがあり，3 階の部分に
高崎市医師会の事務局が入居していた．設立間もな
い頃の事業として，建物の前にレントゲンバスを停
めて行っていた胃の集団検診や，昭和の時代の乳児
健診の風景，骨董品のような遠心分離機や検査機器
が並んでいた検査室の様子などが，今でもアナログ
記録として数多く残っている．

そして，当センターの一大転機が，中核市となっ
た高崎市が新たな健康増進事業として平成 23 年に
設立した高崎市総合保健センターへの移転である．
総合保健センターは，旧地域医療センターから道路
を一本挟んだ隣の 6 階建て免震構造で，1 階から 4
階までが保健所機能を持ち，5 階と 6 階が中央図書
館という複合施設となっている．この建物の 1 階か
ら 3 階までの一部を間借りする形で地域医療センタ
ーが全面移転し，各種健診・検診，臨床検査，夜間
休日急病診療を中心に事業を行っている．また，3
階には医師会の事務局と高崎歯科医師会，薬剤師会
の事務局も入居しており，それらと保健医療行政の
現場との連絡・相談がスピーディーに行える環境に

第 31回全国医師会共同利用施設総会

　　メインテーマ「地域に根ざした医師会共同利用施設のあり方
～ 2040 年問題が及ぼす影響と対策」　　

第 2分科会（検査・健診センター関係）

司会　佐藤　雄一（群馬県医師会理事）

座長　黒瀨　　巌（日本医師会常任理事）

シンポジウム
1．高崎・地域医療センター（群馬県）

「検査健診センターにおける地域住民のための、一体感のある連携（自治体・医師会・医療機関）」

高崎市医師会副会長　高崎・地域医療センター業務執行理事

田　村　　　仁

関東平野の北端に位置、
人口：37万人超
面積：459.16平方キロメートル

高崎市ホームページより

図１
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ある（図２）．
法人制度の変更を機に，地域医療センターは平成

25 年からは公益社団法人となり，またつい最近，
令和 7 年 5 月には設立 50 周年を迎えた．この間に
業務内容には様々な変遷・変容があったが，市民や
行政からのニーズに応えるべく工夫をしてきた．そ
の幾つかについて紹介を行いたい．

Ⅲ．住民健診・検診の概略

20 歳以上で住民登録のある全ての市民は，高崎
市の健康づくり受診券というものを使って，成人健
診を受けることが可能である．その内容としては，
肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・子宮がん・前
立腺がん検診，骨量検診，肝炎ウイルス検診，そし
て特定健診・若年者健診となっている．

受診者はこれらを行政が所有する公共施設におい
て集団で受けるか，各医療機関で個別に受けるかを
任意に選択可能である．また，当センターでは数多
くの日程で，複数のがん検診を同時に受診できるが
んセット検診というものを実施している．そして個
別検診とがんセット検診においては，血液検査の解
析や画像処理の部分を全て当センターで一元管理す
るシステムになっており，どこで受診しても精度が
均一化された検査を受けることが可能である（図３）．

Ⅳ．乳がんマンモグラフィー検診

当センターが係わる各種がん検診の中でも最も特
徴的なのは，乳がんマンモグラフィー検診において，
画像データの一元管理とフィルムレス読影システム
を構築したことである．平成 23 年度に，高崎市の
個別検診を委託されているマンモグラフィー撮影認
定 11 施設全てのデジタル化が完了した．これを機
会に，検診画像をデジタルデータで当センターに集

積し，複数の医師でのモニター読影が効率よく行え
ることを目指した．各施設の機器や撮影条件の相違
で困難な問題が多々あったが，最終的に画像表示が
高度に均質化され，過去画像との比較読影も容易と
なり，検診精度向上に大いに役立つこととなった．

画像の一元管理において非常に重要な個人識別の
工夫として，各施設で付けた受診者の ID と検診情
報は，市民健診番号にマッチングさせて PACS サ
ーバーというものに保存する．その具体的な情報は
別の場所に移しておくが，画像がどの施設でいつ撮
られたものかが即時にわかるように，トレーサビリ
ティが担保されている（図４）．

検診内容のデータは，行政のデータベースとつな
がらない仕組みになっているので，医療的な個人情
報が守られ，また画像管理サーバーについても，冗
長性とセキュリティのあるシステムを導入した．

このシステムにより，フィルムの架け替えや検診
結果の紙記入もなく，画像をモニターで読影し，必
要があれば直ちに過去画像と比較，そしてレポート
システムに結果入力で完結という仕組みになった．

こうした方法で読影の精度向上を図った結果が，
乳がん検診精度の統計推移に表れている．モニター
診断がスタートした平成 23 年度は要精検率が目標

平成23年４⽉⾼崎市総合保健センター設⽴

2

図２

IDｻｰﾊﾞｰ（年1回更新）
市DBとはｵﾌﾗｲﾝ

ID名寄せの仕組み

①

②

③

④

⑤

Array
Quartina

市民健診番号
1234567890

ABCD病院
ID 998877

ｶﾀｶﾅ氏名
生年月日

図４

⾼崎市各種がん検診

検診の受け方は３通り

集団検診

会場：公⺠館、各保健ｾﾝﾀｰ
検診車等で実施

がんセット検診

会場：高崎市総合保健ｾﾝﾀｰ
(２階健康検診センター)

複数がん検診同時実施

個別検診

会場：市内実施医療機関
期間：令和7年５月１日～

令和8年1月31日

① ② ③

図３
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値よりやや高かったが，比較読影を開始した平成
25 年度以降，明らかに改善された．陽性反応的中
度も 10% を確実に超えているだけではなく，15％
を超える年もみられるようになった（図５）．

Ⅴ．病理・細胞診部門

もう 1 つ，がん検診の中で力を入れている部門に
病理・細胞診検査がある．これは主に子宮がん検診
で，現在では個別検診の検体全てを当センターで集
荷して細胞診断を行っている．

総合保健センターへの移転後ただちに病理診断部
門を立ち上げ，検査機器を整備し，技師スタッフも
確保して体制を整えた上で，それまではすべて外部
委託していた細胞診断を開始した．子宮がん検診で
はいち早く LBC（液状検体）法での検査導入を決め，
当初は従来法であるスライドガラス法と液状検体両
方を作成して比較することから精度を確認する試み
を始め，翌年度からは検診や診療における細胞診が
全面受託可能となった．さらに，嘱託病理専門医の
指導を受け，精密検査検体を中心に病理検査にも注
力してきた（図６）．

細胞診断に非常に大切な精度管理について，当セ
ンターでは検査開始当初から精度管理委員会を立ち

上げて，毎年数回開催をしている．高崎市医師会員
の協力を得て，要精密検査の組織検体ほぼ全ての委
託を受けることができ，その結果を基に外部の有識
者や行政の担当者も含めた委員会で検討・議論を行
い，助言を得ている．

Ⅵ．急病診療所

高崎市より指定管理者として業務委託されている
夜間休日急病診療所は，総合保健センターの 1 階に
あり，専用の出入り口を利用している（図７）．内科・
小児科は夜間 365 日，休日は小児科と婦人科・整形
外科の一部の診療も行っている．

コロナ禍に際しては，建物の構造上の理由から換
気設備を増設することができず，人員配置の問題も
あってウイルス関連の検査ができなったため，受診
者が激減した（図８）．

しかし，市民や行政からの要望に何とか応えるた
め，診療検査が特に手薄になる土曜日の午後と日曜
日に発熱外来，PCR 検査センターというものを開
設することになった．設備の問題は解決困難であっ
たため，診察とウイルス関連検査はすべてテラスと
レントゲンバスを利用した屋外での実施，という形
でやらざるを得なかった．この事業は行政の要請に

病理細胞診部門の沿⾰・導⼊実績

6

概 要年 度
特定の医療機関において細胞診検査業務を開始。平成24年9月
高崎市子宮がん検診における細胞診検査の全面受託を開始。
細胞診断精度管理委員会を発⾜。平成25年度

30歳および35歳を対象とした高崎市子宮がん検診 HPV併用検査
を開始。平成26年度

病理組織検査を開始。
あわせて病理細胞診検査システムを導⼊。平成28年度

LBC法を「BD シュアパス」へ変更し、関連システムを導⼊。令和2年度

病理細胞診検査システムのリプレイスを予定。令和8年度（予定）

図６

⾼崎市夜間休⽇急病診療所 患者数推移
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⾼崎市夜間休⽇急病診療所

図７

令和5年度平成28年度平成24年度平成23年度

7,4486,2165,4795,879受診者数
7,0885,8904,9495,219異常なし
278235323415要精検

3.7%3.8%5.9%7.1%MMG読影ｶﾃｺﾞﾘⅢ↑

34393731発見癌
0.46%0.63%0.68%0.53%（発見率）

12.2%16.6%11.5%7.5%(陽性反応的中度)

⾼崎市乳がん検診要精検率等の推移

平成25年度〜⽐較読影開始
高崎市保健所健康課より資料提供

図５
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応じて令和 5 年 8 月まで継続した．

Ⅶ．検査検診センターとしての今後の課題

今後働く高齢者が確実に増加していくことは明ら
かで，労働市場では女性と高齢者がますます重要な
戦力になると思われる．そこで，パートタイム労働
や非正規雇用の方の健康管理のため，特定健診受診
への啓発と，窓口を広げることに力を入れていく必
要があると考えられる．また，各施設での特定健診
の結果は全て当センターに集積されることになって
いるが，それをいかに特定保健指導に結びつけるか
が課題である．各医療機関での実施も時間や人員の
問題で限界があり，指導が充実しているとは言えな
い現状がある．

また，検査検体の集配ということについて，当セ
ンターでは設立当初から平成の大合併後も，高崎の
行政区域内医療機関全てに行うということを徹底し
ている．その数は現在 202 施設になっており，健診・
検診・臨床検査の業務を遅滞させないためには，経
費上昇と人員確保の難しさという課題が常にある．
しかし，検査費用の増額や集荷料を新たに徴収する
ことなく，最大限の組織内努力によって，医師会員
の検診検査・検体検査をより一層引き受けられるよ
うにしていきたい．

Ⅷ．おわりに

3 つの医師会が一つの行政区域に並存していると
いう特殊な事情の中で，市内どの医療機関で受けて
も同じ精度の検診ができる状態を維持し，高齢化が
急速に進む中で住民の健康寿命の延伸にさらに寄与
していくことが，当センターの最も重要な役割と考
えられる（図９）．

今後も検診・臨床検査・急病診療所の 3 本柱の業
務を遂行していくためには，同じ建物内に保健所機
能が入っているというメリットを活かして，行政と
の密な連携が欠かせないものとなっている．

おわりに
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Ⅰ．はじめに

当センターの収益は，保険診療を中心とした一般
検査事業が 34.5％，自治体健診のうち医療機関で行
う個別健診事業が 45.3％，その他健診事業（加賀市
の集団健診＋学校健診＋事業所健診等）が 20.2％と
いう構成になっている．また，当センターを利用し
ている医師会会員の割合は，一般診療分で 34 ～
35％程度，特定健診で 73 ～ 75％程度となっている．
職員構成は，通年雇用が 60 名でうちパートスタッ
フは 35 名，出向健診は主に非常勤職員に依拠して
おり約 30 名で，その職員がローテーションを組ん
で年 140 ～ 160 回の出向健診を行っている．繁忙期
には，短期雇用として 10 ～ 15 名の方が集荷・デー
タ登録・書類仕分けに従事している．

Ⅱ．当センターを取り巻く外部環境

石川県の場合，民間に関しては，全国チェーンの
BML や SRL，ファルコに加え，金沢市に本拠を置
き長岡，新潟，前橋にもラボを有するアルプがある
など群雄割拠の状態であり，一方で公的な機関とし
ては予防医学協会や成人病予防センターもある．当
センターはこうした競争の激しい地域の中でサービ
スを提供しているが，コロナ禍以降は受託検体数の
伸び悩みに直面している．その上に，試薬費・消耗
品費・電気代の上昇や採用難，人手不足が重なって
いる．

こうした状況下で，これまで以上に各職員のしっ
かりしたコスト管理意識と時間管理意識が求められ
ているのではないだろうか．そのために組織内で連
携を高め，今ある資源，人や設備，情報，これらを
無駄なく工夫して活かしていく，つまり，考え方を
変える，意識を変えることによって，外部環境の変
化に柔軟に対応できるよう内部環境を整えることが
大切と考えている．

Ⅲ．我々の前に提示された課題に対する対応

この考え方を変えるというのはどういうことか．
これまでであれば，例えば，機器の更新であれば，
従来業務の再現性を維持するということで従来通り
という対応をしてきた．職員の補充に関しては，退
職した人数分をそのまま補充する，これは慣例的な
考え方．人手不足の集荷については，本当は営業で
回ってもらわないといけない人に休みの日に出てき
てもらう，つまり，休日出勤で対応する．その上で，
応募をかけて直接採用面接を行う．こうした対応を
ずっと繰り返してきた．これまで行ってきた従来通
りというのは，業務改善の観点から言うと，むしろ
後退ではないかと考えている．業務に伴う疲弊や過
去の仕組みに囚われてしまい，組織としては悪化し
たとも捉えられる．そうではなくて，継続的に業務
を改善していくことが大事なのではないかというふ
うに考えている（図１）．

例えば，当センターの事務負担軽減の観点から，

第 31回全国医師会共同利用施設総会

　　メインテーマ「地域に根ざした医師会共同利用施設のあり方
～ 2040 年問題が及ぼす影響と対策」　　

第 2分科会（検査・健診センター関係）

司会　佐藤　雄一（群馬県医師会理事）

座長　黒瀨　　巌（日本医師会常任理事）

シンポジウム
2．石川県医師会臨床検査センター（石川県）

「地域に根ざした医師会共同利用施設のあり方～ 2040 年問題が及ぼす影響と対策」

石川県医師会理事

齊　藤　典　才
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特定健診の ICT 化が挙げられる．金沢市では受診
者の情報を今年から ICT 化した．これまでは，医
療機関のスタッフが手書きで収集した資料を元に医
療機関で依頼書を作成し，当センターで OCR で読
み取っていた．しかし，OCR の読み取り率が悪く，
当センター内で 4 割ほど修正を行っていた．金沢市
では今年から，医療機関で Web 入力した情報を
QR コード付きの依頼書として印刷する方法が導入
された．最初は医療機関側の事務職員が非常に大変
になるだろうと予測され，どれくらいの医療機関が
協力してくれるか心配ではあった．結果，当センタ
ーの事務負担は大いに軽減した．また，医療機関側
でも徐々に慣れてきて，翌年以降は入力する手間が
省けるので医療機関側でも負担は大いに軽減する．
しかし，こうした対応は金沢市だけであり他の市町
は ICT 化されておらず，半数以上は依然として手
書きの依頼書が継続している（図２）．

次は，機器操作・管理のシフト体制の見直しにつ
いて紹介する．これまでは検査各部門で出勤してい
る職員は必ず担当する機器の前で仕事をすることを
前提にシフト表が作成されていた．課題であったの
は，女性が多い職場であるため，お子さんの発熱と
か家庭の急な用事に対応ができない，有給休暇が取
りづらいという不満の表出が続いていた（図３－
１）．こうした働き方はもう 10 年以上全く見直しを
されてこなかったが，組織的には大きな変更である
ため，まずは閑散期から開始した．出勤している職
員のうち 1 名をこうした業務以外のユーティリテ
ィ，遊軍的なシフトに変更した（図３－２）．こう
した変革をする前には，全職員がこれまで担当して
いなかった検査機器の操作・管理を習得してもらう
という対応から始めた．具体的には，これまでのイ
メージでは，早番が 2 名，中番が 2 名，遅番が 2 名，
Ｇがこの日休んでいるという設定で 6 名が働いてい

外部環境の変化へのその適応（適応中）

機器更新・・・従来業務の再現性を重視＝従来通りを優先
職員補充・・・退職した人員数分を補充＝慣例
人⼿不⾜の集荷・・・休⽇出勤で対応、直接採⽤＝同じ対応

・ 従来通りはむしろ後退＝「業務の疲弊（過去の仕組みに囚われる）」
継続的に業務を改善していく

・ 考え⽅を変えている（＝意識を変えている）
（例）これまでは・・・

機器更新・・・人員配置、シフト変更を同時に実施＝業務を変える
職員補充・・・各課協働化・システム化・パートスタッフへの代替
人⼿不⾜の集荷・・・ルート・時間変更・調整、直接採⽤から外部委

託を⼀部利⽤＝別対応を試みる

従来通りをなくす・業務改善

図１

業務改善 〜事務負担軽減〜

医療機関スタッフが「手書き（OCR帳票）」にて依頼書を作成。
OCRの読み取り率も悪く、センター内での⼿操作での修正割合
は40%を超えていた

医療機関が受診内容をWeb画⾯にて⼊⼒する。
依頼書は医療機関にて「印刷出⼒（QRコード表示）」する。

当センターの事務負担が軽減（医療機関の負担も軽減）

最近の事例１ 〜特定健診（県内⼀部地域）のICT化

すべての特定健診がICT化されたわけではない、
半数以上は依然として、⼿書きの依頼書が継続

これまでは・・・

図２

担当時間帯
DさんAさん8︓30〜
EさんBさん11︓00〜
FさんCさん14︓00〜

Gさん休み

業務２業務１時間帯
BさんAさん8︓30〜
業務５業務４業務３時間帯

EさんDさんCさん11：00～、14：00～

ユーテリティ時間帯
Fさん曜⽇によって違う

①全職員がこれまで担当していなかった検査機器操作・管理も習得することで、
柔軟なシフト設計を可能にした
②保守期限到来により更新した検査機器の処理能⼒・機能を活用

業務改善 〜働き⽅を変える〜

シフトの⾒せ⽅を変える前に、以下対応を事前に実施した

Gさん休み

「出勤表」とは別に業務分担を
明確にした「業務シフト表」を作成

出勤表

業務の“密度は⾼くなったが、1人を”遊軍“設定
することで、急な休暇に耐えられる“柔軟性”の
⾼いチームとなった

業務シフト表・・・・・・・・・・・なし 業務シフト表

図３－２

業務改善 〜働き⽅を変える〜

検査機器稼働時間内（生化・免疫・血液部門）において、出勤している職員は
“必ず”機器操作・管理の配置につくシフト表を作成していた

＝有給が取りづらい（家庭の急な用事に対応できない）状態

出勤している職員のうち1名は、機器操作・管理業務以外の“ユーテリティ≒
遊軍”的なシフト表を作成することとした

最近の事例２ 〜機器操作・管理のシフトの⾒直し〜

＝急な休みも柔軟に取得できるように・・・
・・・・・・１０年以上⾒直しがされていなかった

当⾯は業務量の少ない閑散期のみの対応

これまでは・・・

図３－１
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るシフトであった．これをＧは休みとしつつ，Ｆを
ユーティリティにしておき，6 名から 5 名を各業務
に配置する．そうすると，Ｃに急な休みが生じたら
Ｆが当たればいい．Ｂに急に休まなければいけない
事態が発生したらＦが当たるというように，これは
業務 1 人当たりの密度は高くなるが，ユーティリテ
イを設定することで急な休暇に耐えられる柔軟性の
高いチームに変わったということになる．こうした
変更により，ユーティリティに任命された職員は，
精度管理調査をまとめたり，切り替え試薬の検討を
したり，シフトづくり，スケジュールづくりが堂々
とできるようになり，予想以上の効果があらわれた
（図３－３）．これまでは，それぞれの検査業務の合
間に個人が都合をつけながらひっそり行っていた仕
事を，周りの職員やスタッフに気兼ねすることなく
できるようになったということで，時間の改善にも
なり，職員の安心の改善にもつながったと言える．

Ⅳ．‌�提示されない課題への対応とそれをあぶり出す
作業

今度は，“提示されない課題” について考察する．
例えば，時間はかかるがストレスのない仕事なので
このままでよいと勘違いしてしまう職員がいる．こ
れは，そもそも課題の対象としては挙がってこない．
年間を通せばかなりの時間を消費するが，スキマ時
間を使っているのでムダは発生していないと思い込
んでいるのだが，これは時間管理の面で問題がある
ことに気づかない事例である．また，ミスが怖いの
で，これからは人を替え，3 回，4 回と同じチェッ
クをしよう，これはヒヤリハットを見ていると職員

が掲げる対応策は往々にしてこのようになるが，人
手を投入する以外の解決法はないと思い込んでいる
事例である．

時間がかかるがストレスのない仕事なのでこのま
までよいという勘違いに対する事例としては，シュ
レッダーの廃止が挙げられる（図４）．たまたま 1
台のシュレッダーが故障したことを契機に，紙類の
処分を業者へ委託することにした．外へそのまま出
してはいけない機密書類もあり，機密書類とリサイ
クルにまわせる古紙とに分別した上で，処分を依頼
することとした．そうすると，職員がシュレッダー
を使っていた時間，1 箱当たり何分ということが経
験的に分かるので，年間にして計算すると，スタッ
フ 1 人 1 か月分の時間が削減となった．費用面で言
うと，機密書類処分のコストは発生するが，リサイ
クルに回す古紙は無料である．一方，シュレッダー
にかけた紙類は有料で意外と高く，トータルにする
と実は費用の削減にもなっていた．環境にも配慮し
た改善であり，ストレスなし・スキマ時間の仕事と
いう切り分けで職員・スタッフ間では問題視されず，
長い間 “提示されなかった課題” であったが，この
ような改善につながっている．

こうした “提示されない課題” を見つけ出す手法
の確立は必要であり，アプローチとしてはある一定
時間を費やす仕事・業務を年に一度定期的に棚卸を
して見つけていく，仕組み化していく，習慣づける
ということである．それは「ある一定時間を費やす
業務」，これをマニュアル化して作業書（文書）に
しておくことで，それを定期的に見直す仕組みをつ
くることにより，発見できていくのではないかと考

業務改善 〜働き⽅を変える〜
最近の事例２ 〜機器操作・管理のシフトの⾒直し〜

ユーテリティに任命された⽅は、以下のような仕事をする
・精度管理調査のまとめ
・切り替え試薬の検討（都度、試薬が廃⽌されるので）
・内部検査から外部検査への移⾏
・外部検査から内部検査への移⾏
・シフト作り、スケジュール作り 等

こうした業務は、これまでは機器の管理業務の合間に、個人が都
合をつけながらひっそりと⾏っていた
⾒直し後は周りの職員・スタッフに気兼ねすることがなくなった

時間のカイゼン、安心感でのカイゼン

図３－３

業務改善 〜提⽰されない課題〜

最近の事例３ 〜シュレッダーの廃⽌〜
１台のシュレッダーが故障したことを契機に紙類の処分を業者へ委託
＝機密書類と古紙（リサイクル）を分別して処分依頼

（例）時間はかかるがストレスのない仕事なのでこのままでよい（と勘違いする）
（例）年間通せばかなりの時間を消費するが、スキマ時間を利⽤しているのでムダ

は発生していない（と思い込む）

シュレッダー時間が削減 （おおよそパートスタッフ1人月分の時間が削減）

ストレスなし・スキマ時間の仕事という切り分けで、職員・スタッフ間では問題視
されず、⻑い間、改善対象として提示されなかった

機密書類処分のコストは発生したが、古紙（機密内容なし・ 回収無料）
と分別することで、トータルで事業ゴミ代⾦削減
リサイクル・環境にも配慮

図４
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えている．

Ⅴ．まとめ

これから 2040 年に向けてということで，右肩上
がりの時代は終わり，先に述べた様々な外部環境要
因が事業継続にとってマイナスに働くことが予見さ

れる．
提示したような継続的に業務を改善していくこと

で，外部環境の変化にも柔軟に対応できるような組
織に変え，会員の先生方へのサービス向上，当セン
ターの職員の満足度向上，ひいては県民の健康増進
への寄与につながるのではないかと考えている．
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Ⅰ．静岡市静岡医師会健診センターの概要

静岡市は静岡県の中央に位置する政令指定都市で
あるが，人口は年々減少しており，令和 7 年 4 月現
在約 67 万人と，政令指定都市の中で最も少ない人
口となっている．静岡市静岡医師会は，清水区を除
いた旧静岡市民（葵区 24 万人，駿河区 21 万人，計
45 万人）の医療・保健を担う組織であり，320 名の
開業医と 497 名の勤務医，計 817 名（令和 7 年 8 月
現在）により構成され活動している（図１）．

当健診センターは，昭和 38 年に検体検査を行う
施設「静岡市医師会附属臨床検査センター」として
始まり，その後，1 年ごとに集配自動車購入，胃集

団検診車購入，胸部Ｘ線検診車購入を重ね，平成元
年 6 月に医師会館別館が落成したのを機に，会員か
らの要望が強かった CT 機器を設置した．それによ
り，会員から依頼された事業所健診の代行を開始し
た．大きな変化として，平成 7 年 7 月に市街地にあ
った商業ビル「新静岡センタービル」に健診専門施
設「医師会健診センター MEDIO」を新設し，人間
ドックや職場健診に対応できる体制整備や施設拡充
が行われた．同健診センター開設後，毎年健診収入
は増加した．一方，当初から行っていた検体検査部
門は，民間業者の進出により取扱い検体数が年々激
減し採算性が悪化したため，平成 10 年に廃止し，
以降は民間業者に委託している（図２）．

第 31回全国医師会共同利用施設総会

　　メインテーマ「地域に根ざした医師会共同利用施設のあり方
～ 2040 年問題が及ぼす影響と対策」　　

第 2分科会（検査・健診センター関係）

司会　佐藤　雄一（群馬県医師会理事）

座長　黒瀨　　巌（日本医師会常任理事）

シンポジウム
3．静岡市静岡医師会健診センター MEDIO（静岡県）
「静岡市静岡医師会健診センターの現状と 2040 年問題への取り組み」

静岡市静岡医師会副会長　静岡市静岡医師会健診センター所長

水　谷　暢　秀

静岡
市

静岡市の人口と静岡市静岡医師会

人口（令和7年4月現在）
静岡市 67万258人

旧静岡市
葵 区 24万3275人
駿河区 20万5049人

静岡市静岡医師会
会員数 817人
開業医 320人

図１

MEDIO CT・MRI 東草深

静岡市静岡医師会

静岡駅

駿府城公園

呉服町タワー
(静岡駅徒歩10分）

MEDIO
TERRACE

静岡市静岡医師会健診センター

図２
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平成 12 年 4 月には，CT 機器と同様に会員の要
望が非常に強かった MRI が医師会館別館に設置さ
れた．平成 15 年 4 月には旧静岡市と旧清水市が合
併し政令指定都市となり，現在の静岡市静岡医師会
健診センターに名称変更した．平成 21 年 1 月には，
間借りしていた「新静岡センタービル」が改築され
ることとなり，「稲葉ビル」へ移転した．

平成 22 年 10 月には静岡市静岡医師会の新医師会
館落成に伴い，CT・MRI 機器は同館 1 階へ移転設
置された．

平成 26 年 4 月，市街地に新たに完成した「呉服
町タワー（29 階建て）」2 階へ移転した．この「呉
服町タワー」は静岡駅から静岡市一の商店街である

「呉服町通り」を歩いて 10 分ほどの場所に位置し，
徒歩圏内には百貨店，2 つの総合病院，市役所，県
庁等の商業・行政施設がある一等地である．

さらに令和 4 年 6 月には，健康づくりを応援する
情報拠点「MEDIO TERRACE」を同タワー 1 階に
開設した（図３）．

Ⅱ．当健診センターの現状

当健診センターは，共同利用施設として 2 つの役
割を果たしている．

1 つ目は，会員診療所から CT・MRI 検査，腹部
エコー，マンモグラフィー等の検査依頼を受け，健
診センターで各検査を行い，専門医の読影所見を付
して画像提供することで，会員医療機関の診療・診
断に貢献している．

2 つ目は，市民や企業職員の健診（検診含む）で
ある．健診結果が要経過観察，要受診，要精査とな

った場合には，健診結果と紹介状を付して会員診療
所への受診勧奨を行い，受検者の疾病予防，早期発
見・早期治療に寄与している．

診療所からの依頼検査では CT と MRI の需要が
特に多く，双方とも設置当初から高い稼働率が維持
されている．令和 6 年度は CT3,898 件，MRI4,893 件，
計約 8,800 件を実施しており，特に MRI に関して
はここ数年ほぼ 100％の稼働率が維持されている
（図４）．

また，「MEDIO TERRACE」では健診に関する
相談や予約受付，健診後の保健師や管理栄養士によ
る保健指導，要受診者への診療所紹介も行っている．
さらに市民向けに医師等による「健康ミニ講座」を
年 4 回開催している．

健診センター受診者数は，現在の呉服町タワー移
転以降，右肩上がりで推移している．静岡市の商業
中心地である呉服町への移転に伴い賃料や光熱費な
ど固定費は大幅に増加したが，それ以上に受診者数
が飛躍的に増加し，令和 5 年度の健診受診者数は過
去最高の 6 万 3 千人を記録し，経常収益も高水準を
維持している（図５）．

事業収益の推移も健診受診者数の増加に伴い右肩
上がりであり，令和 6 年度は健診収入 11 億円超，
保険収入と合わせ 12 億円を超えている．経常収支
はここ数年 1 億 4,000 万円前後で維持され，そのう
ち 4,000 万円を医師会への拠出金とし，医師会が行
う公益事業の財源として地域の保健衛生活動に還元
している（図６・７）．

平成7年7月 新静岡センタービル7階に
医師会健診センターMEDIOを開設

平成10年3月 検体検査部門を廃止し、民間業者に委託

臨床検査センター 平成6年度～平成9年度 収入推移

200000000
250000000
300000000
350000000
400000000
450000000
500000000
550000000
600000000

平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度

検査料収入

検診料収入

静岡市静岡医師会健診センターの歴史

図３

CT・MRIの利用状況

図４
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Ⅲ．‌�当センターの健康診断と市内特定健診の年齢別
受診状況

当センターにおける年齢別受診者数は，男女とも
60 歳以降に大きく減少し，さらに 5 歳ごとにおお
よそ半減している．これは，定年退職により企業で
の健診が終了し，退職後に個人で健診を受ける人が
極めて少ないためと考えられる（図８）．

一方，静岡市の特定健診の受診率は年々右肩上が
りではあるものの，全国平均よりもやや低く，令和
5 年時点で 34.7％である．年齢別では 60 歳以降に
上昇するが，それでも男女とも 40％程度にとどま
っている．特に，定年退職後に国民健康保険へ移行
した人の受診率が低いことが課題として指摘されて
いる（図９，10）．

国民健康保険加入者全体の受診率も低めであり，
令和 5 年度で約 57％である．退職後，会社の健診

がなくなり国保加入を機に特定健診を受ける人は増
えるものの，受診率自体は依然低いままであり，特
に定年直後の移行期には受診が途切れやすい．その

健診センター受診者数の推移
（平成25年度～令和6年度）

2/26/2026

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
影
響

呉服町
移転

図５

事業収益の推移

図６

経常収支と医師会拠出金の推移

図７

静岡市静岡医師会健診センターの
年齢区分による受診者数（全体）

図８

静岡市の特定健診受診率

図９
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ため，地域における案内・受診勧奨が極めて重要で
ある．

Ⅳ．‌�2040 年問題に向けた課題と当センターの取り
組み

2040 年には，65 歳以上の高齢者が全人口の 35％
に達し，生産年齢人口が大幅に減少すると予測され
ている．この「2040 年問題」では，医療・介護サ
ービス需要の急増により社会保障制度へ大きな負担
が生じるとされている．その対策の一つとして「健
康寿命の延伸」が重要課題であり，健診センターに
求められる役割は今後さらに大きくなると考えられ
る．

健康寿命延伸のためには，疾病予防および早期発
見・早期治療を目的として，継続的に健康診断を受
けることが不可欠である．しかし現状として，前述
の通り高齢者の健診受診率は依然として低い．その
要因の一つとして，定年退職後も健康診断を受け続
けるという意識の低さが挙げられる．

そこで当センターでは，退職後の健康管理に関す
る現状と課題を把握するため，中小企業を対象とし
たアンケート調査を実施した．対象は，協会けんぽ
加入で 50 歳以上の従業員が 5 名以上受診している
静 岡 市 内 304 事 業 所 と し，164 事 業 所（ 回 収 率
53.9％）から回答を得た（図 11）．

質問項目は以下のとおりである．
・正規職員数（選択式）  
・再雇用・継続雇用者に対して行っている健康管

理の取り組み（選択式）  

・完全退職者に対して行っている健康管理の取り
組み（選択式）  

・退職者等が退職後も健診を受けるようにするた
めに当健診センターへ望むこと（自由記載）

回答企業の正規職員数は，20 人以下 70 社，21 ～
50 人 58 社，51 ～ 100 人 22 社，101 ～ 500 人 13 社，
501 人以上 2 社であり，8 割が 50 人以下の企業であ
った．

その結果，再雇用・継続雇用制度を実施している
事業所は 128 事業所（78％）であり，そのうち 114
事業所では毎年の健診を継続実施していたが，14
事業所では健診を実施していなかった．また一部事
業所では，人間ドック受診補助，健康相談窓口設置，
メンタルヘルスケア情報提供などの取り組みもみら
れた．

一方，完全退職者に対しては，全事業所において
健康管理に関する取り組みは実施されていないのが
実情であった（図 12）．

企業からの要望・意見
・案内はがきが欲しい  
・健診センターからの健診案内を数年間送ってほ

しい
・退職者宛てに郵送してほしい  
・自己負担額がどの程度かかるか教えてほしい  
・会社側が指定した対象者のみに案内を送ってほ

しい  
・各医療機関・診療所でも健診受診を広報してほ

しい  

静岡市の特定健診年齢別受診率（R5年）

図 10

中小企業に対するアンケート調査

図 11
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・協会けんぽの受診予定リストへ加えてほしい  
・退職時に渡せる健診センターパンフレットがあ

るとよい  
・必要性が理解できる退職者向けパンフレットが

欲しい　　
・案内チラシがあれば利用したい  
・退職後も協会けんぽ価格で受診できるとよい  
・助成制度があるとよい  
・行政による助成や案内が必要  

・半額免除を検討してほしい  
・長期受診者への割引が欲しい  
・特典やクーポン券が欲しい  
・最終的には自己管理に委ねるしかない

以上の要望を整理すると，最も多かったのは「退
職者宛てに健診センターから案内をしてほしい」で
あり，次いで「健診の重要性を理解できる退職者向
けパンフレットがあるとよい」であった．

これらの結果を受け，当センターでは今後，退職
者に対する啓発活動の強化が必要と判断した．要望
で最も多かった「退職者への健診案内」は効果的と
考えられるものの，対象者数の多さ，郵送料高騰，
事務職員の業務負担増など多くの課題があり，連絡
手段を含め慎重な検討が必要であるため早期実現は
困難であり，今後の協議課題とした．

一方，2 番目に多かった「退職者向け健診案内・
啓発」は比較的取り組みやすく一定の効果も期待で
きることから，まずは退職時に配布可能な啓発文書
や健診パンフレット作成を進める方針とした．

また，再雇用・継続雇用中でありながら健診を実
施していない事業所も存在するため，継続受診が可
能となる体制整備も今後の重要課題である．

「再雇用・継続雇用されている方」に対して行って
いる健康管理の取り組みについてお伺いいたし
ます（該当するものすべてに ）

•□ 再雇用・継続雇用者向け健診の実施 96
•□ 人間ドックや脳ドックの受診補助 7
•□ 健康相談窓口の設置 5
•□ メンタルヘルスケアの情報提供 11
•□ 退職前教育・健康管理講習の実施 1
•□ 特に実施していない 14
•□ その他（具体的に： ） 21

アンケート調査結果

図 12
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Ⅰ．はじめに

近年，医師会が運営する共同利用施設，とりわけ
臨床検査センターを取り巻く事業環境は，全国的に
急速かつ大きく変化している．医師の高齢化による
閉院，診療報酬改定による検査実施料の引き下げ，
さらには民間検査センターとの競争激化などによ
り，従来型の運営モデルでは持続が困難な状況とな
っている．広島市医師会臨床検査センターにおいて
も，こうした環境変化の影響を強く受けており，こ
れまでの延長線上では安定的な事業継続が見込めな
い局面にある．加えて，昨今の物価上昇に伴う人件
費，光熱費，材料費の高騰は，検査センター経営に
更なる負担を与えている．

本稿では，当検査センターを取り巻く環境変化を
整理したうえで，持続可能な運営を目指し進めてい
る医師会間の相互協力および民間検査センターとの
戦略的連携について報告し，今後の臨床検査センタ
ー運営の方向性について考察する．

Ⅱ．臨床検査センターを取り巻く環境変化

（1）医師会立臨床検査センター数の減少
全国の医師会が運営する臨床検査センターおよび

検査・健診センター複合体の施設数は，2000 年に
は 130 施設であったが，2023 年には 94 施設まで減
少している．（図１）この約 20 年間の推移からも，
医師会立検査センターの事業環境が極めて厳しい状

況にあることがうかがえる．当会周辺においても，
安芸地区医師会臨床検査センターが事業継続困難と
判断され，2010 年に当会臨床検査センターと統合
した経緯がある．これは決して例外的な事例ではな
く，全国各地で民間検査センターとの統廃合の動き
が見られている．

 （2）診療報酬改定による収益構造の変化
医師会立臨床検査センターにとって収益性の高い

生化学的検査（Ⅰ）包括 10 項目以上の検査点数は，
2000 年以降，約 14 年間で 72 点引き下げられている．

これに限らず，多くの検査項目において検査実施
料の引き下げが繰り返され，臨床検査全体の収益構

第 31回全国医師会共同利用施設総会

　　メインテーマ「地域に根ざした医師会共同利用施設のあり方
～ 2040 年問題が及ぼす影響と対策」　　

第 2分科会（検査・健診センター関係）

司会　佐藤　雄一（群馬県医師会理事）

座長　黒瀨　　巌（日本医師会常任理事）

シンポジウム
4．広島市医師会臨床検査センター（広島県）
「臨床検査センターを取り巻く環境変化と今後の取り組み」

広島市医師会長　広島市医師会臨床検査センター所長　広島県医師会理事

山　本　　　匡

全国医師会 臨床検査センター／検査・健診センター複合体
施設数の推移（２０００年～２０２３年）
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造は年々厳しさを増している．診療報酬改定は全国
一律であるため，個々の検査センターの努力だけで
は吸収しきれない構造的な課題となっている（図
２）．

（3）当会検査センターの収益動向と効率化の取り組
み

当会検査センターの経常収益は，コロナ禍におい
て PCR 検査等により一時的に増加したが，現在は
コロナ禍以前の水準に戻っている．さらに，コロナ
関連検査および先天性代謝異常検査を除いた臨床検
査収益のみで比較すると，2019 年比で▲ 6.5％とな
っている．全国的にも，開業医市場における臨床検
査需要は，コロナ禍前と比較して 6 ～ 8％程度減少
しているとされている．一方で，当会では業務量に
見合った検査体制の構築を進めてきた．2012 年に
は職員数 178 名，人件費率 50.1％であったが，2023
年には職員数 151 名，人件費率 36.0％まで低下し，
事業給与費として約 3 億円の削減を行った．検査工
程の自動化や業務集約も進めており，一定の収益確
保を維持している．

Ⅲ．取引施設の減少と医師の高齢化

当検査センター営業エリアにおける医療機関数
は，約10年前と比較して203施設増加している一方，
当検査センターの取引施設数は 182 施設減少してい
る．これは，既存取引施設の閉院が進む一方で，新
規開業施設の獲得が十分に進んでいないことを示し
ている．また，当会検査センター売上の約 8 割を占
める医療機関の医師年齢構成を見ると，2023 年時

点で 60 歳以上が約 70％を占めており，5 年後には
約 80％に達する見込みである．親子継承や第三者
継承が進まない場合，今後も取引施設数の減少が続
くことが強く懸念される．

Ⅳ．環境変化の整理と対応の基本方針

これまで述べた環境変化を売上減少の要因として
整理すると，

①コロナ禍以降の市場縮小
②診療報酬改定による検査実施料の下落
③医師高齢化に伴う閉院増加
④�民間検査センターとの価格競争激化による新規

獲得数の減少
の 4 点に集約される．これらに加え，人件費，光熱
費，設備投資費，材料費の増加が，経営をさらに圧
迫している．当会では，単独経営に固執するのでは
なく，外部との連携を前提とした持続可能な事業モ
デルへの転換が不可欠であると考えている（図３）．

Ⅴ．医師会間の相互協力とシステム共同利用

当会では，周辺医師会との相互協力による事業運
営を重要な方針として位置づけている．とりわけ，
システムおよび運用の共通化は，今後の広域連携を
推進するための基盤となるものである．

現在使用している基幹システムは，保守会社の事
業撤退により継続的な保守・更新が困難な状況にあ
り，新たなシステムの導入が急務となっている．同
様の課題を抱える医師会と連携し，共同利用を前提
とした次期システムの導入について検討を進めてい
るところである．
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共同利用を実現することにより，システム導入お
よび保守コストの削減，業務の標準化による効率化，
さらには BCP 対応の強化が期待できる．現在，広
島市医師会，福山市医師会，岡山市医師会，姫路市
医師会の山陽四市医師会において情報共有を行い，
具体的な協議を重ねている．

システム共同利用に関しては，当会理事から「周
辺医師会が得られるメリットは何か」との質問があ
った．これに対し，3 つの観点から整理して説明し
た．

第一は，システム投資費用の削減である．第二は，
開発委託先の事業撤退リスクの低減である．特定事
業者に依存する体制から脱却し，複数医師会による
共同体制を構築することで，持続可能性を高めるこ
とができる．第三は，BCP 対策の強化，検査機器
の効果的配置，検査項目の選択と集中などを通じた
経営の効率化である．共通システムを基盤とするこ
とで，医師会間で検査機能を相互に補完し合う体制
の構築が可能となる．

次に，費用面における具体的なメリットについて
述べる．導入費用については，複数医師会で共同利
用することにより，ボリュームディスカウントの適
用が可能である．分析機連携費用については，同一
種類の検査機器を採用することで，一度の開発で複
数医師会が利用でき，個別開発を行う場合と比較し
て大幅なコスト削減が見込まれる．機能のカスタマ
イズ費用については，運用を標準化することにより
パッケージの標準機能として実装してもらうことが
可能となり，追加費用を抑制できる．さらに，パッ
ケージ費用については，各医師会の事業規模に応じ

た価格帯を設定してもらうことで，過度な負担とな
らない仕組みを構築する予定である（図４）．

以上の通り，システム共同利用は単なるコスト削
減策にとどまらず，医師会間の連携強化と持続可能
な事業運営を実現するための戦略的取り組みである．

Ⅵ．民間検査センターとの戦略的連携

これまで競合関係にあった地元民間検査センター
とも，人員不足や物価高騰といった共通課題を背景
に，新たな連携を開始した．連携の柱は，物流の効
率化，検査の選択と集中，サービス内容の適正化で
ある．

具体的な取組としては，一部検査項目について報
告日数の短縮を目的に地元民間検査センターへ外注
している．また，採算性の低い遠隔地域における集
荷業務については，双方で統合を進め，効率化とコ
スト削減を図っている．

なかでも，喫緊の課題が物流体制の再構築である．
物流問題は極めて深刻であり，当検査センターおよ
び民間検査センターの双方において集荷員不足が顕
在化している．図５に示すエリアは，走行距離に対
して医療機関数が少なく，従来通り個別に集荷を行
うには非効率な地域である．これらの地域では，集
荷体制を一本化することで運行効率を高めるととも
に，将来的には民間検査センターから一部業務の移
管を受け，一定の業務量を確保する計画である．こ
れにより，双方の経営基盤の安定化を図り，持続可
能な運営体制の構築を目指している．以上の連携は，
単なる経営合理化策にとどまらず，地域医療を支え
る臨床検査体制を維持・強化するための戦略的取組

システム共同利用のメリット ソフトウェア費用の内訳

複数医師会でシステム更新を計画的に実施することで、
導入費用の値引きが可能

導入費用

同じ検査機器を使用すれば、基幹システムとの連携費
用は１回の開発費用と作業費のみ

分析機連携費用

運用を共通化すれば、パッケージの標準機能として実
装できるため、費用は不要

カスタマイズ費用

事業規模に応じたパッケージの価格帯パッケージ費用

図４

物流の効率化 非効率的な地域
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である．

Ⅶ．おわりに

臨床検査センターを取り巻く経営環境は，今後さ
らに厳しさを増すことが予想される．持続可能な事

業運営のためには，医師会間の相互協力と民間検査
センターとの戦略的連携を組み合わせた柔軟な経営
戦略が不可欠である．広島市医師会では，今後も環
境変化に的確に対応し，地域医療を支える臨床検査
体制の維持・強化に取り組んでいく所存である．
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○黒瀨座長（日本医師会常任理事）
これより各先生方へのご質問をお受けしたいと思

います．ご質問のある方は，大変恐縮ですが，マイ
クのところまでお越しいただき，ご所属とお名前を
おっしゃってからご発言をお願いします．いかがで
しょうか．
○枝國源一郎（佐賀県医師会専務理事／佐賀県健康
づくり財団副理事長）
すべて勉強になるご発表で，大変参考になりまし

た．齊藤先生にお尋ねいたします．災害時の検査部
門は今までおざなりになっていたと思いますが，今，
佐賀県でも臨床検査技師会が JMAT とも協力した
いということで，県と協定を締結したりしているよ
うですが，今後どのように検査につなげていくか，
検査の災害時のあり方についてご指導いただければ
と思います．もう 1 つ，医師会共同利用施設以外で
も，例えば被災後残った大病院の検査部門をうまく
利用するようなシステムを考えなければいけないと
思いますが，ご意見がありましたらお願いいたしま
す．
○齊藤典才（石川県医師会理事）

最初のご質問ですが，実際，まだ石川県行政と当
センターとで災害時の協定は結んでおりません．お
そらく，県は業務が多く繁忙のため，そこまで至っ
ていないのだと思いますが，佐賀県と同様，災害時
の協定は結ぶことになると思います．しかし，いろ
いろなパターンを考えなければいけません．能登半
島地震の時，金沢市はほぼ影響を受けませんでした．
金沢市で今後想定される地震は，富樫断層というの
が真下にあって，それによる発生確率は 12％ぐら
いです．ただ，その場合は我々も被災してしまうた
め，何もできないということになります．そのため，
現在進行形で考えているところです．
○枝國源一郎（佐賀県医師会専務理事／佐賀県健康
づくり財団副理事長）
被災後残っている医療機関間で検査の部分をどう

利用するかという話し合いは，全くされていません

か．例えば，災害があった地区でも一部の医療機関
で何とか検査ができたり，かかりつけ医が検査を臨
時でお願いする動きは，当時全くなかったでしょう
か．
○齊藤典才（石川県医師会理事）

能登半島の先端の地域は，開業医の先生方の機能
が少しずつ復活してきて，徐々に検体が出てくるよ
うになりました．残っている機能というのは，例え
ばどのような機能になりますか．
○枝國源一郎（佐賀県医師会専務理事／佐賀県健康
づくり財団副理事長）
例えば，能登半島の上の方の地区で，発災後 2 ～

3 日の間に一部の医療機関の検査部門だけ使えると
いう場合です．
○齊藤典才（石川県医師会理事）

例えば，珠洲市総合病院などの話でしょうか．
○枝國源一郎（佐賀県医師会専務理事／佐賀県健康
づくり財団副理事長）
そういうところに対して，残った一般開業医が金

沢市までは検査に行けないという時に，地元で残っ
ている資源を上手に使うようなシステムを今後つく
っていく必要があると思いますが，いかがでしょう
か．
○齊藤典才（石川県医師会理事）

昨年，実際に奥能登でそのような動きがあったか
どうかは把握していません．確かに金沢市まで寸断
された場合，珠洲市総合病院や輪島市民病院などで
検査をすることは，当然考えられることです．そう
いう時に備えて協定を結ぶことはあり得ることかも
しれません．BCP 策定の 1 つの選択肢になると思
います．
○枝國源一郎（佐賀県医師会専務理事／佐賀県健康
づくり財団副理事長）
ありがとうございました．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

他にどうぞ．
○楠原隆義（奈良市医師会理事）

1 年くらい前から奈良市総合医療検査センターの
担当理事をしておりますが，本当に山積みの問題が
あることがわかり，先生方のご発表を伺い，同じよ
うな課題を抱えているということがよくわかりまし
た．まず，齊藤先生にお聞きいたします．収益の中
の保険診療分の検体シェアが 35％ぐらいというこ
とで，一部の検体か，ほとんどの検体かはわかりま

第 2分科会 （検査・健診センター関係）  質疑応答

司会　佐　藤　雄　一
（群馬県医師会理事）
座長　黒　瀨　　　巌
（日本医師会常任理事）
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せんが，35％というのはかなり取っていると思いま
す．営業部門は何人体制で，どういう活動をして，
こういうことがすごく効果があったということがあ
れば，ご教示いただきたいと思います．
○齊藤典才（石川県医師会理事）

医師会臨床検査センターは民間検査会社に劣後し
ているので，営業部門の人材はとても重要です．私
は検査センターを担当して 10 年くらい経ちますが，
最初の人は営業にあまり向いていなかったため医師
会本体に移ってもらい，適任と思われる人を配置し
たところ，4 年ぐらい経ちますが，そこそこ契約を
取ってきてくれるようになりました．また，営業は
3 人体制で，誰かが病気で休んだ時は派遣会社に集
荷を依頼しています．先程の広島市医師会と民間検
査会社との共同事業の話は大変参考になりました
が，石川県はコロナの時にアルプと初めて協定を結
びました．民間検査会社と協力することは大事です
が，実際問題保険診療分で取り合いになっています．
○楠原隆義（奈良市医師会理事）

営業には，営業の人だけで行くのか，事務長や医
師会の理事など上の人と一緒に行く方が効果的だっ
たりしますか．
○齊藤典才（石川県医師会理事）

おそらく，それほど関係ないと思います．話好き
や世話好きで，いろいろな利点やベネフィットを話
せるなど，その人の個性，能力が重要ではないかと
思います．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

ありがとうございます．他にご質問はありません
か．
○岡本克実（高崎市医師会長）

本日は皆様ご来場いただき，ありがとうございま
す．高崎・地域医療センターの代表理事をしており
ます．山本先生にお伺いしたいと思います．当セン
ターもシステムの更新時期が迫っており，先生がご
提示された問題は当センターにとっても非常に大き
な課題と考えています．臨床検査のみならず健診シ
ステムなど，どの辺の範囲の共同利用を考えていら
っしゃるか，教えてください．
○山本匡（広島市医師会長／広島市医師会臨床検査
センター所長／広島市医師会理事）
臨床検査だけです．移し替えや検体運びなど，人

の手でやっていたものを自動化するという取組みで
す．

○岡本克実（高崎市医師会長）
複数の医師会で同じシステムを利用するというの

は，共通の器械利用を前提にシステム開発をすると
いうイメージでよろしいですか．
○山本匡（広島市医師会長／広島市医師会臨床検査
センター所長／広島市医師会理事）
4 つの段階に分けて導入し，なるべく人の手が入

らないような形で検査が進められるようにやってい
ます．
○岡本克実（高崎市医師会長）

本日のお話の中で，複数の医師会の共同利用とい
うお話がありました．
○山本匡（広島市医師会長／広島市医師会臨床検査
センター所長／広島市医師会理事）
これはハードの話で，当会だけでやっています．

本日のシステムの共同利用は，ソフトの方になりま
す．当センターも，元々はエスアールエルのシステ
ムを利用していましたが，今度はクラウドでやるか
ら外部組織である当センターはセキュリティの関係
で使えないと言われ，しかも保守契約をしていた会
社が撤退したため自主開発を余儀なくされました．
しかし，自分のところだけでは膨大な費用がかかる
ことから，他の検査センターと共同でやれば少しで
もコストを下げられるのではないかというところか
ら始まった話です．
○岡本克実（高崎市医師会長）

同じ状況の医師会が複数あったということでしょ
うか．
○山本匡（広島市医師会長／広島市医師会臨床検査
センター所長／広島市医師会理事）
ちょうどシステムの更新で困っていたため，一緒

にやりましょうとなった次第です．
○岡本克実（高崎市医師会長）

ありがとうございました．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

他にご質問はありますか．どうぞ．
○中西孝幸（姫路市医師会事務局長）

4 人の先生方にそれぞれ教えていただきたいと思
います．まず，田村先生にお伺いします．集配は医
師会の共同利用施設としてずっと無料で行うという
話ですが，検査センターは経営的に厳しい状況で，
集配も無料化するとより苦しくなると思います．姫
路市医師会臨床検査センターもギリギリの状況で，
会員のために無料化するとマイナスが増えます．マ
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イナスはどのようにカバーされていますか．
○田村仁（高崎市医師会副会長／高崎・地域医療セ
ンター業務執行理事）
高崎市の場合，特定健診の検体はすべて当センタ

ーで検査するということを行政と契約しておりま
す．そのため，特定健診の検体だけ出すのは面倒と
いうことで，他の検査も一緒に出す動機付けになり，
検査料を上げたり集荷料を別に徴収することなくや
っております．やはり，集荷は費用がかかるだけで
なく，手当が大変ということは共通していると思い
ます．その辺につきましても，今のところは非常勤
を使って，休みが出た時にも穴が開かないように何
とかやり繰りして，大きなマイナスにならずにやっ
ているのが現状です．
○中西孝幸（姫路市医師会事務局長）

どちらかというと，検査料でカバーされていると
いうことですか．
○田村仁（高崎市医師会副会長／高崎・地域医療セ
ンター業務執行理事）
検査料といいますか，特定健診を中心に，プラス

個別の検体検査を一緒に出してもらえることです．
○中西孝幸（姫路市医師会事務局長）

ありがとうございました．次に，齊藤先生にお伺
いします．10 年以上担当されていろいろと改革さ
れているというお話がありましたが，先生が中心と
なってされているのですか．
○齊藤典才（石川県医師会理事）

本日は出席しておりませんが，実は前の近藤会長
時代に，北國銀行からヘッドハンティングした方が
中心となっております．民間から来られた方は気づ
かないところに気づいてくれて，職員の働き方など
改善点が出てきます．
○中西孝幸（姫路市医師会事務局長）

そういう時には，例えばインセンティブや，逆に
ペナルティは導入されていますか．
○齊藤典才（石川県医師会理事）

明確なプラスやペナルティはありませんが，職員
の人事考課は考えているみたいで，まだ 2，3 年で
すが，少しずつ取り組み始めて，職員にはそういう
意識が多分あるのではないかと思います．
○中西孝幸（姫路市医師会事務局長）

ありがとうございました．それでは，水谷先生に
お伺いします．今回のご発表では，2040 年を見据
えた絵を描かれていましたが，役員の先生方が今後

の医師会共同利用施設のあり方を考える場所や機会
を，設けられていらっしゃいますか．
○水谷暢秀（静岡市静岡医師会副会長／静岡市静岡
医師会健診センター所長）
医師会の理事だけでなく，開業医の先生方も含め

た健診センターの運営委員会を月 1 回開催しており
ます．その 1 週間前に，私や健診センターの職員も
含めて運営委員会で協議する内容などを検討してお
りますので，将来のことも含めていろいろ検討する
場は設けております．
○中西孝幸（姫路市医師会事務局長）

職員も将来のことを真剣に考えられておられると
いうことですか．
○水谷暢秀（静岡市静岡医師会副会長／静岡市静岡
医師会健診センター所長）
参加されるのは各部署のトップの方ですが，放射

線部門や検査部門，看護師など，本当によりよい健
診のために，自分たちの職場環境もよくしたいとい
う思いが非常に伝わってくる意見を積極的に出して
くれますので，対応できるように考えているところ
です．
○中西孝幸（姫路市医師会事務局長）

ありがとうございました．最後に，山本先生にお
伺いします．姫路市も民間検査会社が 70％ぐらい
で，本会の方が完全に劣後しています．検査センタ
ーの競合他社との戦略的連携について，どのような
機会があって，どういう立ち位置の人たちが話し合
っているのですか．
○山本匡（広島市医師会長／広島市医師会臨床検査
センター所長／広島市医師会理事）
本日この会に一緒に参加している当検査センター

の事務部長は，元々エスアールエルから来られた方
で，ここ何年かは競合する民間検査会社の部長と個
人的に情報交換を続けられ，今回の話が出てきたと
聞いています．
○中西孝幸（姫路市医師会事務局長）

各部門に有能な職員がいる，あるいは有能な職員
と入れ替えるみたいなことをしないといけないとい
うことでしょうか．
○山本匡（広島市医師会長／広島市医師会臨床検査
センター所長／広島市医師会理事）
いわゆる検査技師などは能力があるに越したこと

はないですが，こと営業に関しては本当に人材が重
要です．なお，無理に辞めさせてはおりません．事
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務的によい方法で対応しています．
○中西孝幸（姫路市医師会事務局長）

ありがとうございました．
○田村仁（高崎市医師会副会長／高崎・地域医療セ
ンター業務執行理事）
先ほど申し上げるのを忘れましたが，実は，病理

診断部門で細胞診検査を立ち上げたのが非常に影響
が大きく，高崎市の子宮がん検診の個別検診も全例
当センターで請け負っています．それが収益にかな
りプラスになっていると思います．
○中西孝幸（姫路市医師会事務局長）

ありがとうございました．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

行政との協力で，検体数をしっかり確保されてい
るというご説明でした．何かご質問はありますか．
○鳴海善文（大阪府医師会保健医療センター所長）

水谷先生にお伺いします．CT・MRI の利用状況
が年間で 8,800 件というすごい数字で，ほぼフル稼
働だと思います．私どものセンターも一応フル稼働
ですが，多くは近隣の大病院からの委託検査です．
水谷先生のところのセンターは，医師会員からの症
例だけでそれだけの数をこなされているのですか．
○水谷暢秀（静岡市静岡医師会副会長／静岡市静岡
医師会健診センター所長）
一部脳ドックからの件数も含まれていますが，多

くは開業医の先生方からの紹介です．
○鳴海善文（大阪府医師会保健医療センター所長）

それは，例えば宣伝活動などはされているのですか．
○水谷暢秀（静岡市静岡医師会副会長／静岡市静岡
医師会健診センター所長）
特別なことはしておりませんが，幸いなことに集

まってまいります．
○鳴海善文（大阪府医師会保健医療センター所長）

私どもは脳ドックや膵ドック，前立腺ドック，肺
ドックを実施していて，かなり高収益ですが，実際
に膵ドックや前立腺ドックを行っている施設はあま
りないと思います．脳ドック，肺ドックだけで大体
どれぐらいの割合になりますか．
○水谷暢秀（静岡市静岡医師会副会長／静岡市静岡
医師会健診センター所長）
脳ドックはそれほど多くなく，年間 300 ～ 400 件

くらいだと思います．肺ドックは，CT は結構依頼
が多いと思いますが，MRI は稼働率ほぼ 150％で，
CT は短時間で撮れるため 5，6 割です．

○鳴海善文（大阪府医師会保健医療センター所長）
ありがとうございました．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

その他よろしいですか．
○桃木茂（埼玉県医師会常任理事）

本日 4 人の先生方，ご講演ありがとうございまし
た．私の方から，まずお 2 人の先生にお伺いしたい
と思います．齊藤先生，ICT を活用した問診票につ
いてお話がありましたが，問診票を導入するに当た
り ICT を入れるということで，後期高齢者の方は
医療機関で入力しないと難しいと思いますが，問題
点はなかったでしょうか．
○齊藤典才（石川県医師会理事）

問題点は多々ありました．私はあまり関わってお
りませんが，導入した 5 月は医療機関からいろいろ
連絡があったそうです．ただ，1 か月経過するごと
に安定してきて，今はそれほど大きな問題はないよ
うです．
○桃木茂（埼玉県医師会常任理事）

私はさいたま市ですが，医療機関で事務職員や看
護職員がそばについて入力していくという状況で，
会員から非常にクレームが出ております．
○齊藤典才（石川県医師会理事）

全国で開催される様々な集会に参加した感じで
は，石川県は遅いと思っていましたが，埼玉県はま
だですか．
○桃木茂（埼玉県医師会常任理事）

埼玉県は全然遅いです．ありがとうございました．
次に，水谷先生にお伺いします．特定健診を全て先
生の健診センターでされているわけではないです
ね．
○水谷暢秀（静岡市静岡医師会副会長／静岡市静岡
医師会健診センター所長）
そうではありません．
○桃木茂（埼玉県医師会常任理事）

開業医の先生のところで特定健診を個別で実施さ
れているということですか．
○水谷暢秀（静岡市静岡医師会副会長／静岡市静岡
医師会健診センター所長）
それも入っています．開業医の先生のところはそ

こで実施しているということです．
○桃木茂（埼玉県医師会常任理事）

それ以外の住民健診を受けているということです
か．



57

○水谷暢秀（静岡市静岡医師会副会長／静岡市静岡
医師会健診センター所長）
特定健診の方も中にはいらっしゃいますが，企業

の健診がメインです．
○桃木茂（埼玉県医師会常任理事）

ありがとうございました．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

まだまだご質問も尽きないかと思いますが，この
後懇親会もございますので，その場でもお話しいた
だければと思います．最後に，2040 年問題という
ことで，既にあと 15 年しか残っていませんが，先
生方の 2040 年に向けた抱負を一言ずつお聞かせい
ただければと思います．
○田村仁（高崎市医師会副会長／高崎・地域医療セ
ンター業務執行理事）
やはり，健康リテラシーについての宣伝活動を，

医師会中心に行っていくことです．特に退職後，事
業者健診から外れてしまった方々をいかに，また短
時間労働あるいは非正規労働が多い女性の健康を守
るためにどうしたらよいかなどです．
○齊藤典才（石川県医師会理事）

石川県医師会は，石川県の精度管理調査事業を担
い続けており，当臨床検査センターは今後も継続し
て実施していかなければなりません．その中でセー
ルスを頑張るなど，地道な作業で生き残っていくこ
とだと思います．
○水谷暢秀（静岡市静岡医師会副会長／静岡市静岡
医師会健診センター所長）
これまでは本当に右肩上がりで順調でしたが，

2040 年で生産年齢人口が減ると，企業健診の数も
減ってくることが予想されます．さらに，現在の物
価高騰等の影響もあり，これまで通りというのはか
なり厳しいと思います．何とか今の状態を維持でき
るよう工夫してまいりたいと思います．
○山本匡（広島市医師会長／広島市医師会臨床検査
センター所長／広島市医師会理事）
広島市医師会としては，臨床検査センターについ

ては先ほどお話しした通りです．ただ，それ以外に
夜間急病センターや公設民営の市民病院，それから
別法人で社会福祉法人を運営しています．今後，お
そらく高齢者救急が問題になり，県病院とＪＲと中
電と高精度放射線センターが一緒になって，医療提
供体制の再編が行われますので，そういうところと
どう連携していくか考えていきたいと思います．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

ありがとうございました．本日は本当に示唆に富
む素晴らしいご講演をいただきました．改めて皆様
方，拍手をお願いしたいと思います．最後に，先ほ
ど松本会長の講演にもありましたが，いわゆる集荷
料の問題に関して皆様方からアンケートを頂戴いた
しました．改めて御礼を申し上げたいと思います．
明日，全体討議の中で 5 分ほど時間をいただき，そ
の結果についてまずは概要をご説明させていただき
たいと思います．ありがとうございました．
○佐藤雄一（群馬県医師会理事）　
　座長の黒瀨先生，シンポジストの田村先生，齊藤
先生，水谷先生，山本先生，ありがとうございまし
た．以上をもちまして第 2 分科会を終了いたします．
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Ⅰ．はじめに

介護医療院は，2018 年に創設され，長期療養を
必要とする要介護者に対して施設サービス計画に基
づいて，療養上の管理，看護，医学的管理の下に，
介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活
上の世話を提供する施設であり，主に医療療養型病
床からの転換先として位置づけられている．

2022 年度診療報酬改定により地域包括ケア病床 3
に在宅復帰率の要件が追加されたことで，当院では
地域包括ケア病床在宅復帰率を大幅にアップする必
要に迫られ，何らかの対応が求められることになっ
た．

病棟再編成による収支の試算により，介護医療院
開設が最も収益性が高い結果となり，2023 年 4 月
に介護医療院を開設した．

開設から 2 年が経過したので，介護医療院の現状
と課題を評価し，そして，その展望について報告す
る．

Ⅱ．介護医療院開設までの経緯

由利本荘医師会病院は，敷地面積約 2 万平方メー
トルの由利本荘市福祉エリアにあり，由利本荘看護
学校を併設している．介護医療院を開設するまでの
病棟構成は，1 階が 50 床の障害者病棟，2 階が 15
床の地域一般病床と 35 床の地域包括ケア病床 3，3
階が 50 床の療養病棟であった（図１）．

2022 年度診療報酬改定により，地域包括ケア病
床 3 に波線の楕円形で示してあるように在宅復帰率
70％の要件が追加されたことにより，その時点での
当院の地域包括ケア病床在宅復帰率が 40％前後で
あったことから，何らかの対応が求められることに
なった（図２）．

第 31回全国医師会共同利用施設総会

　　メインテーマ「地域に根ざした医師会共同利用施設のあり方
～ 2040 年問題が及ぼす影響と対策」　　

第 3分科会（介護保険関連施設関係）

司会　小中　俊太郎（群馬県医師会理事）

座長　本間　博（岩手県医師会長／日医医師会共同利用施設検討委員会委員長）

シンポジウム
1．由利本荘医師会病院介護医療院（秋田県）

「介護医療院開設二年が経過して～現状と課題，そしてその展望～」

秋田県医師会理事　由利本荘医師会理事　由利本荘医師会病院副院長

土　田　昌　一

2022年度診療報酬改定後の地域包括ケア病床の評価

図 ２

図２

病床数入院基本料等施設基準病棟
50床障害者等施設入院基本料（10：1）１Ｆ

15床地域一般入院料１２Ｆ

35床地域包括ケア病床（管理料３）

50床療養病棟入院基本料２３Ｆ

2023年3月31日まで病棟編成

由利本荘市福祉エリア

由利本荘医師会病院

由利本荘看護学校

図 １

図１
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病棟を再編するに当たり，幾つかの条件で試算を
行った（表１）．

なお，稼働率は前年度の 2021 年度を用いた．下か
ら 3 行目，病棟再編成を行わない場合では，40％前
後の在宅復帰率から逆算すると地域包括ケア病床は
35 床から 13 床へ減らさざるを得ない．病床 50 床
のため，残りの 37 床が地域一般病床となるが，37
床では平均在院日数を維持することができず，地域
一般病床 1 から 3 に引き下げることになり，右端の
年間収支がマイナス 1 億円程度と見込まれた．

下から 2 行目，Ａは医療のみで対応し，地域包括
ケア病床 1 を 13 床，具体的には難しいのであるが，
3 階の療養病棟 2 も何とか 1 に引き上げられたとし
てもマイナス 5,000 万円程度と見込まれた．

最下段のＢは介護医療に移行した場合となる．介
護医療院が在宅扱いになることから，在宅復帰率の
増加が見込まれ，地域包括ケア病床は 35 床のまま
地域包括ケア病床3から1の基準に引き上げられる．
そうすることで，介護医療院の単価は低いもののマ
イナスにならない見込みとなった．

以上の結果から，2022 年 6 月療養病床 2 を介護医
療院へ移行する方針となり，翌年の 3 月 20 日秋田
県知事から開設が認可され，4 月 1 日から開設とな
った．

Ⅲ．介護医療院の現状

介護医療院の提供するサービスは，治療から介護，
終末期までの対応である．医療サービスとしては，
医師や看護師が常駐し，継続的に医療を提供してお
り，終末期ケアとしては，看取りを含むケアを
ACP に基づいて支援を行っている．その他，プラ
イバシーや生活の質にも配慮した環境を整えること
も求められている（表２）．

施設の類型はⅠ型とⅡ型に分類されるが，当施設
の類型はⅠである（図３）．

右側にⅠ型の要件を満たす重症者と医療療養処置
の内容と割合，そして，ターミナルケアの割合を示
してある．なお，当施設では，生活機能の維持改善
を目的とするリハビリについて，作業療法士が主体
に実施している．

折れ線グラフを見ると，重症者割合は 60％以上，
医療療養処置割合は 50％以上，ターミナルケア割
合は 10％以上であり，全ての要件がクリアされて
いる．

入所者は，全て地域包括ケア病床からの入所であ
った．2 年間の退所内訳を見ると，124 例中 100 例
で約 80％が死亡退所であった．転院と特養入所が 9
例と 8 例で約 7％，自宅退所は 3 例のみであった（図
４）．

開設後の実績を示す．
棒グラフは，入所者の要介護度別の月ごとの延べ

人数を示してある．要介護 4 と 5 の入所者が大多数
を占めており，要介護 3 の入所者がゼロの月もあっ
た．折れ線グラフは月別の稼働率の推移であるが，
開設時から約 10 か月間は 70％台であったが，2024
年 2 月から 80％近くで推移するようになった（図５）．

介護医療院は治療から介護、終末期まで対応

表 ２

表２

UPUP

35

在宅復帰率70％を満たすため、
１日単価の高い地域包括が
35→13床に減る

病床数が増えることにより、満
たせない規準（平均在院日数）
があり単価が下がる

基準を満たせない規準（対象
疾患）があり単価が下がる

病棟再編成による試算

地域包括１ 地域包括３ 地域一般１ 地域一般３ 障害者10：1 障害対象外 療養１ 療養２ 介護医療院

１日単価 32,000 28,000 23,000 21,000 20,000 17,000 19,000 17,000 15,000

稼働率

現 状 35 15 50 50

病棟再編成を行わない場合 13 37 35 15 50 ▲102,283千円

A
地域包括３→１
医療療養２→１ 13 37 35 15 50 ▲54,739千円

B 介護医療院＋地域包括３ 15 35 15 50 ＋5,433千円

慢性期

17,399

95.6%98.0% 84.8% 79.3%

病棟再編成収支試算

R3年度在院数より稼働率を算出
回復期 慢性期

12,485 4,632 14,432

表 １

表１

介護医療院（Ⅰ型）適合要件割合
（％）

・重症者割合≧50％
重篤な身体的疾患を有する者
及び認知症高齢者
（悪性腫瘍、パーキンソン病
関連疾患など、認知症の
日常生活自立度Ⅲb以上）

・医療処置割合≧50％
末梢点滴治療、インスリン投与
褥瘡治療、酸素投与、経管栄養
持続モニターなど

・ターミナルケア割合≧10％

・生活機能を維持改善する
リハビリを行っている
など

図 ３

図３
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折れ線グラフは，前のスライドと同じ稼働率を示
す．棒グラフは月別の収入を示してあるが，稼働率
が 80％を超えるようになった 2024 年 2 月から月
2,000 万円を上回るようになった（図６）．

次に，介護医療院開設前の収支予測と開設後の実
績を比較検討した（表３）．介護医療院が在宅とし
て扱われることから，在宅復帰率が 80％を超え，
現在の病床数のまま，地域包括ケア病床 1 が算定で
きる結果となった．2023 年度は介護医療院への転
換を優先したために単価は低めであったが，2024
年度は介護医療院の加算を積極的に取得したこと，
地域包括ケア病床を有する病棟でベッドコントロー

ルの見直しを効果的に行った結果，試算以上の 1 日
単価の増加を認めた．稼働率についてはアフターコ
ロナによる医療機関の受診控えや人口減少の進行な
どにより，2023 年度，2024 年度ともに予測より低
い結果であった．

しかしながら，入院収入について見てみると，
2024 年度は試算よりも高い単価となり，収入はマ
イナスであるものの試算額とほぼ一致する結果であ
った．

介護医療院の医療と介護の DX について検討し
た．医療面においては，現在のＳ社製電子カルテシ
ステムでスムーズな運用になっている．しかし，Ｓ
社に介護ソフトの現有がなく，介護ソフトと電子カ
ルテシステムの連携がスムーズに進むことを条件
に，Ｓ社提案のＦ社製の介護ソフトを導入したが，
両者の連携はなされておらず，ケアマネジメント業
務をはじめ，ライフ管理や介護会計システムなど，
電子カルテ上での情報共有はなされておらず，課題
解決の道のりは遠いと言わざるを得ない（図７）．

Ⅳ．現状の課題と取り組み

1）収益性について（表 4①，②，③）：
収益面からは，現在 80％前後の稼働率を 90％前

稼働率・月別収入の推移
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図 ６

図６

介護・医療のシステム連携の実際

～F社～

• ケアマネジメント業務

• LIFE管理

• 介護会計システム

～S社～

電子カルテシステム 患者/利用者
共通する
基本情報

LIFE：Long-term care Information system For Evidence（科学的介護情報システム）

由利本荘医師会病院

図 ７

図７

要介護度・稼働率の推移
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介護医療院転換前の収支予測と転換後の実績比較

9

地域包括１ 地域一般１

病床数 35 15

１日単価 32,000 23,000

稼働率 98.0% 84.8% 収入見込額

年間収入 400,624千円 106,824千円 724,523千円

2023年度１日単価 30,377 22,713

2024年度１日単価 32,586 23,397

2023年度稼働率 91.79% 76.66%

2024年度稼働率 91.61% 70.12% 収入実績 見込額との差

2023年度入院収入 356,200千円 95,327千円 682,394千円 ▲42,129千円

2024年度入院収入 381,351千円 89,820千円 718,788千円 ▲5,735千円

217,075千円

転
換
後
実
績

16,133

16,933

74.24%

79.75%

230,867千円

247,617千円

転
換
前
試
算

収支予測
２病棟 3病棟

介護医療院

50

15,000

79.3%

表 ３

表３

老健自宅ショート特養転院死亡
13389100

死亡
81%

転院
7%

特養
7%

2023.4〜2025.3退所内訳退所内訳（2023/4～2025/3）

（人）

図 ４

図４
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後までの増加を目指して外部からの入所を受け入れ
ることにして，病院のホームページに介護医療院に
ついて掲載し，入所までのフローチャートを作成し
た．

次に，加算取得や減算回避について，口腔衛生加
算を 2024 年 6 月から，2025 年 3 月下旬にインカム
を導入して 4 月から生産性向上促進体制加算を開始
した．また，経口摂取している入所者で摂食障害が
あり誤嚥が認められる対象者に，2025 年 4 月から
経口維持加算を開始した．この加算には，多職種（医
師，看護師，管理栄養士，言語聴覚士を含む理学療
法士 / 作業療法士，介護職員，ケアマネジャー）共

同による経口維持計画書の作成が求められる．
さらに，減算回避のため定期的に委員会を開催し，

指針を整備し，研修を行うなど，体制を整えている．
特に身体拘束廃止未実施減算は，入所者全員の所定
単位から 1 日当たり 10％削減されることから絶対
に回避しなくてはいけない．

加算取得の結果として，一定の体制やサービスの
充実が求められ，個別的ケアの安全や質の確保につ
ながっており，また介護職員の定着や意欲向上が図
れることなどが挙げられる．

医療内容の見直しについては，医療資源の削減や
単価のアップなどを図るために，ご家族の同意を得
て中心静脈から経管栄養への変更，ポリファーマシ
ーの是正，尿路感染や誤嚥性肺炎などの感染症で病
態が重症な場合，由利本荘医師会病院に入院して治
療を行うことなどを考えている．

2）システムについて（表 5①，②）：
業務の効率化・集約化・標準化などの観点から，

システム面において幾つかの取り組みを行った．そ
の代表例を示す．

第一に施設の多職種の意見を踏まえて，開設当初

現状・課題とその取り組み

１．収益性について
１）稼働率の向上

現在80％前後であるが、今後90％前後までの増加を目指す。

これまでは、地域包括ケア病床からの退院入所が100％であったが、

外部からの入所を受け入れるために、病院のホームページに

介護医療院について掲載した。

２）加算取得や減算回避
・口腔衛生管理加算（110単位/月）：

2024年６月から算定開始した。

・生産性向上促進体制加算（10単位/月） ：

介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進。

2025年３月下旬からインカム導入して、２０２５年４月から算定開始した。 表 ４ ①

表４①

・経口維持加算（400単位/月）:

２０２５年４月から算定開始した。

経口摂取している人で、摂食障害を有し、誤嚥が認められる

入所者が対象。多職種共同による経口維持計画書の作成を要する。

・身体拘束廃止未実施減算の回避：

入所者全員の所定単位から 10％/日減算される。

・高齢者虐待防止措置未実施減算の回避

など

＊加算取得の効果

一定の体制やサービスの充実が求められ、個別的ケアの安全性や

質の確保に繋がっており、また、介護職員の定着や意欲向上

が図られることなどが挙げられる。

表 ４ ②

表４②

２. システムについて

１) 業務の効率化・集約化・質の向上

・ 開設一年が経過した時点で、それまでは、地域包括ケア病床の

主治医が入所後も担当医となっていたが、 固定の担当医２人制に

変更した。

・インカム導入の効果

①施設内のリアルタイムの情報交換が可能で、チーム対応の強化

に繋がる。

②移動中のコミュニケーションが可能で、業務効率が向上する。

③緊急時対応に有効である。

④施設内の静寂化。

など

表 ５ ①

表５①

３）医療内容の見直し

・中心栄養静脈から経管栄養への変更

・ポリファーマシーの是正

・尿路感染や誤嚥性肺炎などの感染症で病態が重症の場合、

由利本荘医師会病院に入院

など

表 ４ ③

表４③

２）医療と介護システム（DX）の連携

医師・看護師・介護福祉士・リハ療法士・管理栄養士は電子カルテを

施設CMはパソコンにて介護ソフトを使用 している。

入所者の医療情報は電子カルテシステムの中で 他職種間の情報

共有は迅速に可能であるが、医療と介護システムの連携はなされ

ていない。

これについては、両者の現場ニーズの違いや地域連携の仕組みが

未整備でベンダーでの開発も進んでいないのが現状であり、連携に

ついては多くの問題を残している。

表 ５ ②

表５②
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から由利本荘医師会病院常勤医 8 名が入所後も担当
医を担っていたが，開設 2 年目に入る 2024 年 4 月
から担当医 2 名制に変更した．

また，2025 年 3 月下旬にインカムを導入した．そ
の効果として，以下のことが挙げられる．

①施設内でのリアルタイムの情報交換が可能で，
チーム対応の強化につながる．

②移動中でのコミュニケーションが可能で，業務
効率が向上する．

③緊急時対応に有効である．
④施設内の静寂化につながる．
介護医療システムの連携については，入所者の医

療情報は電子カルテシステムで多職種間の情報共有
は迅速に可能であるが，医療と介護システムの連携
はなされていない．これについては，両者の現場ニ
ーズの違いや地域連携の仕組みが未整備で，ベンダ
ーでの開発も進んでいないこともあり，両者の連携
には多くの問題があり，現時点で困難である．

Ⅴ．今後の展望

2040 年問題とは，我が国の高齢者人口がピーク
（65 歳以上の人口比率約 35％）を迎え，社会保障や
労働力の低下により地域社会に深刻な影響を及ぼす
とされる課題のことである．

秋田県の高齢化率は既に 35％を超え，高齢者の
人口は既に減少が始まった．このような中で，医療・
介護施設が生き残るためには，質の向上と経営の工
夫が重要であることは言うまでもない．

質の向上として，今まで述べた課題解決の他に嚥
下・褥瘡・感染管理などのケア管理の強化や，看護
師や介護職員の人員定着や専門性の強化などが必要で
ある．また，経営の工夫として，制度改定に柔軟な
経営の効率化や加算の取得の徹底などが挙げられる．

このような取り組みの中で，地域医療機関との連
携を取りながら，地域で「選ばれる施設」となるこ
とが求められている．

Ⅵ．まとめ

当院では，2022 年度診療報酬改定により，地域
包括ケア病床 3 に在宅復帰率 70％の要件が追加さ
れたのに伴い，幾つかの条件で試算を行った結果，
2023 年 4 月に療養病棟（50 床）を介護医療院（50 床）
Ⅰ型に転換した．

年 度 別 稼 働 率 は，2023 年 度 74.2 ％，2024 年 度
79.8％であった．2024 年 2 月から 80％で推移する
ように増加した．目標は 90％であり，外部からの
入所を受け入れるための施設内での体制を整え，病
院のホームページに介護医療院について掲載した．

入院収入についてみると，2024 年度は稼働率が
試算より 10％ほどマイナスであったが，単価は試
算より高くなり，収入試算とほぼ一致する結果とな
った．

現在，由利本荘市の高齢化率は 36％を超えてお
り，2040 の高齢化率は 41.8％の見込みで，総人口
は約 5,6 万人規模まで減少する推計になっており（由
利本荘公式サイト），なお一層の超高齢化・人口減
少に向き合うことになる．

生産年齢人口は減少し介護福祉の担い手不足が構
造化し，介護需要は重症化かつ長期化することが推
測される．このような状況で，医療・介護資源は広
域連携と在宅基盤にシフトし，病院依存から在宅・
介護施設の分散が進むことになるであろう．

それに対応するために，講演の今後の展望でも述
べたように，地域医療機関との連携を取り，地域で

「選ばれる施設」となることが肝要である．
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I．はじめに

2040 年を見据えた医療と介護の在り方として，
一般社団法人水戸市医師会の共同利用施設である

「訪問看護ステーションみと」の直面している課題
と取組みについて報告する．

Ⅱ．水戸市の現状

水戸市は，茨城県の県央地域に位置する県庁所在
地で，人口 26 万 7 千弱，中核市である．高齢化率は，
国，県と同様に推移しており，今後 2040 年に向け
徐々に総人口，生産年齢人口，年少人口は減少，そ
して高齢者人口が増加してくる（図１）．要支援・
要介護認定者数も高齢者人口の増加に伴い，増加の
一途をたどっている．2040 年の要支援・要介護認
定者数は，19,110 人と推計されており，高齢者人口

の 24.3%，すなわち高齢者 4 人に一人が要支援・要
介護認定者であると予想されている（図２）．

Ⅲ．訪問看護ステーションの課題と取組み

水戸市では訪問看護ステーションの数が年々増加
しており，高齢者人口に対する事業所数は，全国平
均を上回っている（図３）．但し，その数が充足し
ていれば，地域共生社会が実現するわけではない．
新規や閉所事業所の変化が多いこの業界で訪問看護
サービスの質は大丈夫なのか，高齢者，市民，社会
的ニーズに即しているのか，水戸市に一極集中する
ことによって周辺医療圏とのバランスは取れている
のか，さらには，おおむね 30 分以内に必要なサー
ビスを提供される日常生活圏を対象地域とする地域
包括ケアシステムに合致するのかなど，大変多くの
課題を抱えている．
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「水戸市医師会訪問看護ステーションみとの取組み～ 2040 年を見据えた医療と介護の在り方～」
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また，職員の確保も重要な課題である．水戸市医
師会「訪問看護ステーションみと」は，現在，看護
師 16 名，作業療法士 1 名を有する茨城県内で最も
職員数の多い事業所である（図４）．業務は，24 時
間対応，小児から高齢者までを対象とし，ほぼ全て
の在宅ケアに対応し，訪問看護指示書は市内外合わ
せて約 70 医療機関よりいただいている．職員の年
齢構成は，60 代が 2 名，50 代が 8 名と，全体の半
数を超えており，ここ 10 年，15 年後のステーショ
ンの将来を考えていく上では，若手職員の確保はも
ちろんだが，多様な就労促進というものが重要事項
となってきている．

この点は人口構成の推移と関連し，「訪問看護ス
テーションみと」だけの問題ではない．60 歳前後，
またそれ以上の看護師は，プラチナナースと呼ばれ
ているが，厚生労働省のデータによると，60 歳以
上の看護職員の割合は年々増加しており，2022 年
には 12.8％，55 歳以上のプラチナナースが約 38 万，
過去 20 年間で約 4 倍に増加している（図５）．我々
は，看護・介護する側もされる側も高齢化していく
という現実に直面してきている．

そして，訪問看護師の需要は非常に多く，現在
12 万人が必要な推計を厚生労働省は出しているが，

今のところ 7 万 6,000 人にとどまっている．その対
策の 1 つとして，茨城県看護協会による訪問看護支
援事業がある．これは病院完結型から地域完結型医
療への方針に向かって，医療機関の看護師と訪問看
護師間の理解を深め連携を図っていくための研修を
実施している．内容は訪問看護入門編から在宅療養
支援，専門性の高いケア，小児，重症心身障害児，
難病，終末期や精神疾患への対応，そして管理者研
修まで多岐にわたる密度の濃い授業となっている．
さらに，全国に 69 万人を超えると言われている潜
在看護職員への働きかけも重要である．潜在率の高
いプラチナナース世代の活躍の場として，豊富な経
験と知識，コミュニケーション能力が求められる在
宅医療や介護サービスの分野は大変期待度が高くな
る．訪問看護支援事業は，復職支援，就労移行がス
ムーズに行われるような入口を目指している．

ここで，「訪問看護ステーションみと」の経営面
に目を向けてみる．利用者数は，新型コロナウイル
ス感染症対策の様々な制限による影響と周辺事業者
数の増加に伴い，医療保険と介護保険ともに減少傾
向にあったが，ややここのところ持ち直してきてい
る（図６）．同様に，訪問回数も減少傾向から横ば
いになってきてはいるが，まだ財務状況は好転せず，

水戸市医師会訪問看護ステーションみと職員構成

看護師 作業療法士 事務 介護支援専門員 在宅医療・介護
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厳しい現状が続いている（図７）．訪問看護ステー
ションの収入は，99％医療保険と介護保険による訪
問看護の報酬になり，訪問看護の利用者数と利用回
数に左右される事業である．一方で，支出費用の
80％は人件費となるが，医科診療報酬と介護報酬が
抑えられ，労働人口減少による人手不足や最低賃金
の引き上げなどが関わり，人件費が高騰していけば，
おのずとこの事業は立ち行かなくなる．この対応と
しては，水戸市内外の医療機関，居宅介護支援事業
所への営業活動を通じ，より身近に感じていただけ
る，選ばれる訪問看護ステーションになっていく必
要がある．

さて，「高齢者の急増」から「現役世代への急減」
に局面が変化していく 2040 年に向かって，医療・
介護サービスを確保していくためには，医療従事者
の働き方改革もうたわれている中で，様々なテクノ
ロジーの活用による生産性の向上は必須となる．ま
た，必要な人材確保については社会の活力を維持し
ていくために，年齢，性別，人種を問わない多様な
就労促進が求められていると考えている．

テクノロジーの活用の一つとして，今年度より「訪
問看護ステーションみと」では，訪問看護ステーシ
ョン管理システムを見直しして，タブレット端末を
導入した．今までは目と耳と手と足で行っていた業
務を ICT 化し，機器のできることは機器で，今後
はオンラインでの看護，健康相談，食事指導や主治
医との診療支援，サービス担当者会議などに活用で
きるように検討していく予定である．今まで休日夜
間当番の看護師は緊急連絡があった際，患者の情報
を得るために事務所に戻り確認する必要があった
が，タブレット端末の導入により，いつでもどこで

も情報の確認が可能となった．また，書類作成など
の記録，申し送りなどの報告に要する時間が短縮し，
事務作業は減少している．残業時間の短縮にもつな
がり，職員行動の把握も容易となり，管理者として
のメリットも大きいと考えられる．一方で，情報漏
えいのリスクや機器破損などに対する不安感，VDT
作業による眼精疲労などの声がスタッフからは上が
っている．これに対しては，情報機器の適切な管理
を周知し，さらには労働衛生管理を的確に指導して
いくことにより対応している．

積極的に人材確保していくためには，看護職自身
の訪問看護に対する意欲を高めるため，昭和ではな
い，令和の時代に即した労務環境の整備が必要とな
る．また，キャリアアップにつながる適切な評価と
地位向上が求められてきている．診療報酬と介護報
酬の上昇は大前提ではあるが，本気度を示す待遇改
善，柔軟な雇用条件，例えば事務所・事業所を要さ
ない，いわゆる直行直帰を可能とする働き方を検討
していきたい．

これからの課題としては，利用者の満足度を向上
させるサービスの向上，高齢者・市民・社会的ニー
ズへの柔軟な対応，周辺医療圏へのバランス，地域
包括ケアシステムの中での明確な位置付け，そうい
ったものが十分に必要になる．これには日本医師会
の提言にもある医療 DX を活用し，適切な情報連携
や業務の効率化を進め，コンプライアンスを確保し，
安全・安心でより質の高い訪問看護を提供すること
を目指していかなければならないと考えている．

Ⅳ．まとめ

2040 年に向かい，高齢化や人口減少が進み社会
基盤は弱体化してくる．そこで，孤立せずに生活が
送ることができる地域共生社会の実現には，地域で
の医療・看護・介護福祉等総合的な支援体制が必須
となる．特に，看護支援は，健康維持，傷病悪化予
防から，最期まで暮らすことができるようにしてい
く上で，重要な役割を持ち，訪問看護ステーション
は地域共生社会の実現に不可欠な社会資源の一つと
なっている．水戸市医師会「訪問看護ステーション
みと」は，地域の中でリーダーシップを取れるよう
な役割を果たせるよう，行政と連携しながら発展さ
せていきたい．
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Ⅰ．はじめに

2040 年問題に向けた対応という方向性は他の演
題と同様であるが，本講演ではこれまで議論されて
きた施設の運営とは少し異なる視点から論じたい．

周知の通り，医師会共同利用施設とは，医師会が
主体となり設立・運営し，地域の医師会員が共同利
用を図る施設である．しかし，将来的な社会情勢や
人口構造の変化を鑑みると，医師会共同利用施設の
経営・運営が必ずしも盤石であるとは言えない．し
たがって，従来のような「施設」に限定せず，医師
会が行う「事業」や，医師会員が利用するだけでな
く，医師会同士が協働して行う形態も検討すべきで
はないかと提案するものである．

今回，「東京都在宅医療推進強化事業」の実施に
あたり，使用される ICT システムの機能強化を各
地区医師会の「共同開発」という形で進めることが
できた．これはまさに医師会同士の協働に該当する
事例と考えられ，今回報告させていただく．

Ⅱ．東京都の現状と課題

特別講演でも触れられていたように，2040 年の
人口構成を考えると，大都市型では高齢人口の増加
が続く一方で，生産年齢人口は減少する．過疎地域

型では生産年齢人口も高齢人口も減少し，いわゆる
「人口減少社会」となるなど，地域によって変化の
形は様々となる．当然ながら高齢者の増加に伴い，
医療と介護の複合ニーズや在宅医療の需要は増加す
る．

東京都においては，2040 年過ぎまで総人口は変
わらない状態が続く一方で，高齢人口は増加してい
く．高齢化率は約 29％の高止まりが 2050 年過ぎま
で続き，医療・介護の複合ニーズが増加する一方で，
東京都では高齢者のみの世帯，高齢独居，認認世帯
といった家庭介護力の乏しい世帯の増加が課題とな
る．その対策の一つとして打ち出されたのが，「在
宅医療の推進」である．

Ⅲ．東京都在宅医療推進強化事業と ICTシステム

令和 5 年度より 3 か年の東京都補助事業として，
「東京都在宅医療推進強化事業」が行われている．
本事業は 2 つの柱で構成されている．1 つは地域にお
ける「24 時間診療体制の構築」であり，もう 1 つは「デ
ジタル技術を活用した医療 DX の推進」を図るとい
うものである（図１）．なお，この事業自体は，令
和 8 年度からは各自治体の補助事業へ移管される予
定となっている．

本事業の柱である「24 時間診療体制の構築」を
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進めるためには情報共有が必要であり，そのために
は ICT システムによる連携が不可欠である．東京
都における ICT システムの現状を振り返ると，平
成 28 年に「東京都在宅療養推進基盤整備事業（多
職種ネットワーク構築事業）」が実施され，各地区
医師会に ICT システムの導入が進められた．しか
し当時は，Medical Care Station（以下 MCS））や
カナミックネットワーク，バイタルリンク，その他
地域独自のシステムなど，多様なシステムが導入さ
れた結果，東京都全体がモザイク状となり，隣接地
区ともつながらない状況が発生してしまった．それ
から 7 年が経過し，本事業の開始にあたり再調査を
行ったところ，結果的には MCS が多く利用されて
いることが判明した（図２）．

Ⅳ．MCSの機能的限界と共同開発への転換

東京都全体において利用が拡大していた MCS で

あるが，MCS は本来「患者グループを中心とした
コミュニケーションツール」である．主に在宅の主
治医が中心となり患者グループを作成し，そこへ訪
問看護師・ケアマネジャー・介護士等の多職種を招
待して情報連携を図る設計となっている．

しかし，今回の在宅医療推進強化事業の場合，定
常的な業務ではなく，在宅主治医の不在時や連絡不
通時に発生する「突発的な事象」への対応が求めら
れる．既存の MCS の仕様では，こうした緊急時に
管理者が不在の場合につなぐことができず，このま
までは本事業への活用に問題があると考えられた．

これについて，MCS の運営会社であるエンブレ
ース社とも協議した結果，対応すべき地区医師会が
多く，個別の対応では調整や開発の手間がかかり，
また費用も増大することから，各地区医師会の意見
を集約し，費用を按分することで効率的な機能強化
を図る「共同開発」の方向性が定まった（図３）．

まず，各地区医師会に対し，共同開発についての
意向調査を実施した．様々な意見はあったが，希望
する医師会を集め，機能強化の共同開発に向けての
協議を開始した．ただ，調整事項も多岐にわたるた
め，ここから先の共同開発の実務については，一般
社団法人全国医療介護連携ネットワーク研究会（以
下，医介連）に委任し，進めることとなった．

Ⅴ．共同開発の実践と「チーム機能」の実装

今回の「MCS 機能強化の共同開発」を進めるに
あたっては，事業自体は東京都と地区医師会との契
約であるため，東京都医師会がエンブレース社との
間に入って進めることは適切ではないが，一方では，
エンブレース社と地区医師会との調整役が不在では
意見等をまとめにくいという課題があり，MCS の
運用に精通し，各医師会とのつながりを持つ「医介
連」が仲介役を担うこととなった（図４）．

なお，「医介連」とは，10 年ほど前に設立し現在
は一般社団法人化している団体であり，地域包括ケ
アネットワーク構築における ICT 活用について検
討・推進を行っている．事例集の作成や全国大会の
開催なども手掛けている．

医介連が仲介し，共同開発をどのような形で進め
るか各地区医師会と協議した結果，今回の共同開発
には 19 地区が参加することとなった．もともと
MCS を利用していた医師会だけでなく，中にはま
だ MCS を利用していない医師会，あるいは補助金

東京都在宅医療推進強化事業

【地域における24時間診療体制の構築】
・在宅医療に取り組む地域のかかりつけ医の連携、
夜間対応を行う医療機関・往診を支援する事業者との連携等による
24時間診療体制の構築

・医師、訪問看護師、多職種との連絡調整を担う窓口の設置及び運営

【デジタル技術を活用した医療ＤＸの推進】
・デジタル技術を活用した24時間体制構築に資する取組

※令和５年度より３か年は都の補助事業
令和８年度より、各自治体の補助事業

図１

東京都におけるMCS採用状況

図２
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ではなく医師会独自の予算で参加する医師会もあ
り，関心の高さがうかがえた．

Ⅵ．「チーム機能」の概要と成果

各医師会に対し「どのような仕組みがあればよい
か」とヒアリングしたところ，多岐にわたるニーズ
が寄せられた．これらを整理し，まずは本事業に関
連するもの，ニーズが高いもの，本事業だけで終わ
らせず汎用性が高いもの，そして会社の運営ポリシ
ー等も踏まえて開発実現性の高いものとして「チー
ム機能」を開発することとした．
「チーム機能」について説明する．従来の MCS

では，タイムライン形式で管理者が招待したメンバ
ーのみが閲覧できる仕様である．例えば，夜間対応
などで「医師会で組織した支援チーム」を招待した
い場合，チームメンバーである様々な事業所・職種
の人間が個別にタイムラインに参加することにな

る．すると，支援者のリストが煩雑に並び，誰がど
のように関わっているかが不明瞭になり，患者情報
のアクセスコントロールが難しくなる．そこで，シ
ステム上に「チーム」という仕組みを新たに構築し
た．これにより，例えば支援チームメンバーを「夜
間対応支援チーム」というような「チーム」にまと
め，タイムラインにはこのアイコンを 1 つ配置する
だけで済むようにした（図５）．

機能としてはシンプルに聞こえるが，システム的
には，本来 1 つの事業所に所属するユーザーが，異
なる事業所間で 1 つのチームを構成するという仕組
み自体，データベース構造からの変更を要する大変
な作業であった．

実際に完成した機能では，チーム名が表示され，
医療・介護側のタイムラインでそのチームの参加が
確認できるようになった．チームメンバーの招待や
管理を行う機能も実装され，実運用が開始されてい

〇共同開発についての課題
・東京都と各地区医師会の個別契約である
・一つの行政区に複数の医師会がある地区もある
・エンブレース社には医師会との連絡・調整する適当な者がいない
・また、各医師会とそれぞれに対応することも難しい
・地区医師会をまとめる東京都医師会は当事業の受託者ではないし、
都内にはＭＣＳを利用していない地区医師会もある

MCSの機能強化共同開発について

東
京
都

A区医師会

B区医師会

C・D区医師会

E区医師会

F・G区医師会

エ
ン
ブ
レ
ー
ス
社

東京都医師会

Ｘ

Ｘ
図３

MCS新機能「チーム機能」とは

〇多くの要望から下記の条件により開発機能を決定
・在宅医療推進強化事業に関連するもの
・多くのニーズがあるもの
・汎用性が高いもの
・開発可能性の高いもの

※運営ポリシーに準じるものに限る
※他社システムの開発が必要なものは除く

⇒「チーム機能」を開発することに決定

図５

MCS新機能「チーム機能」の実際

図６

〇課題への対応
・各地区医師会とエンブレース社との連絡・調整役として、
全国医療介護連携ネットワーク研究会(医介連)が担当する
※各医師会はエンブレース社と契約
契約内容に、連絡・調整は医介連が行うことと明記。

※エンブレース社と医介連は上記内容実施の契約を行う
・東京都医師会は上記スキームの周知のみ行う

MCSの機能強化共同開発について
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C・D区医師会

E区医師会

F・G区医師会

エ
ン
ブ
レ
ー
ス
社

全国医療介護連携
ネットワーク研究会

図４
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る（図６）．
豊島区の事例では，「平日夜間休日対応チーム」

を作成し，末期がん患者等の緊急時対応に活用して
いる．多数の支援者が個別に表示されるのではなく，
チームとしてシンプルに表示されるため，支援状況
が一目で把握できるようになった．

Ⅶ．今後の展望

今後は，実際に使用して判明したニーズを反映し，
「チーム機能」の更なる強化を図る予定である．加
えて，「患者サマリー」の表示機能（支援チームが
患者情報を確認する際，タイムラインの冒頭に患者
サマリーを表示し，即座に把握できるようにする機
能）や，添付ファイルの閲覧性向上（深い階層にあ
る添付ファイルをすぐに閲覧できるようする機能）
の改良など，より実用的なシステムにしていく考え
である．

Ⅷ．まとめ

「東京都在宅医療推進強化事業」において，情報
共有ツール（ICT システム）として MCS の利用を
考えている地区医師会が多かったが，本事業に用い
るには既存の機能では不十分であり，機能強化が必
要と判断された．その際，各地区医師会が個別に実
施するのでは手間と費用の面で非効率であるため，
地区医師会による共同開発を提案し進めた．

これからは医師会の設立・運用による「施設」の
共同利用だけでなく，こうした「事業」を複数の地
区医師会で進めていくことも，新たな「医師会共同
利用」のあり方として有効ではないか，と提案させ
ていただいた．

最後に，今回実現した MCS の機能強化の内容につ
いては，近い将来，日本全国の MCS ユーザーに無
償で公開される予定である．これは在宅医療に限ら
ず，例えば眼科などの在宅サポートチームが主治医
の要請に対応するなど，多様な場面で活用可能な機
能であるため，将来の公開に期待していただきたい．
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Ⅰ．はじめに

神戸市は兵庫県の県庁所在地で，兵庫県は，南を
瀬戸内海，北を日本海に挟まれた南北に長い県であ
り，その南端に県庁所在地の神戸市がある．神戸市
は兵庫県内で最も人口が多く，人口は約 150 万人で，
9 つの行政区から構成されている．海と山に囲まれ
た自然豊かな環境，近畿地方の都市部へのアクセス
の良さが特徴で，また，灘五郷といわれる酒どころ
があり，伝統的な酒造りは今も盛んに行われている．
神戸港は国際貿易港としても重要な役割を果たして
おり，観光，商業，文化の中心地となっている．神
戸市の人口は 2012 年を境に徐々に減少し，高齢化
が進行しており，2025 年時点で高齢化率は 29.2％
となっている（図１）．

日本は超高齢社会で，2025 年時点の高齢化率は
29.6％，65 歳以上を 15 ～ 64 歳で支える割合は 2 で
ある．今後も生産年齢人口は減少し続け，2040 年
には高齢化率は 35％を超え，65 歳以上を 15 ～ 64
歳で支える割合は 1.6 になると推定される．2040 年
には 85 歳以上の高齢者が 1,000 万人を超え，独居
の方も増加し，医療や介護を受けながら地域で生活
するにあたり，多くの問題点が出てくる（図２）．

第 31回全国医師会共同利用施設総会

　　メインテーマ「地域に根ざした医師会共同利用施設のあり方
～ 2040 年問題が及ぼす影響と対策」　　

第 3分科会（介護保険関連施設関係）

司会　小中　俊太郎（群馬県医師会理事）

座長　本間　博（岩手県医師会長／日医医師会共同利用施設検討委員会委員長）

シンポジウム
4．神戸市医師会（兵庫県）

「神戸市医師会在宅医療・介護連携支援センターの紹介」

神戸市医師会副会長

久 次 米　健　市

神戸市医師会理事　神戸市医師会在宅医療・介護連携推進会議委員長

松　尾　玲　子

2

Kobe Medical Association

出典︓内閣府「⾼齢社会⽩書」

日本社会の変貌

超高齢社会の到来
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Ⅱ．医療介護サポートセンター（総論）

2005 年に介護保険法の改正により地域支援事業
が創設され，主な内容は介護予防事業と包括的支援
事業である．2025 年に向けて地域包括ケアシステ
ムが整備されてきている．目標は，住み慣れた地域
でできる限り人生の最終段階まで自分らしい生活を
継続できること．医療・介護・予防・住まい・生活
支援，この 5 要素を一体的に提供できる体制を整え
るということを目指している（図３）．

2014 年に消費税が 8％になり，増税理由が福祉目
的ということで，地域支援事業の大幅な見直しが行
われ，包括的支援事業が拡充された．この事業は，
①認知症総合支援事業，②生活支援体制整備事業，
③介護予防・日常生活支援総合事業，④在宅医療・
介護連携推進事業，という 4 つの構成要素からなり，
各事業が拡充された．4 つ目の在宅医療・介護連携
推進事業に協力するため，神戸市医師会は，2016
年 4 月 1 日に在宅医療・介護連携支援センターを創
設した．神戸市では，通称「医療介護サポートセン
ター」と呼んでいる（図４）．

医療介護サポートセンターの概要（として）は，

在宅医療と介護サービスの担当者の連携を支援する
コーディネーターを配置し，その連携を推進するた
めの事業を実施することで，事業主体の神戸市が，
神戸市医師会と神戸在宅医療・介護推進財団に業務
委託している．主に医療介護サポートセンターの設
置運営は神戸市医師会が担い，コーディネーターの
雇用・育成は神戸在宅医療・介護推進財団が担い，
三者で協力して医療介護サポートセンターを運営し
ている（図５）．

神戸市は先ほど紹介した通り 9 つの行政区があ
り，区ごとに 1 か所，医療介護サポートセンターを
設置している．各区医師会の役員がセンター長を務
めるなど，いろいろなサポートセンターの運営に関
わり，各区医師会とサポートセンターは緊密に連携
を取っている．サポートセンターに配置するコーデ
ィネーターは，1 か所につき 2 名で，ケアマネジャ
ーの資格を有する看護師等としている．看護師以外
にも社会福祉士やＭＳＷの経験のある方など福祉に
携わる方も配置しており，医療と介護の連携に役立
っている．

医療介護サポートセンターの業務内容としては，
現状分析，課題抽出，施策立案，施策の実行，とな
る．地域の医療・介護の資源の把握を行い，情報を
整理してリストやマップなどを作成する．協議会を
開催し，在宅医療の課題抽出と対応策を検討する．
また，切れ目のない在宅医療・在宅介護の提供体制
の構築を推進する．それらを踏まえて対応策の実施
として，まず，在宅医療・介護関係者からの相談を
受ける．コーディネーターが相談窓口となり，コー
ディネーターだけで対応できない場合は医師会員の
協力を得て対応し，行政や他団体につなぐこともあ
る．次に，地域住民への普及啓発を行う．講演会や
シンポジウムの開催，資料の作成と配布やインター

4

Kobe Medical Association
地域包括ケアシステムへの協⼒

神⼾市医師会

在宅・医療介護連携推進事業に協⼒

包括的支援事業（４つの構成要素に対応）
認知症総合支援事業 生活支援体制整備事業
介護予防・日常生活支援総合事業 在宅医療・介護連携推進事業

（ 通称︓医療介護サポートセンター ）

2016年4月1日
在宅医療・介護連携支援センターを開設

図４
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Kobe Medical Association

【概 要】
在宅医療と介護サービスの担当者の連携を支援するコーディネータ－を配置し、
在宅医療と介護の連携を推進するための事業を実施

医療介護サポートセンター(在宅医療・介護連携支援センター)

【運営形態】
神⼾市
課題抽出、他の自治体との連携

神⼾市医師会
医療介護サポートセンターの設置、運営
多職種連携会議等の開催

神⼾在宅医療・介護推進財団
コーディネーターの雇用、育成

図５

3

Kobe Medical Association
地域支援事業の創設

【 主な内容 】
介護予防事業
運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上等

包括的支援事業（４つの構成要素に対応）
地域包括支援センターの運営等

地域包括ケアシステムの整備（2025年構築完了を目指す）
目標︓住み慣れた地域でできる限り人生の最終段階まで自分らしい生活を継続できこと

医療・介護・予防・住まい・生活支援の5つの要素を一体的に提供する体制

地域支援事業
2005年の介護保険法改正によって創設、2006年4月から実施

図３



72

ネットでの広報などを行う．また，医療・介護関係
者の情報共有の支援，知識の習得のための研修を行
う．情報共有の支援では，在宅での看取りや入退院
に活用できるような情報共有ツールを作成してい
る．医療・介護関係者向けの研修会は，多種多様な
テーマで開催している．

医療介護サポートセンターでは，あんしんすこや
かセンターからの相談にも対応している．医療介護
サポートセンターは，市民からの直接の相談は受け
ていないため，市民はまずあんしんすこやかセンタ
ーに相談し，そこから必要に応じてサポートセンタ
ーに連絡がある．

今後サポートセンターに必要となる機能として，
地域リハの推進や，認知症の早期発見などが挙げら
れる（図６）．

Ⅲ．医療介護サポートセンター（各論）

1）現状把握と情報共有
神戸市医師会では，医療介護資源検索システムを

作成している．もともとは病院と診療所（医師会員）
との逆紹介のためのシステムを構築するために作成
したが，登録情報を拡充している．医療機関（約
1,200 件）だけでなく，訪問看護ステーション，介
護施設，訪問薬局，訪問歯科などの情報も掲載し，
医療介護資源の検索を関係者ができるようにしてい
る．今のところ，このシステムを利用できるのは医
師会員，病院の地域連携室，医療介護サポートセン
ターに限られる．今後，このシステムを多職種で利
用できるようにするにはどうすべきか，という検討
を行っていきたい．

2）相談への対応
医療介護サポートセンターでは，相談件数や内容

を半年から 1 年ごとに集計して共有している．地域
包括支援センター，ケアマネジャー，看護師，ＭＳ
Ｗからの相談が多く，医師からの相談もある．訪問
診療や往診のできる医師，在宅で特定の医療行為の
できる医療機関を教えてほしいという相談に対し，
上述の医療介護資源検索システムを活用して回答し
たり，在宅での医療や介護における制度について回
答したりしている．

3）協議会，研修会，フォーラムの開催
医療介護サポートセンターは，いろいろな関係団

体と協議会や研修会を開催している．多職種間の情
報共有について訪問系サービス事業所が集まり研修
を行ったり，退院カンファレンス模擬研修としてロ
ールプレイを含む研修を行ったり，事例検討会やグ
ループワークも行っている．多職種による交流会も
企画し，顔の見える関係づくりを進めている．

市民向けフォーラムについては，各区のサポート
センターで様々な企画を考え開催している．神戸市
中央区では，落語家を講師に招き，「人生会議って
何だろう？」というテーマでの講演の後，寄席を一
席していただいた．私は神戸市中央区で開業してい
るが，当区は，神戸市の中では病院が多く，高齢化
率は低いが独居が多い．当区では，医療の情報をつ
なぐため，「あんしんセット」を作成し，「あんしん
ノート」を書いて自分の情報を書いてそれをつなぎ
ましょうという活動を説明した．他の区のサポート
センターでは，医療・介護の関係者が出演者となり，
ACP をテーマに演劇をしているところもある．

広報活動として，サポートセンター便りを発行し
ている．中央区では年に 4 回の発行だが，区ごとに
特色あるものを作成し，サポートセンターの活動を
広報している．

Ⅳ．まとめ

サポートセンターの活動を行う中で，見えてくる
課題がある．まず，担い手不足，介護人材の不足で
ある．高齢者の増加，医療・介護の複合ニーズの増
加が進んでおり，複雑な状況に対応できる，医療に
も介護にも対応できるという人材を探すことは難し
い，確保し続けることも難しい．コーディネーター
は各区 2 名としているが，その確保ができないケー
スも生じている．

次に，地域間格差という課題がある．兵庫県でも，
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都市部，山間部，郊外というような違いは大きいが，
神戸市内だけで見ても同様である．病院数，診療所
数，人口密度，独居率，公共交通機関の利便性など，
区によって大きなばらつきがある．高齢化率は，神
戸市全体では 29％で，全国や兵庫県も同じぐらい
だが，区によって高齢化率 33％のところもあれば，
20％程度のところもある．きめ細かい対応が今後よ
り一層必要となる．

また，多職種連携の難しさがある．担当者やスタッ
フの交代があっても，顔の見える関係を継続してい
くことが重要である．さらに，課題として市民の参
加促進がある．上述のフォーラムのように，落語や
劇など，市民の興味を引くような工夫が必要となる．

対策として，ICT の活用，市民の互助を支える地
域活動の活性化，包括的支援体制を担う専門職の育
成と支援，などが考えられ，こういったことに医師
会として積極的に取り組む必要がある．

高齢者の生活を地域全体で支える「地域完結型ケ
ア」の実現を目指し，行政，医療・介護関係者，地
域住民，NPO，企業などが連携し，地域の実情に
即した包括的な支援体制を構築していくことが大切
である．医療介護サポートセンターは，地域に根ざ
した活動をきめ細やかにしており，こういった活動
を 2040 年に向けて今後も継続しながら，山積する
課題にも対応していきたい．
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○本間座長（岩手県医師会長／日医医師会共同利用
施設検討委員会委員長）
ただいまより各先生方へのご質問をお受けいたし

ます．先ほど司会の小中先生よりお話がございまし
たが，ご質問される場合は，お近くのマイクまでご
移動いただき，ご所属とお名前をおっしゃってから
ご発言をお願いいたします．それでは，いかがです
か．
○来栖昌朗（姫路市医師会理事）

細田先生にお伺いします．姫路市は人口 50 万都
市で，訪問看護ステーションは約 100 か所，つまり
人口 10 万対 20 か所ぐらいです．介護保険制度創設
以前から訪問看護ステーションを運営しており，か
なり歴史があります．最近の医師会立訪問看護ステ
ーションの存在意義をどのように考えておられる
か，それから，看護師のスキルアップの話をされて
いましたが，特定行為研修修了看護師などを積極的
に採用した方がよいのかどうか，ご意見をお願いい
たします．
○細田弥太郎（水戸市医師会長）

水戸市の場合，行政との連携が非常に強く，高齢
福祉課や介護保険課は必ず医師会を通されるので，
訪問看護ステーションを運営していくうえで，今の
ところは存在意義があると考えております．職員の
数も多く，現在 16 名ですが，多い時は 20 名ぐらい
になり，茨城県内で最も人数が多いステーションで
す．全国平均で二桁を擁するところは多くないと思
いますが，いろいろな形で幅広い対応を求められる
ため，存在意義はあると思います．ただ，先程も申
しましたが，経営状態は決してよくありません．ま
た，スキルアップの点につきましては，先生のおっ
しゃる通り，看護師養成所を卒業してすぐ訪問看護
をスタートできるかというと，なかなか難しいとこ
ろがありますので，積極的にそういう方々を雇用し
ていくのは必要な部分かと考えます．
○来栖昌朗（姫路市医師会理事）

ありがとうございました．私どもも行政との連携

はありますが，いいように使われているように感じ
ております．コロナの時も参加しておりましたが，
姫路市内に他にもステーションが幾つかできたた
め，医師会立というのがどこまでうまく使えるのか，
最近不安になってきた次第です．
○細田弥太郎（水戸市医師会長）

おっしゃる通り，これから状況が変わってくる部
分はあるかと思います．本会の訪問看護ステーショ
ンが職員の数が一番多いということで，小児から高
齢者まで幅広く求められてしまうところがありま
す．訪問看護ステーションの数がかなり多くなって
きておりますので，これからはある程度淘汰されて
くる部分があるかと考えます．そういったことも今
後は考えていかなければいけないと思っておりま
す．
○来栖昌朗（姫路市医師会理事）

ありがとうございました．それからもう 1 点，
ACP に関して，誰が主体になってやればよいかと
いうのがあります．訪問看護ステーションやケアマ
ネジャーという話もあり，在宅，病院，またそれ以
外の ACP は誰がするのかということで，訪問看護
の ACP も何か考えなければいけないこともあると
思われますか．
○細田弥太郎（水戸市医師会長）

ACP の捉え方はケース・バイ・ケースだと思い
ます．在宅での訪問看護の ACP に関しても，訪問
看護ステーションが関わっていかなければいけない
事例はたくさんあると思います．どこが率先してい
くのかどうかは，ケース・バイ・ケースと考えます．
○来栖昌朗（姫路市医師会理事）

明石市医師会の先生は，ACP の話も MCS を使っ
てとおっしゃったりしますが，佐々木先生は ACP
についてもフォーマットに入れたらできるとお考え
ですか．
○佐々木聡（東京都医師会理事）

私自身は ACP を MCS でと考えたことはありませ
ん．ACP は，訪問看護師だけでなく，いろいろな
職種の方が長い時間かけて膝突き合わせてやるもの
ではないかと考えます．その結果，現時点の患者さ
んの考えとして格納しておくのはよいですが，時間
や状態によって変わるため，あくまで表示ツールで
はないかと思います．土屋先生いかがですか．

第 3分科会（介護保険関連施設関係）　質疑応答

司会　小　中　俊太郎
（群馬県医師会理事）
座長　本　間　　　博

（岩手県医師会長／日医医師会共同利用施設検討委員会委員長）
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○土屋淳郎（東京都医師会理事／全国医療介護連携
ネットワーク研究会会長）
豊島区では mcsACP アプリというのをつくりま

した．多職種で，とにかく ACP に関わる話があれ
ば情報共有しようというものです．本人や家族，主
治医，訪問看護師，ケアマネジャーなど，みんなが
同じ情報を持っているということが大事だと思いま
す．ただ，その仕組みに関しては，患者さん側が書
き込む場所がなかったため，工夫すればよかったと
思っています．
○来栖昌朗（姫路市医師会理事）

ありがとうございました．
○狩野稔久（益田市医師会介護医療院ふたば施設長）

土田先生にお尋ねします．ご発表では，地域にお
いて重要な在宅機能としての役割を担う介護医療院
ということで，介護医療院の位置付けが在宅になっ
ていて，地域包括ケア病棟からの入所で在宅復帰率
が入院料 1 の算定要件を満たしたというお話があり
ました．一方で，介護医療院側からすると，稼働率
が上がれば上がるほど病院からの受け入れがスムー
ズにいかないという問題があり，空いている病床が
1 床か 2 床という時に，本院からの受け入れが難し
くて他の施設に行くことがあり，歯がゆい思いをさ
れているということですが，その辺何か工夫されて
いますか．
○土田昌一（秋田県医師会理事／由利本荘医師会理
事／由利本荘医師会病院副院長）
開設してあまり時間が経っていませんが，今のと

ころは，ターミナルケアの方が 80％以上を占める
ため，ちょうどよいタイミングで退院になりバラン
スが取れていますが，予想よりも受け入れ数が少な
い時があるため，外から受け入れる余地はあると思
います．ただ，どのように調整するかは決めていま
せん．
○狩野稔久（益田市医師会介護医療院ふたば施設長）

介護医療院に入所したことで，終のすみかと受け
止める利用者家族も多いですが，こちらとしてはあ
る程度落ち着いたら特養などに移ってほしいと思っ
ていて，その辺のコントロールが難しいです．どな
たか介護医療院の回転がうまくいかなくて，受け入
れの要請に応えられないという施設がありました
ら，ご発言をお願いしたいと思います．

○本間座長（岩手県医師会長／日医医師会共同利用
施設検討委員会委員長）
いかがですか．
○土田昌一（秋田県医師会理事／由利本荘医師会理
事／由利本荘医師会病院副院長）
外からの依頼があった場合，どのように入所して

もらうか，いろいろなフローチャートを考えており
ます．おそらく，病状や状態がわからないことが多々
あるのではないかと思い，とりあえず病院に短期間
でも入院していただき，そこで振り分けるというと
語弊がありますが，選択させてもらおうかと考えて
います．
○狩野稔久（益田市医師会介護医療院ふたば施設長）

本会も，当法人以外からの受け入れは一旦病院に
入院していただきますが，経営的な面からもそちら
の方がかなりよいです．ある程度そこで病状を見極
めて，辞めてよい薬などポリファーマシーの是正を
しています．
○土田昌一（秋田県医師会理事／由利本荘医師会理
事／由利本荘医師会病院副院長）
私の施設では死亡退院が多いですが，狩野先生の

ところはいかがですか．
○狩野稔久（益田市医師会介護医療院ふたば施設長）

44 床の介護医療院で，死亡退院は実数として多
い月で 2，3 名，少ない時はゼロです．
○土田昌一（秋田県医師会理事／由利本荘医師会理
事／由利本荘医師会病院副院長）
私の施設ではターミナルケアの方が結構多く，正

直受け入れの調整まで悩んだことがありません．
○狩野稔久（益田市医師会介護医療院ふたば施設長）

私のところも要介護 3・4 で 8 割以上を占めてい
ます．ターミナルケアの方も受け入れていますが，
実数としては先程のような感じです．
○土田昌一（秋田県医師会理事／由利本荘医師会理
事／由利本荘医師会病院副院長）
私の施設では要介護 4・5 が 97 ～ 98％です．対

象の違いもあると思います．
○狩野稔久（益田市医師会介護医療院ふたば施設長）

死亡退院で病床が空くから受け入れができるとい
う，変な意味でスムーズな連携になっているのかも
しれません．ありがとうございました．
○本間座長（岩手県医師会長／日医医師会共同利用
施設検討委員会委員長）
会場の先生方の中で，受け入れが大変といったご
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経験があれば，お話しいただければと思います．よ
ろしいですか．その他ございませんか．
○長坂資夫（群馬県医師会理事）

佐々木先生，本日は大変画期的なご発表をありが
とうございました．今後の共同利用施設のあり方と
いいますか，方向性を 1 つ示していただいたような
気がいたします．また，群馬県医師会も MCS をコ
ミュニケーションツールとして全県に広げようと，
土屋先生には直接お伺いしてお世話になった経験も
あり，本日は久しぶりにお会いできて嬉しく思いま
す．箱物を建ててそこを何とかメンテナンスしなが
ら維持していくという共同利用施設が，もしかする
と先生がおっしゃったようにシステムであったり機
能であったり，こういったものを共同利用しながら
展開していく，これが新しい全国レベルの医師会の
展開に非常に必要なことになってきた気がしまし
た．私は今，看護学校を主に担当していますが，今
後も勉強していきたいと思います．ありがとうござ
いました．
○佐々木聡（東京都医師会理事）

ありがとうございました．先ほど，医師会共同利
用施設施設長検査健診管理者連絡協議会の活動報告
がありましたが，検査健診センターで行ういろいろ
なアプリなどの共同開発をされているお話を伺い，
こういうことがあちらこちらで進められていくのだ
ろうと感じました．また，私が参画している日本医
師会の医師会共同利用施設検討委員会でも，広島市
で近隣の複数の医師会が協力して健診センターのい
ろいろな業務を共同で行っているという話を伺い，
箱物としての共同利用だけでなく，新しい形での共
同利用がこれから進んでいけばよいと考えておりま
す．
○山﨑政直（奈良市医師会副会長）

佐々木先生，土屋先生に教えていただきたいと思
います．本日は非常に参考になるご講演をありがと
うございました．奈良市でも，土日祝日 24 時間看
取りに限って MCS を行っていますが，患者グルー
プにそのチームを入れるというのは，登録されてい
る患者さん全てにそのチームを入れるということで
よろしいですか．
○土屋淳郎（東京都医師会理事／全国医療介護連携
ネットワーク研究会会長）
主治医からご登録いただき，その患者さんだけに

チームを登録しています．

○山﨑政直（奈良市医師会副会長）
ありがとうございます．続いて，奈良市が看取り

に限っている理由として，患者情報の共有が非常に
難しく，看取りであれば患者情報が多少不十分でも
問題がないためです．土屋先生の診療情報提供書は
非常に画期的な機能と思いますが，現在はどのよう
に患者情報などを共有されていますか．
○土屋淳郎（東京都医師会理事／全国医療介護連携
ネットワーク研究会会長）
個々のタイムラインでは，診療情報提供書を貼っ

たりしますが，チーム機能に関しては，主治医のポ
リシーによって様々です．患者さんの日ごろの情報
の変化は MCS で見ていますが，ベースになる情報
は，例えば夜私どもが訪問診療に行った時などに算
定が取れるよう，休日診療所に電子カルテが置いて
あり，その中にある程度ベースの情報は溜め込まれ
ています．それぞれに閲覧できるクラウド型の電子
カルテのため，そちらを見に行く感じになっていま
す．
○山﨑政直（奈良市医師会副会長）

ありがとうございます．もう 1 点，私ども奈良市
医師会は，奈良県や奈良市に働きかけていますが，
土屋先生のところのような費用が出る事業費という
のはなく，全て当番医の厚意によって回している状
態です．何もなかった時の当番医への待機料は，費
用から支払われる形ですか．
○土屋淳郎（東京都医師会理事／全国医療介護連携
ネットワーク研究会会長）
東京都の在宅医療推進強化事業は，各地区で決ま

りをつくっているため，いろいろなところがあると
思います．ちなみに，私の所属する地区医師会では，
事業費の中から待機費用を出していますが，かなり
低額です．来年度以降は予算要望しますが，区から

「本当にこれでやっていたんですか？」と言われた
ぐらいです．手挙げしてくれる協力医は少数ですが，
だんだん事業が軌道に乗って区に必要だと理解して
もらって上げていきたいと，個人的には思っていま
す．
○山﨑政直（奈良市医師会副会長）

ありがとうございます．また，いろいろと参考に
させていただく機会もあるかと思いますし，個人的
にも連絡を取らせていただきたいと思います．よろ
しくお願いします．
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○本間座長（岩手県医師会長／日医医師会共同利用
施設検討委員会委員長）
その他ございませんか．どうぞ．
○佐々木聡（東京都医師会理事）

松尾先生にお伺いします．この事業の費用は地域
医療介護総合確保基金から出ているのか，介護保険
法の地域支援事業から出ているのか，どちらですか．
○松尾玲子（神戸市医師会理事／神戸市医師会在宅
医療・介護連携推進会議委員長）
神戸市が予算立てをしていますが，おそらく介護

保険法の地域支援事業の予算になるのではないかと
思います．
○佐々木聡（東京都医師会理事）

入退院時支援などもされているのですか．
○松尾玲子（神戸市医師会理事／神戸市医師会在宅
医療・介護連携推進会議委員長）
入退院時支援は特にしていません．そういうツー

ルを考えたり，連携がスムーズにいくように多職種
で，例えば病院側の看護師と在宅側の看護師が一緒
に研修会を行ったりして，退院時どのような医療的
ケアが必要であるかなど，内容の研修を行ったりし
ていますが，報酬的な絡みはないと思います．
○佐々木聡（東京都医師会理事）

ありがとうございます．都市部では，入院した患
者さんが戻ってくる時に，主治医のところに戻らな
いケースが結構あるため，退院支援や研修に役立つ
のではないかと思っています．神戸市でもそういう
事例は問題になっていませんか．
○松尾玲子（神戸市医師会理事／神戸市医師会在宅
医療・介護連携推進会議委員長）
それは神戸市でも非常に問題になっております．

きめ細かくサポートセンターが関わることにより，
退院時に主治医が代わるかもしれないことについ
て，元の主治医へ連絡をしたり，気をつけてやって
いこうと病院側の地域連携室に伝えたりします．入
院して，次にリハビリ病院などに行くと，元の在宅
の主治医が誰であったか情報が消えてしまうことが
多く，何とか入れていこうという取り組みもしてお
ります．
○佐々木聡（東京都医師会理事）

他の地域でも，このような在宅医療介護連携をさ
れているところはあるようですが，神戸市の発表を
聞いて，本当にいろいろな事業をワンストップでさ
れていることに感銘を受けました．ありがとうござ

いました．
○久次米健市（神戸市医師会副会長）

主治医のところに患者さんが戻ってこないという
話はまさにその通りです．急性期病棟に入って回復
期リハに行き，そして場合によっては介護老人保健
施設等へ行き，それで在宅に行く際に，どの主治医
が元の主治医だったかわからなくなるということが
ありました．そのため，いわゆる看護サマリーの中
に元の主治医が記載できるような様式を考えまし
た．それをできるだけ広めていくようにしています
が，既にそういう様式をつくっている病院も多く，
十分には広まっていません．その中で，今，LINE 
WORKS を使ったシステムを考えております．特に
市民病院群で利用されているところがありますが，
残念ながら在宅の医師がまだ入っていないこともあ
り，十分なネットワークがつくられていないため，
MCS を使ったシステムをどのように利用したらよ
いか悩んでいるところです．神戸市でアンケートを
取ったところ，MCS を使っているところ，バイタ
ルリンクを使っているところ，LINE WORKS を使
っているところと，ほぼ同じような比率になってお
ります．それは，兵庫県医師会並びに神戸市が，バ
イタルリンクの使用を推奨しているからで，主に区
の医師会が管理し，各医療機関が運営していますが，
小さい医療機関も多く，うまく参入できないところ
もあるため，来年度にはうまく運びたいと思ってお
ります．先生方のところで，例えば豊島区医師会で
何％の会員が使っていて，どのようにすればうまく
利用してもらえるのかなど，教えていただけますと
幸いです．
○土屋淳郎（東京都医師会理事／全国医療介護連携
ネットワーク研究会会長）
豊島区では，医師だけで 80 数名使っていて，在

宅を行う医療機関は 100 ぐらいあるため，ほとんど
が使っていると思います．実は，MCS の統計機能
みたいなものがあり，それを見るとわかりますが，
きちんと登録していない医師もいるため，数値が正
確に出てこないというのがネックです．
○久次米健市（神戸市医師会副会長）

医師会で利用に関するマニュアルを定め，それに
関して説明する機会を設けられていると思います
が，何か特別支援が必要な項目はありますか．皆さ
ん問題なく利用されているということでよろしいで
すか．
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○土屋淳郎（東京都医師会理事／全国医療介護連携
ネットワーク研究会会長）
基本的な使い方についてはおそらく大きな支援は

必要なく，アプリをつくったり，仕組みをつくった
時の使い方みたいなものの講習は行っています．
MCS は基本使用料は無料のため，一応医師会とし
てもルールをつくってはいますが，使い始めてしま
ったり，管理が及ばないところもありますので，そ
ういうところを今後どうやっていくか，区と話し合
いながらやっていくという状況です．
○久次米健市（神戸市医師会副会長）

最後にもう 1 つお尋ねいたします．MCS を使わ
れた理由として，利用している医師会が多いからと
いうことですが，私ども兵庫県医師会としましても，
バイタルリンクを使っている理由はいわゆるセキュ
リティの高さで，利用されている方が多いという他
に，特に MCS を選ばれた大きな理由はありますか．
○土屋淳郎（東京都医師会理事／全国医療介護連携
ネットワーク研究会会長）
佐々木先生のご発表の中でも話が出ましたが，数

年前に 24 時間多職種連携ネットワーク構築事業と
いうのをやりました．その時は各地区がそれぞれ好
きな仕組みを使ってよいということで，バイタルリ
ンクやカナミックのトリトラスなど，いろいろな仕
組みがありましたが，徐々に MCS に勝手に集まっ
てきたような状況だと思います．使い勝手なのか，
コストなのか，アンケートを取って聞いているわけ
ではないのでわかりませんが，だんだん広まってき
ている感じです．
○久次米健市（神戸市医師会副会長）

ありがとうございました．
○佐々木聡（東京都医師会理事）

一番の問題はセキュリティで，特に個人情報の関
係で行政が入って来れないという問題があります．
東京都全体で調査を行ったところ，行政が入ってい
るところが 1 か所だけありました．そこは区独自で
つくったシステムで，そこにやっと行政が入れると
いうようなハードルがあります．ただ，厚生労働省
のガイドラインに従ってつくられているため，きち
んと守れば問題はないだろうと思いますが，個人情
報保護条例に引っかかって行政が入れないのが悩ま
しいところです．
○大石明宣（愛知県医師会副会長）

行政が入れないというのは少し違うのではないか

と思います．愛知県の場合は，IIJ が運営する電子
＠連絡帳ですが，愛知県では医師会が業者と契約す
るのではなく，例えば豊川市では費用は医師会では
なく，豊川市が払っています．だから，死亡したこ
とは市役所もわかっているため，数か月経過しても
医療機関が削除しない場合は削除してくれたり，行
政も個人情報保護法の枠の中で管理してもらってお
り，医師会の費用負担もなく，なおかつ運営業者で
ある IIJ とも連絡を取って，運用上の問題点につい
て話し合い，医師会は開発者である名古屋大学と相
談して回しているような状況です．だから，行政が
入れないということはないと思います．
○佐々木聡（東京都医師会理事）

IIJ が愛知県全体を統一して使われているという
お話は，大変素晴らしいと思います．行政が入れな
いというか，行政が納得したシステムでなければい
けないということだと思います．愛知県の取り組み
は大いに参考にしたいと思います．
○細田弥太郎（水戸市医師会長）

水戸市は人口 26 万人ぐらいですが，高齢福祉課
がまずカナミックを使い始め，介護保険制度が始ま
ってからは介護保険課が使い，その延長線上で行政
が今全部を管理して，介護の方々に使用しているよ
うな状況です．
○本間座長（岩手県医師会長／日医医師会共同利用
施設検討委員会委員長）
その他ございませんか．それでは，私から細田先

生にお伺いしたいと思います．利用者数が減少し，
利用回数も減ってきているということですが，その
要因と対策はどのようにお考えですか．
○細田弥太郎（水戸市医師会長）

やはりコロナの影響でマイナスに転じるようにな
ってきました．そのため，利用できる方の幅をアピ
ールするなど，営業活動を積極的に行っております．
それから，水戸市医師会は介護保険センターも運営
し，在宅医療介護連携支援センターも兼ねておりま
すので，それが少し強みになっております．そうい
ったところから利用者数を増やしていけるよう，頑
張っているところです．
○谷口正和（焼津市医師会副会長）

それは退院支援の形ですか．
○細田弥太郎（水戸市医師会長）

おっしゃる通りです．水戸市ではそのような形で
やっております．
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○谷口正和（焼津市医師会副会長）
私どもの医師会も訪問看護ステーションがありま

すが，利用者数も訪問回数も減っています．施設入
所はすごく増えていて，サービス付高齢者住宅もど
んどん増え，それが影響して在宅がどんどん減って
いるような気がしています．その辺はいかがですか．
○細田弥太郎（水戸市医師会長）

水戸市は，まだそれほど施設入所が急激に増えて
きているという感じではありません．かなり地域に
よって差が出てしまう部分かと思います．
○谷口正和（焼津市医師会副会長）

ありがとうございました．

○本間座長（岩手県医師会長／日医医師会共同利用
施設検討委員会委員長）
よろしいですか．時間になりましたので進行を小

中先生にお返しします．
○小中俊太郎（群馬県医師会理事）

座長の本間先生，シンポジストの土田先生，細田
先生，佐々木先生，土屋先生，久次米先生，松尾先
生，大変ありがとうございました．以上をもちまし
て第 3 分科会を終了いたします．
　なお，明日予定されております第 3 分科会の報告
につきましては，本日の座長の労をおとりいただき
ました本間先生に行っていただきますので，よろし
くお願いいたします．
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群馬県内には，臨床検査センターを含め 29 か所
の共同利用施設が設置されている．その中でも，高
崎市医師会が運営する「高崎・地域医療センター」は，
医師会と自治体が連携して成功を収めた代表例とし
て広く注目されている．また，伊勢崎佐波医師会病
院は地域医療支援病院として長年にわたり地域医療
を支え，併設する健診センターは十数億円規模の黒
字を安定して維持している．

本日は，これら共同利用施設の中でも，群馬県医
師会が自ら運営する「群馬リハビリテーション病院」
について紹介する．

【群馬リハビリテーション病院の概要】
群馬リハビリテーション病院は，中之条町・沢渡

温泉地に位置し，昭和 37 年に「沢渡温泉病院」と
して開設された歴史ある施設である．現在は回復期
リハビリテーション専門病院として 189 床を有し，
県内最大級の回復期リハ病棟を運営している．

温泉地という自然豊かな環境は療養に適している
一方，交通アクセスの不便さ，地域の過疎化，建物
の老朽化といった課題も抱える．また，前回の診療
報酬改定では回復期リハ病棟が大幅な減算を受け，
同院でも約 6,000 万円の減収が見込まれた．

しかし同院は，リハビリ専門医 5 名，100 名を超
えるリハスタッフを擁し，脳血管疾患・整形外科疾
患を中心に高度なリハビリテーションを提供して
いる．県の脳卒中連携パスでは毎年受け入れ数で県
内 1 位を維持しており，質の高いリハビリ医療が高
く評価されている．スタッフの研鑽意欲も強く，研
修体制の整備や先進機器の導入に積極的に取り組
んだ結果，昨年度は減収を補って大幅な黒字を達成
した．

〈以下，院内紹介ビデオでのナレーション〉
■ チーム医療と 365 日リハビリ体制

院内ではチーム医療を中核に据え，医師・看護師・
理学療法士・薬剤師・管理栄養士・ソーシャルワー
カーなど多職種が密接に連携し，365 日途切れるこ
とのないリハビリテーションを提供している．

ADL 室では家庭環境を再現した空間で生活動作
訓練を行い，自立度の向上を図っている．体育館で
はリハビリ時間外の活動量を増やすため，自主トレ
ーニングやリハビリスポーツを実施し，身体機能だ
けでなく，意欲や社会性の回復にも寄与している．
さらにプールでは，水の浮力・抵抗・水圧を活かし，
関節負荷を抑えながら重度患者への早期介入を可能
としている．

■ 看護部の取り組み
看護部は疾病管理や再発予防を重視し，患者の自

己効力感を高める「待つ看護」を実践している．摂
食嚥下・認知症・皮膚排泄などの認定看護師育成に
も積極的で，専門性の高い教育を通じて回復期病棟
に求められる看護の質向上に貢献している．

地域連携室では，入退院支援，在宅復帰支援，経
済的課題への相談対応など，患者と家族の生活背景
に寄り添った支援を行う．また外来診療や外来リハ
ビリにも幅広く対応し，地域の医療ニーズに応えて
いる．

■ 感染症流行期の対応
新型コロナウイルス感染症の流行時には，多職種

によるタスクシフト・スキルミクスを早期に導入し，
看護補助業務を他職種が支援する体制を構築した．
動線を最小限に抑えた配置や，既存病棟スタッフに
よる支援体制により，クラスター発生リスクを抑え
つつ病棟ケアの継続性を確保した．医療資源が限ら

第 31回全国医師会共同利用施設総会

群馬県内共同利用施設紹介
「群馬リハビリテーション病院の現状と今後の課題」

群馬県医師会理事

鶴　谷　英　樹
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れる地域における持続可能なチーム医療のモデルケ
ースとして評価できる取り組みである．

■ リハビリ部門の先進的取り組み
リハビリ部門では，HAL，フィジオゲイト，

AAD（足関節アシストデバイス），IVES，ジェン
トルスティム，コグニバイクなど，先進的ロボティ
クス機器を積極的に導入している．歩行誘導，電気
刺激，随意運動介助型刺激，デュアルタスク訓練な
ど，多様なアプローチを組み合わせることで神経可
塑性を最大限に引き出し，個別化されたリハビリプ
ログラムを構築している．

各機器には専門チームを配置し，臨床応用の標準
化，データ管理，効果検証を進めることで，質の高
いリハビリを均一に提供できる体制を整えている．

■ 多職種連携による包括的ケア
嚥下内視鏡検査による嚥下機能評価，NST ラウ

ンドによる栄養管理，排尿ケアチームによる排尿機
能改善，認知症ケアチームによる拘束最小化など，
多職種が連携した包括的ケアも充実している．

また，吾妻地域リハビリテーション広域支援セン
ターとして，相談支援，ケア会議参加，介護予防事
業，住民向け講演会などを通じて，地域包括ケアの
推進にも貢献している．フレイル予防サポーター養
成研修では，セラピストが講師となり，住民が主体
的に健康づくりに関わる仕組みづくりを支援してい
る．

■ 研修事業と医師教育
研修事業は共同利用施設としての重要な柱であ

る．医師・看護師・リハ職・介護職など多様な職種
に対し，座学と実習を組み合わせた実践的なプログ
ラムを提供している．ロボティクス導入研修，管理
者向け研修，摂食嚥下・認知症・移乗技術など，現
場で即活用できる内容が豊富で，カフェテリア方式
により必要なテーマを柔軟に選択できる点も特徴で
ある．併設する介護老人保健施設での実地見学は，
生活期リハや介護現場の理解を深める機会となって
いる．

医師教育では，群馬大学整形外科医局と連携し，
若手整形外科医がローテーションで勤務する仕組み
を整備している．急性期から回復期・生活期まで一
連の流れを学ぶことで，整形外科医としての治療観
が広がり，社会復帰を見据えた診療能力の向上につ
ながっている．日本リハビリテーション医学会およ
び日本整形外科学会の研修施設として，専門医育成
にも寄与している．

■ 今後の展望
今後は，老朽化した施設の建替え，人材確保，地

域包括ケアへの更なる貢献が重要な課題となる．同
院は「患者のその人らしさに寄り添うリハビリ医療」
を理念に掲げ，地域とともに歩むモデル病院を目指
している．県外からの患者受け入れや研修参加も積
極的に行い，先進的リハビリを提供する共同利用施
設として，更なる発展を期待している．
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（1）伊勢崎佐波医師会病院（群馬県）
	 発表者：都丸浩一　伊勢崎佐波医師会副会長
	 演題「当院の今後のあるべき姿を考える～地域
の中で目指すもの～」

伊勢崎佐波（いせさき さは）医師会病院は，高
崎市の東部に位置する伊勢崎市（人口 21 万人）と
玉村町（3 万 6 千人）を対象にした中核病院で，
1974（昭和 49）年に開設．病床数は 255 床．1978（昭
和 53）年には健診センターの運営を開始され，生
活習慣病の予防に力を入れておられる．同センター
では，2024（令和 6）年から，WEB 問診やタブレ
ット誘導システムを導入し，健診の効率化と受診者
満足度の向上を図っている．また，15 台の検診車
による巡回健診を行い，情報収集システムでデータ
のオンライン化も進められている．今後は，AI 活
用や定年延長による「労働力の確保」，入退院支援
センターの拡充，自治体の在宅医療連携拠点事業を
受託することでの「在宅医療との連携強化」，そし
て健診部門を軸とした経営安定化を目指し，進展す
る高齢化社会に向けて，選ばれる施設作りを目指す
との発表があった．

（2）鳥取県中部医師会立三朝温泉病院（鳥取県）
	 発表者：深田　悟　鳥取県中部医師会立三朝温
泉病院長

	 演題「三朝温泉病院のクラウドファンディング
の挑戦と成果─温泉施設の改修を目指して─」

三朝（みささ）温泉病院のある三朝（みささ）町
は 県中央に位置し，人口約 5,700 人，高齢化率約
40％で高齢化が進む地域である．2000（平成 12）
年 2 月に国立病院療養所から鳥取県中部医師会へ経
営移譲され，病床数は 143 床で急性期から慢性期，
およびリハビリテーション医療を提供されている．
また，日本有数のラドン泉を活用した温泉療法が特

徴．温泉成分の腐食による施設の老朽化への対応と
して，2021（令和 4）年にクラウドファンディング
を実施．当初は「病院が資金を募るのはみっともな
い」といった声もあったが，院内外の関係者への丁
寧な説明により理解を得て，同年 12 ～ 1 月の 56 日
間を実施し，結果的に当初の目標額 500 万円を大き
く上回り，全国各地から 454 名，約 943 万円の支援
が得られた．この取り組みは，資金調達だけでなく，
地域との信頼関係の可視化や職員の意識改革にもつ
ながったとの発表であった．

（3）大分市医師会立アルメイダ病院（大分県）
	 発表者：石和　俊　大分県医師会副会長／大分
市医師会副会長／大分市医師会立アルメイダ病
院副総院長

	 演題「大分市医師会立アルメイダ病院の現況と
今後いかに “治し支える医療” を展開するか」

大分県のアルメイダ病院がある大分市は，人口
47 万人の中核市で，県人口の 44％が集中する，高
齢化率 29％の全国平均の地域である．開業から 56
年目を迎え，2008（平成 20）年には新病院を建て
替え，許可病床数は 406 床．救命救急センターの指
定を受けるなど，高度急性期から回復期まで幅広い
医療機能を担っている．大分市には大分大学医学部
付属病院，県立病院など公的病院が多く，高度急性
期・急性期病床が過剰である一方，回復期・慢性期
病床が不足しているという課題があるが，隣接医療
圏からの患者流入も多く，隣接医療圏と連携した広
域な医療連携体制の整備が求められている．今後は，

「経営の安定」を図るための休床 78 床の復帰，特に
20 代で入職 3 年以内の離職者が目立っており，看
護師の離職対策と確保対策の検討および，当医療圏
の回復期・慢性期の機能不足への対応として，大分
市医師会が運営する訪問看護事業所，地域包括支援

第 31回全国医師会共同利用施設総会

分科会報告

第 1分科会

鹿児島県医師会常任理事　日本医師会医師会共同利用施設検討委員会副委員長

黒　木　康　文
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センターなどを活用した在宅医療の推進体制を目指
していくとの発表であった．

（4）霧島市立医師会医療センター（鹿児島県）
	 発表者：河野嘉文　霧島市立医師会医療センタ
ー病院長

	 演題「公設民営医師会病院の新築移転　滑り込
みセーフ？アウト？」

霧島市立医師会医療センターのある霧島市は，人
口約 12 万人で高齢化率は 28％の全国平均の地域で，
病院は 2000（平成 12）年に国立病院療養所から，
地元自治体の霧島市へ経営移譲され，地元医師会で
ある姶良地区医師会と霧島市との間で，地方公営企
業法の一部適用による指定管理者制度で運営．2012

（平成 24）年から新病院建設の構想が始まり，2021
（令和 4）年に 108 億円で落札したが，資材高騰や
人件費増などにより，最終的には 164 億円を要した．
2025（令和 7）年 2 月にオープンし，病床は 254 床，
全室個室でロボット支援手術や PET-CT 装置を導
入し，稼働率は約 90％で，手術件数も増加してい
るとのことだが，医業費用の増加で黒字化は困難な
状況にある．また，公立病院という立場から，市民
の期待に応える診療科や施設整備の充実も求めら

れ，公的病院特有の経営の難しさもある．河野先生
は，地方都市の医療提供体制の維持には自治体との
連携による公設民営の制度が有効であるとした上
で，地域医療を守るため赤字でも繰り出し資金を確
保する自治体の覚悟と，「今までの医療が続くこと
が当然」とする国民の意識改革が必要であると述べ
られた．

第 1 分科会では，4 つの医師会病院から発表いた
だいた．高齢化がこれから進む地方都市型，既に人
口減少を迎えている地域，それぞれニーズも変化し
ており，それに伴う医師会病院の役割も変化してき
ている．地方では，人口減で患者も減少し，開業医
も徐々に減ってきており，そのような中で，医師会
病院を建て替えも含め，継続維持の判断が難しい時
代となってきた．鳥取県の三朝（みささ）温泉病院
からは，クラウドファンディングを活用した資金調
達の例もご紹介いただき，また，霧島市立医療セン
ターの河野先生からは，自治体の覚悟も必要との意
見もいただいた．医療は医師会任せではなく，自治
体にも医療の厳しい現状を理解していただき，当事
者として医師会と一緒になって関与していただくこ
とが重要であると，改めて感じた次第である．
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（1）高崎・地域医療センター（群馬県）
	 発表者：田村　仁　高崎市医師会副会長／高崎・
地域医療センター業務執行理事

	 演題「検査健診センターにおける地域住民のた
めの，一体感のある連携（自治体・医師会・医
療機関）」

高崎・地域医療センターが検診，検体検査，そし
て休日夜間診療を 3 本の柱として展開されているこ
とに加え，特に乳がん検診ではデジタルデータを一
元管理し，読影委員会で集中的に判定することによ
って診断の精度を向上し，またそれがうまくいって
いるという事例をご紹介いただいた．

また，健康寿命の延伸に寄与するためには，自治
体健診や事業所健診が重要であり，そのために健診
の施設間の均てん化と，精度管理の維持が肝要であ
る点を指摘された．

こうした取り組みを介して地域住民の健康維持に
貢献するという公益性の高い事業に関して，今後も
自治体，医師会，そして医師会員との一体感のある
連帯を深め，発展させたいと抱負を語られた．

（2）石川県医師会臨床検査センター（石川県）
	 発表者：齊藤典才　石川県医師会理事
	 演題「地域に根ざした医師会共同利用施設のあ
り方～ 2040 年問題が及ぼす影響と対策～」

同検査センターは，一般検査，個別健診，そして
その他の健診の 3 事業を柱とされているが，民間大
手との競合，そして物価・賃金等の高騰と人手不足，
震災並びに震災後の復旧が遅れているという足下の
逆風にもかかわらず，地元の医療機関との連携を基
本として，地域の医療を支え続けておられるとのこ
とである．

そのための取り組みとして，業務の ICT 化や柔
軟なシフト体制など，業務改善の具体的な事例の紹

介とともに，その基本となる考え方まで丁寧にご説
明された．今後も地域医療を支える使命を果たすた
めに，業務改善のための課題を継続的に見つけ出し，
問題が顕在化する前に対処することによって，より
質の高いサービスの提供を目指していくと締めくく
られた．

（3）静岡市静岡医師会健診センターMEDIO（静岡
県）

	 発表者：水谷暢秀　静岡市静岡医師会副会長／
静岡市静岡医師会健診センター所長

	 演題「静岡市静岡医師会健診センターの現状と
2040 年問題への取り組み」

不採算であった検体検査部門を廃止する一方で，
静岡市内の中心地に立地しているという地の利を活
かした健診センターと，CT・MRI を核とした検査
センターにより受診者数が増加し，コスト増を上回
る収益を得ることで医師会の財政にも寄与している
ということである．健康寿命の延伸の観点から，退
職者の健診受診率の改善など，高齢者の健康管理に
資する取り組みを種々検討されており，優しさと思
いやりを持って，地域住民の健康づくりを応援して
いくという理念を披露された．

（4）広島市医師会臨床検査センター（広島県）
	 発表者：山本　匡　広島市医師会長／広島市医
師会臨床検査センター所長／広島県医師会理事

	 演題「臨床検査センターを取り巻く環境変化と
今後の取り組み」

同検査センターにおける利用医療機関の縮小に伴
う検査依頼数の減少，診療報酬の長期的な下落，そ
して検査センターを利用する医師の高齢化という環
境の変化を，詳細にご説明された．さらに，これら
の課題への対応策として，県境をまたぐ医師会間の

第 31回全国医師会共同利用施設総会

分科会報告

第 2分科会

日本医師会常任理事

黒　瀨　　　巌
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相互協力によるコストダウンや，一部検査の外注，
更には集荷業務などに関しても，地元民間検査会社
との戦略的な連携の可能性にも言及され，事業継続
への強い決意を示された．

以上の 4 題はいずれも大変示唆に富む内容であ

り，引き続いて行われた質疑応答では，災害時の相
互協力の仕組み，営業人材の重要性，システムの共
同化，ICT 活用による業務効率の改善，集配の外注
など，様々な課題に関して，高崎の暑さに負けず熱
い討論が行われた．
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（1）由利本荘医師会病院介護医療院
	 発表者：土田昌一　秋田県医師会理事／由利本
荘医師会理事／由利本荘医師会病院副院長

	 演題「介護医療院開設 2年が経過して～現状と
課題，そしてその展望～」

当病院では，2022（令和 4）年度の診療報酬改定
で地域包括ケア 3 に対して在宅復帰率 70％の要件
が追加され，多額の年間収支マイナスが見込まれた
ため，2023（令和 5）年 4 月に療養病棟を介護医療
院Ⅰ型に転換された．年度別稼働率は徐々に上昇し，
2024（令和 6）年 2 月から 80％前後で推移して，収
支減算を免れた．そして，口腔衛生管理加算，また，
生産性向上促進加算等を積極的に取り入れ，課題解
決と質の向上に努め，地域でいわゆる「選ばれる施
設」を常に目指しているとのご発表であった．

（2）水戸市医師会訪問看護ステーションみと
	 発表者：細田弥太郎　水戸市医師会長
	 演題「水戸市医師会訪問看護ステーションみと
の取組み～ 2040 年を見据えた医療と介護の在
り方～」

訪問看護ステーションは，2040 年に向けた地域
共生社会の実現に不可欠な社会資源の 1 つであり，
質の高いサービス提供，高齢者・市民・社会的ニー
ズへの対応，周辺医療圏とのバランス，明確な地域
包括ケアシステムの中での位置付け，法的要件やコ
ンプライアンスの確保，積極的な人材確保対策，ま
た，待遇改善が必要と考えられる．

その中で，プラチナナースなど積極的な人材活用，
機器の活用，タブレット端末の積極的導入と活用と
いうことで，労力と時間の合理的な活用を進められ
ておられるとのご発表であった．

（3）「東京都在宅医療推進強化事業におけるMCS
機能強化の共同開発について」

	 発表者：佐々木聡　東京都医師会理事，
	 　　　　�土屋淳郎　東京都医師会理事／全国医

療介護連携ネットワーク研究会会長
	 演題「東京都在宅医療推進強化事業における
MCS機能強化の共同開発について」

東京都在宅医療推進強化事業においては，情報共
有ツール ICT システムの活用が求められ，東京都
で 最 も 普 及 し て い る の は MCS（Medical Care 
Station）であるが，本事業に用いるにはその機能強
化が必要と考えられた．その機能強化における意見
集約と開発費用の按分を目的に，地区医師会による
共同開発を提案し，進められた．今後，各地区医師
会による施設の設立運営に限定せず，事業も含めた
医師会同士の協働を行うことも医師会共同利用とし
て有用ではないか，というようなご報告であった．

（4）神戸市医師会
	 発表者：久次米健市　神戸市医師会副会長，
	 　　　　�松尾玲子　神戸市医師会理事／神戸市

医師会在宅医療・介護連携推進会議委
員長

	 演題「神戸市医師会在宅医療・介護連携支援セ
ンターの紹介」

ICT の活用によるサービス効率化と情報共有の強
化，住民全体の互助を支える地域活動を活性化，包
括的支援体制を担う専門職の育成と支援により地域
完結ケアの実現を目指し，行政，医療，介護関係者，
地域住民，NPO 企業等と連携し，地域の実情に即
した包括的な支援体制構築が大事であるというお話
であった．

この後，終了時間ぎりぎりまで非常に内容のある
質疑応答が行われ，大変勉強になる分科会の報告・

第 31回全国医師会共同利用施設総会

分科会報告

第 3分科会

岩手県医師会長　日本医師会医師会共同利用施設検討委員会委員長

本　間　　　博
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討議であった．
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○黒瀨座長（日本医師会常任理事）
昨日の各分科会では大変活発なご議論をいただ

き，また示唆に富むご発表であったと聞いておりま
す．本日は全体討議として，参加者全員による討議
を行いたいと思います．まずは第 1 分科会から順に
ご質問をお受けいたします．なお，ご質問やご意見
を述べられる先生は，ご面倒ですが，お近くのマイ
クまでお越しいただき，ご所属とお名前をおっしゃ
ってからご発言をお願いいたします．

それでは，第 1 分科会（医師会病院関係）につき
まして，ご質問あるいはご意見のある方挙手をお願
いいたます．黒木先生どうぞ．
○黒木康文（鹿児島県医師会常任理事／日医医師会
共同利用施設検討委員会副委員長）
第 1 分科会の質疑応答で，医師会病院の運営が立

ち行かなくなった時の後処理について質問がありま
した．東京都は民間病院全体で補助金が 300 億円く
らいあるということです．私の地元の医師会病院は
準公的病院として，年間 1 億 3,000 万円ぐらい補助
金をもらっています．経営主体は医師会ですが，医
師会単独での運営は本当に厳しい状況で，つぶれた
時どうするかという話になった時に，近くの公立病
院との統合・合併も少し視野に入れているというこ
とと，会員の方々の補完先の病院としての役割があ
りますので，つぶれる前に何とか手を打たないとい
けないと考えているという話をしました．私どもの
医師会は，私と会長と副会長と 3 人で連帯保証人に
なっており，まだ 20 億円ぐらい借金がありますの
で，何とか返していきたいと思っているところです．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

ありがとうございました．終活問題ですね．この
点に関して，ご意見などございますか．東京都リハ
ビリテーション病院の新井院長，何かご意見があれ
ばお願いします．
○新井康久（東京都リハビリテーション病院長）

ご指名いただきありがとうございます．都立病院

は東京都立病院機構という 1 つの塊になっていて，
当院は医師会立ではなく，東京都医師会が指定管理
者として，東京都から指定管理料をいただいており
ます．もちろん，経営は赤字ですが，少しでも改善
しようといろいろ取り組みをしているところです．
地方と違い，東京は物価も高く，生活するのも厳し
く，補助金なしではとてもやっていけない状況で，
都立病院機構が運営する赤字病院ワースト 5 の中の
4 つを都立病院が占めていると聞いております．や
はり，診療報酬以外には収益を上げるのが難しく，
国や自治体からの補助金がなければ今後立ち行かな
くなり，患者さんが困ることになるため，公助・共
助ではないですが，国や自治体で救っていただきた
いと考えております．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

ありがとうございました．自助・共助・公助です
ね．ただ，東京都は今後人口は減らないが高齢者が
増えていくという特殊な，おそらく地方の先生方が
抱えているのとはまた違う形の 2040 年に向けた問
題が出てくると思いますが，何かご示唆がありまし
たら，ぜひ教えていただきたいと思います．他にど
なたかいらっしゃいますか．

それでは，第 2 分科会（検査・健診センター関係）
につきまして，何かご意見，ご質問のある方はいら
っしゃいますか．4 つの演題のうち 3 つは，どちら
かというと健診センターや画像検査等々の演題で，
最後に広島市医師会の山本先生から，臨床検査セン
ターについてご発表いただきました．一般的に，検
診あるいは人間ドックは割と利益が上がり，医師会
の運営にむしろ財政的に支援できる立場にあり，臨
床検査センターは赤字を抱えて撤退されるところも
多いと聞いておりますが，広島市医師会の山本会長
はいろいろ工夫されて，事業を継続されているとい
うことです．山本先生，昨日のご発表に関して何か
追加がありましたら，お願いいたします．

日本医師会常任理事

黒　瀨　　　巌

第 31回全国医師会共同利用施設総会

全 体 討 議
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○山本匡（広島市医師会長／広島市医師会臨床検査
センター所長／広島県医師会理事）　
民間検査会社との連携がうまくいっているのは，

事務部長が民間検査会社の部長と個人的な関係を築
かれ，それが功を奏したもので，人が大切であると
いうことです．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

ありがとうございました．石川県の齊藤先生から
も，営業を行う人が大切で，顔の見える関係を構築
することが，運営に対しても経営に対してもプラス
に働いているというお話をいただきました．有能な
人材を見つけるのも大変で，育てていくのも大変か
と思いますが，そういった観点で，今後先生方から
英知をいただければと思います．他にございますか．
どうぞ．
○久次米健市（神戸市医師会副会長）　

今，人間ドックや健診に関して黒字化している，
むしろ運営を補助しているというお話がありました
が，残念ながら神戸市医師会は，受診者といいます
か，受検者が今一つ伸びてこない状況です．周辺に
会員の先生の健診センターが多くあり，バス等で事
業所に出向いて健診を行うということで，会員から
受検者を取るのもどうかということと，神戸市医師
会としても積極的に集めにくいこともあり，悩んで
いるところです．加えて，検査機器の老朽化で，マ
ンモグラフィーも更新しなければならず，需要はあ
りますが機器を導入しての黒字化は難しいと思いま
す．都会地といいますか，ある程度会員の健診セン
ターがあるような他の地域はどのような感じなの
か，お知恵をいただけたらと思います．よろしくお
願いします．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

ありがとうございました．どなたかいらっしゃい
ますか．静岡県医師会副会長の福地先生，いかがで
すか．
○福地康紀（静岡県医師会副会長）

昨年まで静岡市静岡医師会の会長をやっており，
健診センターの方は 18 年ぐらい関与し，所長もや
っておりましたので，少しお話させていただきます．
静岡市静岡医師会は幸いにして毎年 1 億円以上の利
益を上げていて，そのうち 4,000 万円ぐらいを医師
会に入れている，医師会にとって非常に貴重な財源
でございます．実は，平成 18 年頃は非常に厳しい
状況で，健診センターを継続するかどうかという話

もありましたが，平成 9 年にまず赤字部門の臨床検
査部門の廃止を英断し，少し食いつないだわけです．
平成 18 年には 2 つあった健診センターのうち，効
率の悪い方を閉じて 1 つに統合し効率化を図りまし
た．その後は，民間や会員医療機関ではできない
50 人，100 人といった特に大人数の事業所健診に特
化し，金額のよい人間ドックは主に民間が行い，医
師会の健診センターは安い，早いを売りにしました．
さらに，平成 26 年に町の中央の交通の便のよい場
所に集約できたことが，何とか維持できた理由と考
えます．もう 1 つは，MRI・CT に関して常に機器
を更新して会員の先生方のニーズに応えるように
し，読影に関しても病院や退職された専門医を入れ
て，会員のニーズに応えるようにしたことで，非常
に稼働率も上がり，住み分けができるような形で現
在に至っている状況です．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

ありがとうございました．久次米先生，よろしい
ですか．
○久次米健市（神戸市医師会副会長）

ありがとうございました．参考にさせていただき
ます．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

集約化と，そしていわゆる会員医療機関と競合し
ないようにするということ，あるいは経営努力とし
ての新しい機器を積極的に入れることによって差別
化を図るといったところかと思いますが，資金がな
ければ好循環も生まれないので，今後，健診・検査
センターが抱えていく大きな課題ではないかと感じ
ています．ありがとうございました．他にご質問は
ございますか．

続いて，第 3 分科会（介護保険関連施設関係）に
ついて，ご質問のある方は挙手をお願いいたします．
今後の地域医療構想にしても，医療と介護の連携は
非常に重要なテーマになってくると思いますが，医
師会共同利用施設はどういう立ち位置で，どう役割
を果たしていくのかというのは，地域の実情に合わ
せてそれぞれ違うかと思います．同じ地域包括ケア，
あるいは地域完結型といっても，東京の都心と地方
ではかなり状況が違いますし，同じ県内でも県庁所
在地とそうでないところでは違うと思います．本間
先生いかがでしょうか．
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○本間博（岩手県医師会長／日医医師会共同利用施
設検討委員会委員長）
第 3 分科会の質疑応答では，2 点ほどご質問が出

ました．その内容は，箱物はもちろん大事であるが，
東京都医師会のご発表の MCS 機能強化の共同開発
というような，無形のものを共有していくというの
は，遠く離れた医師会ともすぐ連絡がつくため，医
師会の全国連携，広い地域での連携につながってい
くのではないか，技術的な障害はあるかもしれない
が，それをクリアすれば幅広い展開に結び付くので
はないかというようなご意見がありました．もう 1
つ，私も常日頃，気になっていることですが，例え
ば私が診ている患者さんが運動血管障害を起こして
急性期病院に入院し，経過良好で私のところに戻っ
てくる場合は主治医の関係は継続しますが，急性期
病院からリハビリ病院に移った時点で主治医が誰か
わからなくなり，本来ならば私のところに戻って治
療を続けていくはずの人が戻ってこないということ
もあります．MCS に主治医を登録しておくなど，
それぞれの医師のちょっとした気遣いで，元の担当
医，主治医を登録できると思いますので，大事なこ
とではないかと考えます．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

ありがとうございました．難しい問題が多々あろ
うかと思いますが，一つ一つ丁寧に解決していきた
いと思っておりますので，先生方からのご意見，ご
提言等もお待ちしております．第 3 分科会に関して
よろしいでしょうか．佐賀県医師会の志田会長，い
かがですか．
○志田正典（佐賀県医師会長／佐賀県健康づくり財
団理事長）
ご指名ありがとうございます．第 2 分科会の高崎・

地域医療センターの田村先生にお伺いしたかったの
ですが，本日はいらっしゃらないようですので，内
容としては，平成 25 年に公益財団法人になったと
いうことですが，医師会とは全く別法人として立ち
上がったという理解でよいのか，その場合は公益財
団法人から医師会に協力金などの支出をされている
のか，という点について教えていただければと思い
ます．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

お答えできる範囲で結構ですので，どなたかいら
っしゃいますか．

○長坂資夫（群馬県医師会理事）
私の知っている範囲ですが，高崎市医師会は一般

社団法人のままですが，高崎・地域医療センターは
公益法人化しました．もともと，医師会からセンタ
ーに毎年 2,000 万円くらい持ち出しをしている状況
で，公益法人化して行政も大分応援してくれるよう
になったそうですが，持ち出しは変わっていません．
○志田正典（佐賀県医師会長／佐賀県健康づくり財
団理事長）
ありがとうございました．佐賀県の場合は，健康

づくり財団から医師会に逆に少し協力金を出してい
ます．もう 1 点，同じく高崎・地域医療センターに
ついてお伺いいたします．別法人ということですが，
私どもの健康づくり財団は，主に検査と施設健診を
行っていた医師会成人病予防センターと，佐賀県の
外郭団体で巡回健診を主に行っていた総合保健協会
とが統合し，1 つの公益財団法人をつくりました．
職員については，医師会の傘下にあった成人病予防
センターの職員は医師会ヘの協力心が強い一方，総
合保健協会からの職員は医師会との連携という気持
ちが非常に薄い感じです．公益財団法人化による職
員のモチベーションの変化がありましたら，教えて
いただきたいと思います．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

お分かりになる範囲で，いかがですか．
○長坂資夫（群馬県医師会理事）

もう 20 年ぐらい経つため詳しくはわかりません
が，確かに職員のモチベーションはいろいろあると
思います．ただ，少なからず一生懸命やっているこ
とは間違いないと感じています．
○志田正典（佐賀県医師会長／佐賀県健康づくり財
団理事長）
ありがとうございました．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

企業の合併において，企業風土や給与体系のすり
合わせは本当に大変だと思います．でも，時間が解
決してくれるところもあるかと思いますので，何か
ご示唆がありましたら，よろしくお願いしたいと思
います．

他にご質問がないようでしたら，昨日の松本会長
の特別講演でも話がありましたが，いわゆる衛生検
査所の集荷料の請求に関するアンケート調査結果を
踏まえて，少しお話をさせていただきたいと思いま
す．
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まず，今回の調査は，都道府県医師会を介して，
郡市区医師会所属の医療機関の先生方にアンケート
を実施いたしました．ご協力いただきました 2,000
を超える医療機関の先生方，そして郡市区医師会，
都道府県医師会の先生方に御礼を申し上げたいと思
います．

調査対象は，医師会臨床検査センター及び健診検
査複合体のある都道府県に所在する会員の先生方
で，36 都道府県に及びます．残りの 11 府県に関し
ては任意という形で，同じアンケートをさせていた
だきました．WEB 形式で約 1 か月間実施し，回答
数は 2,441，うち有効回答数は 2,042 でございます．

都道府県ごとの回答状況は，残念ながらかなり温
度差があります．逆に，地域に根ざした問題，地域
の実情に合った問題ということかと思いますので，
今後，医療圏の中に衛生検査所があるところとない
ところと，そういったところも踏まえて整理してい
きたいと思っています．

ご回答いただいた医療機関のほとんどは無床診療
所で，また大半が内科でした．

1 回当たりの平均依頼検体数は 5 名まで，あるい
は 6 名から 10 名分という回答が多く，検体の容器
代は有料として別途支払っている場合と，検体検査
委託料に含まれている場合がありますが，約 3/4
が別途支払われているということです．

また，今年に入ってからの検体検査委託料の値上
げ，あるいは新たな集荷料の支払い請求に関しては
約 1/4 が「有」で，約半数以上が検体検査委託料
の値上げとして，約 1/3 が別途集荷料として請求
されたということです．それに対しての対応につい
ては，多くは集荷料等を支払うことにしたというこ
とで，残念ながら拒否することはできないという状
況があったのかと思います．私どもも人件費の上昇
や物価高騰等を考えると，衛生検査所においても集
荷のための人件費やガソリン代他の諸経費の値上が
りで，厳しい経営状況であると考えられるため，医
療機関がそれを全部カバーするのか，何らかの方法
がないのかということについて，ぜひご意見を頂戴
いたしたいと思います．

実際の値上げの金額で一番多かったのが 5,000 円
未満で，その次が 3 万円以上 4 万円未満，逆に 5 万
円以上とかなり高額を請求されている医療機関もあ
りました．必ずしも人件費上昇や物価高騰だけでな
く，便乗値上げに近いような状況ではないかと思わ

れますが，少量の検体数や遠方の医療機関など行き
たくないようなところには高めの球を投げて，医療
機関の方から辞めるのを待っているのではないか，
ということも気になるところで，衛生検査所と医療
機関との所在地についても確認したいと考えていま
す．

今後については，契約を継続する，つまり集荷料
の支払いを受け入れたところが多く，検体検査の値
上げ等に関して地域医師会に相談したか否かでは，
残念ながら 94％が「無」と回答され，契約の条件
等が医療機関によって違うため表に出せず，地域医
師会に相談もできないのではないかと思います．契
約条件に関してはなるべく触れない形で相談に乗れ
るよう，我々も情報提供していきたいと思いますし，
医師会の方からアプローチしていただくということ
もあると考えます．

具体的なご意見・ご要望では，値上げに対する不
満，診療報酬制度に対する不満，あるいは医師会へ
の期待というよりも不満などが多く寄せられまし
た．整理した上で，何らかの形で改めて情報提供し
ていきたいと考えています．会員の先生方と情報共
有しながら，相談に乗っていただけるように医師会
がしっかりとサポートし，あるいは医師会立検査セ
ンターが会員の皆様方に何ができるかということを
考えていただく材料にしていただきたいと思いま
す．

松本会長からも，医師会立臨床検査センターがあ
る地域は，衛生検査所も無謀なことはできないとい
った意味での存在価値は十分にあるのではないかと
発言があり，私も同じように感じているところです．
ぜひ多くの医師会臨床検査センターが継続できるよ
う，ご協力の程よろしくお願いいたします．

本件に関しまして何か，あるいは全体を通してご
質問，ご意見等ございますか．
○枝國源一郎（佐賀県医師会専務理事／佐賀県健康
づくり財団副理事長）
集配の件ですが，佐賀県においては集荷料の値上

げではなく，撤退が起こっています．突然，数十件
もの医療機関で集配や検査検体を受け付けてもらえ
ないという事態が起こり，私どもの健康づくり財団
で請負うこととなりました．私どもは，基本的に集
荷料は取りません．それが我々医師会共同利用施設
の矜持であるということで，上げないことにしてお
ります．ただ，いつまで強気なことを言えるかはわ
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かりませんが，とりあえずそういう予定です．あと
1 つ，私ども財団では毎月各郡市医師会の担当理事
を集めて会議をしております．そこで各地区の情報
を収集するなど，常にアンテナを張っております．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

ありがとうございました．やはり透明性をもって
県医師会と地区医師会が情報を共有して，さらに会
員の先生方にご理解いただく．そして，枝國先生が
おっしゃったように，我々としても医師会の矜持を
持ってこういった逆境に立ち向かっていきたいと思
っておりますので，今後ともよろしくお願いいたし
ます．他にご質問どうぞ．
○長谷川徹（富山県医師会常任理事）

松本会長と黒瀨常任理事に質問させていただきま
す．私は昨日，第 2 分科会に参加して広島市医師会
のシステム共同利用や，静岡市静岡医師会の潜在す
る顧客の開拓，他の業種のシンクタンクを導入して
経営改善を図る石川県のご発表などに感銘を受けて
聞いておりました．しかし，2040 年問題を考える
時に，基本的に人は生活しやすい場所に集まり，そ
こで人を対象とする事業は営まれるものである，つ
まり，自然に任せるべきではないかと思います．こ
こには医師だけでなく，医師会に非常にシンパシー
を感じておられるコメディカルの方がたくさん集っ
ていると思いますが，医師を含めた医療従事者の待
遇改善や職種としての魅力アップを社会に訴えるこ
と，高めることに尽力すべきではないかと考えます．
医師会の立ち位置について，松本会長のお考えを伺
いたいと思います．もう 1 つは，医師会共同利用施
設の果たすべき役割ということで言えば，他の検査
や集配などの業者と比べて，地域の自治体や医師の
情報を一番持っているのは共同利用施設ではないか
と思います．開業支援や事業承継支援，あるいは不
安の解消，待遇の保障といったことに共同利用施設
が，若手医師の意見を聞きながら地域に根ざす手助
けをする，これこそ他の業者にはない私どもの強み
ではないかと考えますが，それについて黒瀨先生か
らご意見を伺えたらと思います．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

それでは，前者について，松本会長よろしくお願
いします．
○松本吉郎（日本医師会長）　

医師会の役割というのは，1 つには会員の先生方
が医療を行っていくためのいろいろなサポートをす

ること，それから個人の先生方のサポートもしてい
く．それが引いては国民の健康と命を守ることにつ
ながるわけですが，決して医師会の会員のためだけ
を考えているわけではありません．医療政策も国民
にしっかりと資する形で実現できるような政策を考
えていかなければいけません．したがって，私ども
の中でいろいろ切磋琢磨して，自分たちの技量も磨
きながら，国民の命と健康を守るために立ち向かっ
ていく．ただ，医療政策の実現というのは，やはり
国会の場，国政の場，各省庁との連携がなければ，
自分たちだけで声を上げてもできません．そういっ
た中で医療政策の活動は続けていかなければなら
ず，医師会あるいは医師の代表として今回釜萢先生
に出馬していただきましたが，そういった先生方が
私どもの意見を汲み取って，代表して発言していた
だくことは非常に大事であると思います．もちろん，
全員の意見が一致することはないですが，大部分の
先生方の意見を汲み取りながら実現していく．地域
医療構想や医師の偏在に対する考え方も，どこに力
点を置くかで違ってくると思います．ただ，その中
で，三層構造という医師会のあり方の中で，まずは
地域医師会からしっかりと意見を都道府県医師会に
出していただく，あるいは直接日本医師会に上げて
いただく，都道府県医師会からさらに日本医師会に
伝えていただく．委員会や代議員会など，意見を言
っていただく場がいろいろありますので，ぜひ若い
先生方も意見を上げていただき，医師会も汲み取り
ながら必要な問題に対処していくということだろう
と思います．ぜひ，また先生方にはいろいろなご意
見を出していただければと思います．
○黒瀨座長（日本医師会常任理事）

ありがとうございました．それでは，私の方から，
皆様方ご承知のとおり，医師会共同利用施設という
事業活動は，故武見太郎先生が地域の住民に対する
我々の最大の貢献であり，医師会が行う最も根源的
な活動であるとおっしゃり，またそれに従事されて
いる先生方は，最も医師会のことを大切に，そして
よく理解されている方だと承知しております．そう
いった先生方が，ぜひ地域の若い先生方，あるいは
学生さんと，本当に近い関係でいろいろな情報を共
有しながら，またディスカッションしながら，ある
いは一緒に活動しながら，共同利用施設を使った一
緒の活動などをしていただきながら，医師会活動の
重要性，存在意義というのを理解していただく．こ
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れによって入会が促進され，組織強化につながって
いくというのが，私どもの本来的な活動であろうと
思いますし，ぜひそうしたいと願っております．私
は広報も担当しておりますが，今進めているのが広
報サポーター制度で，意見を一方向で流すのではな
く，都道府県医師会あるいは郡市区医師会の先生方
と双方向性に意見を交換しながら地域に合わせた広
報活動，あるいはその中での地域の先生方，学生さ

んたちとの交流を促進していきたいと考えておりま
す．この共同利用施設をお借りしてそういったこと
もやっていきたいと思いますので，ぜひまたご意見
をいただければと思います．ありがとうございまし
た．
○長谷川徹（富山県医師会常任理事）
　ありがとうございました．
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昨日に引き続きまして，本日もこのように多くの
先生方，また関係者の方々にお集まりいただき，誠
にありがとうございます．2 日間にわたって大変ご
熱心な討議をしていただいたと存じます．

また，第 31 回全国医師会共同利用施設総会がか
くも成功裏に運営されましたのは，ご担当の群馬県
医師会須藤英仁会長，西松輝高副会長，川島崇副会
長，そして本会の実行委員長でありました鶴谷英樹
先生をはじめとする群馬県医師会の役職員の方々の
ご尽力の賜物と感謝申し上げます．また，企画段階
からご尽力賜りました岩手県医師会長で同委員会委
員長の本間博先生，鹿児島県医師会常任理事で副委
員長の黒木康文先生，そして委員会委員の先生方の
ご協力によるものと心より御礼申し上げます．

本総会のメインテーマは「地域に根ざした医師会
共同利用施設のあり方～ 2040 年問題が及ぼす影響
と対策」でありました．各分科会におけるそれぞれ
のご発表は，地域に根ざした医師会共同利用施設だ
からこそできる活動であると，改めて痛感いたしま
した．

私は主に第 1 分科会の医師会病院関係に参加させ
ていただきましたが，本当に厳しい経営状況の中で

いろいろな努力をされて，クラウドファンディング
であったり，効率化，また公設民営化と，大変勉強
になりました．2040 年に向けて今後も会員のため，
地域住民のため，ご貢献いただきますことを切にお
祈り申し上げます．

また，ご参加の皆様方には，本日の総会で共有さ
れた情報，成果をぜひ地域に持ち帰りいただき，問
題解決の一助となれば幸いでございます．さらに，
いろいろといただきましたご意見は，本会でもしっ
かりと共有させていただきたいと存じます．

さて，2 年後の令和 9 年度第 32 回全国医師会共
同利用施設総会は，宮崎県医師会がお引き受けくだ
さいました．昭和 53 年の第 4 回全国総会依頼のご
担当ということで，約 50 年ぶりということになり
ます．河野雅行会長はじめ，役職員の皆様方には大
変なご苦労をおかけすることとなりますが，何卒よ
ろしくお願いいたします．

結びといたしまして，本日ご参集の皆様方のなお
一層のご発展とご健勝，ご活躍を祈念し，また，医
師会共同利用施設の益々のご発展を祈念いたしまし
て，総括とさせていただきます．昨日，本日と，誠
にありがとうございました．

第 31回全国医師会共同利用施設総会

総　　括

日本医師会副会長

⻆　田　　　徹
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まずは，今回の第 31 回全国医師会共同利用施設
総会を担当されました群馬県医師会の須藤会長をは
じめとしまして，役職員の皆様方に心より敬意を表
したいと思います．

次回の第 32 回総会は，宮崎県医師会が担当させ
ていただくことになりました．昨日よりの 2 日間，
群馬県医師会の皆様のすばらしい運営と温かいおも
てなしに触れて深く感銘を受けるとともに，次期担
当県としての責任の重さを実感し，身の引き締まる
思いがいたします．

2 年後の第 32 回総会は，令和 9 年 9 月 11 日（土）・
12 日（日）の 2 日間で予定しております．会場は
宮崎市のシーガイアコンベンションセンターを予定
しております．

宮崎県の開催は昭和 53 年以来 49 年ぶりとなりま
す．歴史ある本総会の趣旨をしっかり受け継ぎ，皆

様にとりまして，実り多き会となりますよう，日本
医師会，群馬県医師会をはじめとしまして，全国の
医師会の皆様からご指導・ご協力を賜りつつ，鋭意
準備を進めてまいりたいと考えております．

2 年後は，ぜひ全国各地から多くの皆様に宮崎県
においでいただきまして，医師会活動や共同利用施
設の発展に向けて活発なご論議を賜りますととも
に，県内には豊かな自然や古くからの観光地もござ
います．さらにおいしい食を召し上がっていただき
まして，宮崎県の魅力に触れていただければ幸いで
ございます．

結びに当たりまして，本総会の更なる発展とご参
加の皆様方のご健勝を心よりお祈り申し上げまし
て，次期担当県としてのご挨拶といたします．それ
では 2 年後にお待ちしております．どうぞよろしく
お願いいたします．

第 31回全国医師会共同利用施設総会

宮崎県医師会長

河　野　雅　行

次期（令和 9年度）担当（宮崎県）医師会長挨拶
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先生方，2 日間にわたり参加いただきましてあり
がとうございました．今回は群馬県にとっては大変
特別な会でもありました．7 月の参議院選もあった
中で，皆様とこうやって直接お会いして御礼ができ
たことに対して，群馬県医師会としては心から感謝
しております．2 日間のいろいろな協議を経まして，
いよいよ終わりに近づきますけれども，先ほど出ま
した，医師会を取り巻くというか，医療を取り巻く
経営環境は大変厳しい状況が続いています．けれど
も，医師会の活動を止めてはならないというのが，

今日の最後のメッセージだったような気がしており
ます．各地域で我々本当に一生懸命頑張って，次な
るステージに向かって医師会活動を続けていく．こ
ういった形で今回の第 31 回全国医師会共同利用施
設総会が開かれましたことを，本当にありがたく思
っています．

以上をもちまして閉会といたしますけれども，皆
様お気をつけてお帰りください．ありがとうござい
ました．

第 31回全国医師会共同利用施設総会

群馬県医師会理事

長　坂　資　夫

閉 会




